


グローバル経済の中で：苦悩と挑戦：北欧福祉社会のしなやかでタフな挑戦

果敢で柔軟な政策対応

北欧型といわれる普遍主義型福祉体系は、常に環境変化に柔軟・敏速に対応する経済政策を必要とし

ている。果敢な挑戦主義の勇気がなければ超絶的な高負担政策など不可能。21世紀初頭時点で、意欲的

研究者を揃えて本特集を企画したのは高く評価できる。いずれもが、これからの北欧福祉社会論をリー

ドする研究者である。

第二次大戦後、常に「もうダメ福祉国家」「黄昏の福祉国家」「漂流する福祉国家」など繰り返し批判

を受けてきた。その都度、失望・揺らぎ・落ち込みを経験しながらも、「どっこいまだまだ」と蘇生して

きた。

基本的には全国民を対象とする普遍主義型であるため、福祉財政の急膨張に悩まされてきた。フリー

ライダーやイージーライダーの増殖は常に、特に、心のゆとりを奪うような低成長期には、激しい批判

の対象になってきた。競争力維持と成長経済、財政健全化は、膨大な既得権益者を抱える高負担型福祉

社会の前提条件である。

1990年代は北欧にとってことさら暗澹の時であった。バブルの崩壊、金融危機の発生、そして深刻な

経済危機。単年度赤字も対GDP比で10％を超える国もあった（スウェーデン）。構造改革は社民党政権で

も中道右派連合政権でも進められた。そして2000年代に入ると、「どっこいまだまだ」論を勢いづかせる

国際数値が発表された。国際競争力でも、財政健全度でも、女性の社会参加率でも、経済格差でも国際

比較では、「やっぱり北欧」という印象を与える統計が発表された。特に、スウェーデンの復調ぶりが著

しい。

「ヨーロッパで最良の財務大臣」。2011年には、『フィナンシャル・タイムズ』がアンダシュ・ボリィを

そう評価したこともあった。「スウェーデンは過去数年間、頭を水面よりかなり上に上げたまま泳いでい

る。ヨーロッパのほとんどの国は、水面が上昇しているため、顔を水面下につけたまま泳いでいる。そ

んな姿を見慣れていると、スウェーデンの好調ぶりが印象的である。スウェーデン経済は、第二次大戦

後最悪の経済不況から、着実に回復したあと、2011年にはヨーロッパ最強の経済になった」。（Ivana

Ludvitch,Sweden:CleanBillofHealth,inNewEuropeanEconomy,p.22-23）.

2000年代の世界的経済不況時代、スウェーデンは、ある意味で、素早く、そして見事に立ち直って見

せた。EU諸国が軒並み財政難と財政赤字に苦悩している中で、EUの財政原則を軽やかにクリアーし続

けることに成功した。財政赤字をGDPの3％以下に抑えた。アイルランド、ギリシャ、イギリス、スペイ

ン、ポルトガルが財政政策の劣等生だとすれば、スウェーデンは断トツの優等生であった。2009年も

2010年も3％以下に抑えたのはスウェーデンとエストニアだけであった。（RochD.nr282010s.12）

－2－

特集：スウェーデンの社会保障―グローバル化経済の中での苦悩と挑戦―

趣 旨



2009年の第二四半期に不況から脱した。2010年の第一四半期の前に成長アクセルを踏む前に、既に成

長率が確実に上昇していた。四半期比較だと2.1％の成長率であった。2011年も依然として好調を維持し

た。しかし、風はそれほど順風だけではない。欧州諸国で債務残高肥大化が深まった。金融不安を目の

当たりにして、北欧の好調国家も楽観論に安穏としてはいられなかった。だが、結果として、多くの隣

国が直面している困難を考えたら、GDPで4.0％の成長という数字は、見事な実績である。その間、グロー

バル化の進行で、競争力確保が福祉財源調達の条件であった。中道右派政権は福祉サービスの削減・縮

小を強力に断行している。一国時系列比較をすると、「悲鳴が聞こえるほど」と表現できようが、国際空

間比較をすると「無駄を切り落としただけ」かもしれない。制度改革の内容は各論文を参照されたい。

展望：高い政治的信頼がライフライン

2010年『ニューズウィーク』誌が、未来が有望な国のランキングを発表した。「どの国が住むのに適し

ているか」を調査の狙いにして、教育・健康・生活の質・経済的競争力・政治風土、の5変数でランクを

つけた。総合的には、1位フィンランド、2位スイス、3位スウェーデン、4位オーストラリア、5位ルクセ

ンブルグ、6位ノルウェー、という順位であった。中でも、生活の質というカテゴリーではノルウェーが

他の国の上位に来ている。

そのノルウェーで悲劇が発生した。ウトーヤ島での大量殺戮事件である。福祉国家の寛大さは、生活

困窮者・難民の吸引装置となっている。難民が殺到し、多文化主義が不可避の現象になっている。長ら

く北欧はその貧しさのために、「移民を送り出す国」であった。それは20世紀初頭まで続いた。だが、

1960年代以後、「移民を受け入れる国」に変身している。急速な多文化主義は目に見えない亀裂を生み出

している。この数年、ナショナリズム政党が出現し、発言力を強めている。成長の陰で経済格差は確実

に拡大している。失業者、高齢者、長期療養者、在住外国人へのシワ寄せと並行して排斥型ナショナリ

ズムの台頭。新しい対決線が次第に顕在化している。北欧はどう対応するか。興味は尽きない。本特集

が日本における福祉充実と財政再建論のヒントの一部になればと切望している。

日本では消費税10％が議論の中心。スウェーデンが10％に引き上げたのは1967年。実に45年前の出来

事である。1990年に25％に引き上げた国から見ると日本はのんびり。評価は別として北欧の備えは早い。

（岡澤憲芙 早稲田大学教授）
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巨額の費用を要し、生命と健康に直結する医療

は、現代福祉国家の重要な構成要素であり、社会

保障の主要な領域の一つである（Moran,2000;

FreemanandRothgang,2010）。スウェーデンの

医療制度は、主に租税を財源とした公共サービス

として、医療サービスの財政・供給の両面につい

て地方公共団体ランスティングが主要な役割を担

う国家医療制度（NationalHealthService,NHS）

である（西村,1999;Glenng・rdetal.,2005;Blank

andBurau,2010）。このような公共サービス中心

の、そして分権化された普遍的医療制度は北欧福

祉国家の特徴であり、それらが「公共サービス国

家」とも言われてきた理由の一つでもあった

（Lehtoetal.,1999;Magnussenetal.,2009;Alban

andChristiansen,1995）。

医療制度を通して医療へのアクセスを公平にす

べての人々にもたらすことは福祉国家スウェーデ

ンの試金石であり（Glenng・rdetal.,2005）、そ

れは包括的で制度化され普遍的であるという北欧

福祉国家の基本的特徴と合致している（Lundberg

etal.,2008）。その形成を推進したのは福祉国家

スウェーデンの構築を主導してきた社会民主党を

中心とした左派ブロック政権であった（岡沢,

2009）。だからこそ、80年代以降の福祉国家の

「危機」あるいは「再編」「挑戦」とかかわり（岡

沢,2009）、医療制度が問われてきた。待機的手

術などでの待機期間の長さという問題だけでなく、

住民の医療に対する要望の高まりとそれへの対応

の不十分さ、より侵襲性の低い手術の開発などの
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Ⅰ はじめに

普遍主義的医療制度における公私混合供給の展開

―スウェーデンにおける患者選択制の検討―

松田 亮三

特集：スウェーデンの社会保障―グローバル化経済の中での苦悩と挑戦―

■要約

スウェーデンの普遍主義的医療制度は、分権化した責任構造のもとで公共サービスとして発展してきており、

1990年代に導入された供給－調達機能の分離以降、患者の選択および供給者の多様性の増大が追求されている。本

稿では、2006年に成立したラインフェルト中道右派連合政権のもとで進められている、医療サービスにおける公私

混合供給の促進政策とその影響について文献資料を用いて検討する。

いくつかの先行的取り組みをふまえて、2010年より住民が基礎医療（プライマリ・ケア）の利用医療機関を選べ

るようにすること、すなわち住民による選択可能な体制の確保がランスティングの義務とされた。具体的な運用に

ついては異なり、ランスティング間の状況には大きな差があるものの、基礎医療分野での私的供給は総じて増大し

ている。普遍主義を実現する方策として公私混合供給が広がりつつあるが、その妥当性を評価をするにはなお時間

を要するであろう。

■キーワード

医療政策、患者の選択、公私混合供給、スウェーデン、普遍主義



医療技術の変化、高齢化の進展によってもたらさ

れているより統合した医療・福祉サービスの必要

性、不安定な経済状態は、福祉国家スウェーデン

の医療に大きな課題を投げかけ続けている（Rae,

2005）。

特に、80年代末後半そして1990年代の経済危

機の下では、財政の制約性のもとで費用抑制と質

の保障をどのように追求するかが厳しく問われた

（Calltorp,1996;Glenng・rdetal.,2005:p.95）。

ダーラナやストックホルムなどで大胆な運営改革

が行われ、運営上の供給機能と購入機能の明確な

区分の導入、実績に応じた支払方式の導入、など

が取り組まれた（HarrisonandCalltorp,2000）。

1991年にはスウェーデン福祉国家が転換期を迎

えつつあることを予期させる「選択の自由」を掲

げたブルジョア政権が成立し（岡沢,2009）、医

療においても民間部門を含めた「市場」機構の導

入やケア保証の導入が試みられた。翌年高齢者ケ

アの責任を明確にするエーデル改革が実施され、

これに合わせて民間事業者の活用が導入された。

しかし、1994年には再び社会民主党政権となり、

「市場」機構は後傾に退き、高齢者などのケアとの

連携を含めて病床の効率的利用を図る医療改革が

積極的に進められ、同時に公共医療サービスにお

ける優先付けの枠組みが形成された（Harrisonand

Calltorp,2000;Calltorp,1999;Glenng・rdetal.,

2005:p.101）1）。こうして90年代には、医療供給

における民間部門の割合が増加するなど動揺の兆

しはみえたものの、普遍主義、高度な質、租税財

源、公共部門による供給といったスウェーデン医

療の基本的な性格が崩れることはなかった

（Lehtoetal.,1999;Heikkila・etal.,1999）。

2006年に成立したラインフェルト4党連合中道

右派政権は、医療制度への私的供給の導入と競争

の促進などによって、医療サービスへのアクセス

と効率を向上させようとしている。同政権は

2010年の総選挙でも存続し、これらの政策を継

続して実施する在任期間を得ている。この政権の

推進する医療政策について、特に90年代からの

争点である患者・住民の「選択」あるいは民間事

業者の参入規制の緩和による供給者の多様化推進

政策について、本稿では検討する。医療・福祉連

携サービスの必要の増加や財政緊縮圧力という政

策形成の文脈と普遍主義という「守るべき点」

（島崎,2011）にかかわって、中道右派政権の下

で推進されている選択の自由の推進によって普遍

主義が揺らいでいるのか、揺らいでいるとすれば

それはどのようなものなのかを分析していく。

まず、スウェーデンの医療制度を概説した上で、

90年代から試みられてきた「市場」機構導入を

概観する。次いで、現在進められている「選択シ

ステム」の導入が既存の供給・財政・規制にどの

ような変化をもたらすものなのか、を検討する。

最後に、供給者の多様化がどの程度進められてい

るかを利用可能な資料から検討し、「選択システ

ム」の導入がスウェーデン医療制度に与える影響

を検討する。

スウェーデンの医療制度については概説や詳細

な検討が利用可能であり（島崎,2011;新井,

2011;西村,1999;スウェーデン医療保障制度に

関する研究会,2009;Glenng・rdetal.,2005）、こ

こでは本稿の主題にかかわって重要な点を中心に

記述する。

スウェーデンの医療制度の目標は、その枠組み

を定める1982年医療法（SFS1982:763）2） によっ

て、すべての人々に公平に良好な健康と医療をも

たらすことにあるとされ、最も必要の高い人に優

先的なアクセスを与えるものとされている（第2

条）。つまり、居住地、社会的地位、性別、民族

などによらず必要に応じて医療を利用できること、
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Ⅱ 医療制度の特徴
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すなわち医療へのアクセスを普遍的に保障すると

いう意味での公平とともに健康そのものでの公平

を追求することが目的とされている（松田,2009;

Magnussen,2009）。租税にもとづく普遍的な公共

サービスとしての医療制度の確立と負担可能な範

囲で上限が定められた利用者負担と公衆衛生政策

にこの理念は体現されている（・gren,2003）。

広域自治体であるランスティングが、住民に医

療を提供する責任と権限をもっている（第3条）3）。

中央政府の政策はこの枠組みの変更でもありうる

し、財源・供給などにかかわるさまざまな規制や

ガイドラインによって枠組みの運用を方向づける

ものでもありうる。（Fredrikssonetal.,2012）。

ランスティングは住民選挙によって選ばれる政治

的機構であり、自らの責任を果たすために、制度

運用について広範な権限を与えられている。歴史

的には医療におけるランスティングの権限と責任

は病院サービスに限られていたが、80年代以降

基礎医療（プライマリ・ケア,prim・rv・rden）を

含んだ医療サービスの供給全体に責任をもつよう

になった（Glenngardetal.,2005）4）。

90年代前半から自治体内部の組織運営に大き

な裁量が認められており、一つの枠組みの中でラ

ンスティングごとに異なる医療制度が運用されて

いる。制度改革は個々のランスティングでの試み

が先行する場合が多く、分権化が進んだ90年代

にはむしろ国の支配力が低下したと考えられてい

る（Andersonetal.,2008）。

ランスティングは、医療の主要財源である地方

所得税の税率を定めるとともに、枠組み法の中で

効率的にまた住民に満足のいくサービスを実施し

ていく義務がある。さらに、ランスティングはコ

ミューンとともに連合会を形成し、中央政府と交

渉にあたり、医療の運営にかかわる調査研究・情

報交換などを行っている（SALAR,2011a）。

1980年代そして1990年代、国とランスティン

グは協議などにより、支出と課税の制限を設ける

ことにより、医療支出を抑制してきた（Calltorp,

1996;HarrisonandCalltorp,2000;Anelland

Svarvar,1999）。中央政府により課税率の上限が

設定されているので、ランスティングは財政管理

を重視した運営を行っている。医療支出（対

GDP比）は1982年には9.2％となったが、1994年

には8.0％まで下がり、以後漸増傾向にある。ま

た平均寿命や乳児死亡率でみた健康状態は世界で

最もよい水準にある。一方、医療支出にしめる公

共支出の割合は、1980年92.5％から1990年89.9％

とわずかに減少した。統計作成方法の変更後では、

1996年に86.99％であったのが、2005年には81.2

％となっている（OECD,2011）。

供給面においては戦後病院における専門医療が

中心となって発達し、ケア・センター5）を中心に

した基礎医療の展開が広がるのは20世紀の後半

になってからである。また、多くの医師が病院あ

るいはケア・センターでの勤務に対して雇用され、

自営などにより医業を営むものは少数であった。

さらに、英国やデンマークのような登録医制度が

一律的に実施される状況ではなく、患者は病院・

専門医診療所・一般医診療所を選んで受診できる

ことが伝統である（Glenng・rdetal.,2005）。

先進諸国の医療制度との比較では、スウェーデ

ンの医療は業績良好であり、特に、質、アクセス、

新薬剤の導入などで優れている。なお、課題が大

きい待機期間についても29か国中6位である。つ

まり、不効率や課題がないとはいえないが、全体

的にみれば良い業績であると評価されている

（SALAR,2008）。

ラインフェルト政権は、90年代に短期に終焉

した民間事業者参入の自由化、ランスティングに

海外社会保障研究 Spring2012 No.178
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Ⅲ 選択システムの導入と民間事業者の

活用による供給の多様化



よる「選択システム」導入の義務化、最長待機期

間保証（ケア保証）の法定化など、医療における

利用者・供給者の権限を変化させ、「市場」と潜

在的な場合も含めた「競争」を重視した政策を展

開してきている。以下では、90年代から2005年

にかけての患者の選択および供給者の多様化をめ

ぐる政策について病院・基礎医療のそれぞれにつ

いて概観した上で、現在進められている同政権の

政策について記述・分析する。

1． 医療の選択と「市場」機構の導入―2005

年までの動向の整理―

福祉国家における人々の選択の自由とそれにか

かわる公共部門のあり方あるいは市場機構の制御

のあり方は、他の多くの先進諸国と同様にスウェー

デンにおいても重要な政策論点であり続けている

（宮本,1999:pp.139-167）。1970年以降に明らか

になった福祉国家の正統性の動揺においては、税

率や福祉給付の程度のみならず公共部門のあり方、

官僚主義に対する改革の必要性が課題となった

（Petersen,2011）。公共サービスにおける利用者

の選択の幅を広げるという論点は、官僚主義に対

する改革の必要性がほぼ共有されていた80年代

半ばにパルメ首相も言及していた（Palme,1986）。

しかし、その実現方策については二つの異なる路

線があった（OlssonandCohn,1995;Petersen,

2011）。一つは、公共部門によるサービス供給を

維持しつつ、内部的な市場と競争を導入し効率性

を上げ利用者の要望により対応できるものにする

という社会民主党の路線であり、もう一つは供給

における公共部門の役割を引き下げ民間部門によ

る競争の下での供給を行っていくという保守派政

党らの議論である。どちらの方策においても市場

機構の活用や競争の導入は語られるものの、公民

の役割のあり方においては全く異なるものであっ

た。

結果的に、患者の医療機関の選択の拡大と供給

者の多様化は、もっぱら公的部門の組織改革によっ

て推進されてきた（Petersen,2011）。ランスティ

ングへの分権構造を基礎としつつ、90年代前半

には「市場機構」による改革が試みられ、90年

代後半には財政緊縮圧力のもとで、より財政的に

安定な委託（あるいは契約）などを中心にした改

革が行われた（Blomqvist,2004;Harrisonand

Calltorp,2000）。新公共行政（NPM）の影響のも

とで、サービス調達（支払または購入）機能と供

給機能を区分する組織改革が進められ、90年代

半ばには過半数のランスティングがそのような改

革を実施した（ChristensenandLagreid,2001）。

従来のスタッフが設立した労働者協同組合への委

託、公共事業体への委託など多様な契約が導入さ

れ、公民関係もいっそう複雑になっていった

（Saltman,2003）。こうした1990年代の民間事業

への移行論は生産性の向上と費用の抑制を目的と

していたが、それらが医療サービスの質に懸念が

あるだけでなく、総費用を上昇させることへの危

惧が浮上した（HarrisonandCalltorp,2000）。こ

うして90年代後半にはむしろ「市場」よりは契

約による委託が広がったが、これには取引費用を

増加させるととともに、供給者の多様性を損なう

という批判が持ち上がった。こうして、利用者の

選択がキーワードとして再び登場することとなっ

た（Anell,2011）。

この時期、患者の選択を拡大する政策が、北欧

諸国・英国など多くのヨーロッパ諸国でとられ

（Vrangbaeketal.,2012;ThomsonandDixon,

2006）、スウェーデンでも重要な政策上の論点と

なった。1994年の家庭医法によって、患者が自

由にかかりつけ医を選択できる措置をとる責任が

ランスティングに課せられた。一方、病院・専門

医の診察については、ランスティング連合会が選

択の自由を推進する勧告を行った。さらに、病院

の選択に向けた待機期間データベースなど、全国

的情報基盤の整備も行われた（NationalBoardof
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HealthandWelfare,2002:p.321）。

スウェーデンは1995年にEUに加盟したが、90

年代後半からはEU域内において国境を超えた受

診に関する各国の責任が大きな論点となり、待機

期間が診療の結果を変更するほど長いなどの条件

が成立した場合には、国家がその診療についての

支払義務を負う場合があることが明確になってき

た（Martinsen,2005）。患者にとっては一定の条

件が満たされた場合にはEU内の他国で受診する

という選択が立ち現われてきたことを意味する。

ランスティング連合理事会は、主に入院医療サー

ビスについて患者の選択を保障する1989年の勧

告（「医療における選択についての勧告」）を改訂

し選択の幅を拡大する提案を2000年に行った

（Landstingsstyrelsernaetal.,2010;Nordgren,

2010;Fredrikssonetal.,2012）。その内容は、公

共の資金を用いる医療について、居住地のランス

ティング内で基礎医療の施設および供給者・専門

医・病院についての選択を与えられること、非居

住地のランスティングではそれぞれのランスティ

ングの紹介ルールに従って受診機会を与えられる

べきであること、非常に費用の高い医療サービス

についてはあらかじめ居住地のランスティングの

許可を必要とすること、居住地以外のランスティ

ングで受診する際の交通費は受診者が負担するこ

と、というものであった。診療に要する費用は利

用された病院などから居住地のランスティングに

請求させることになることから、その実施に頑強

に抵抗するランスティングもあったが、最終的に

この勧告は2005年からすべてのランスティングで実

施された（SwedishInstitute,2010;Fredrikssonet

al.,2012）。2006年における勧告の実施状況を調

べた研究では、ランスティング間で実施の程度が

著しく異なること、北部より南部のランスティン

グで実施の程度が高いことが示されており、政治

的多数派の状況が中道右派ブロックであること、

経済的に豊かであることと実施状況がかかわってい

ることが示唆されている（FredrikssonandWinblad,

2008）。

（1） 病院

1860年代の設立時から病院はランスティング

の所管業務であり（Serner,1980）、通常ランスティ

ングはいくつかの医療地区ごとに病院を設置して

いる。ランスティングは連携して6つの医療圏域

を構成し、それぞれの医療圏にある大学病院（運

営はランスティングが行っている）は全国的位置

付けをもった高度な医療サービスを分担実施して

いる。病院の多くのはランスティング設置による

ものだが、都市部を中心に民間病院が存在してい

る6）。伝統的に公立病院で勤務する医師は私的診

療も併せて行っていたが、1969年の「7クラウン」

改革の際に、病院で勤務する医師は公共部門の雇

用者となり、そのような行為を制限されることと

なった（Blomqvist,2004）。

患者は居住地の近くの病院あるいはケア・セン

ターに「所属」するように、近隣施設を利用する

こと、医療地区内にある病院で診療を受けること

が原則であった。しかし、先に述べたように

1980年代後半よりこの原則は緩和されていった。

待機的手術などでランスティング内の他医療地区

さらに周辺のランスティングでの受診が可能とな

るようになり、2000年以降は病院・専門医サー

ビスの選択が広がった（Paulson,1995;Saltman

andvonOtter,1992;NationalBoardofHealth

andWelfare,2002:321）。一方、待機期間の短縮

のため、民間病院への手術委託が行われた。さら

に、エーデル改革などにより90年代には病床利

用の効率化が促進され、合併などによって病床数

が半数近くにまで減少した（HarrisonandCalltorp,

2000）7）。一方、待機期間は深刻な問題であり続

け、ランスティング連合は2000年代の初めから待

機期間についての各ランスティング病院でのデータ

を公開するようにした（Vrangbaeketal.,2012）8）。
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ランスティングは費用の抑制を期待して、病院サー

ビスの外部委託を推進し、同時に民間事業者への

割譲も実施した。

90年代には病院とナーシングホームで就労す

る雇用者の数は激減した。1993年には288,275人

だったのが2000年には235,010人と、18％の減少

をみた（SOU,2002:p.311）。1990年代に公的財

政を用いた民間事業者による供給は緩やかに上昇

し、民間営利病院で就労する雇用者の数も増加し

た。しかし、より顕著な変化は、公共部門出資に

よる企業の移行であった。1999年から2000年に

かけて、ヘルシンボー病院などが公営企業組織に

改組された。これにより、このような企業に雇用

される労働者は1万2,000人増加し、公営企業の病

院・ナーシングホームで就労する医療従事者の割

合は全体の約5％となった。同時期に非営利病院

の雇用者数の変化はあまりなく3,500人前後を推

移したが、営利病院の雇用者数はおよそ倍増し約

6,300人となり、これは病院・ナーシングホーム

で就労する医療従事者の約2％となった。2000年

には、すでに公設民営となっていたストックホル

ムの聖ヨーラン病院が私経営に移行し、これは私

企業での就労者をさらに押し上げた（Saltman,

2003;Anell,2011）。

2000年の総選挙で再選した社会民主党は、救

急医療を担当している病院サービス（ほとんどの

一般病院がこれに該当する）の民間委託を2002

年まで凍結し（SFS2000:1440）、委託・調達の

あり方についての調査を進めた。その結果、公共

サービスに限って業務を受託する企業に委託をす

ることが適当であり、例えば民間保険会社との契

約によるサービス供給を合わせて行う企業に委託

することは妥当でないとされた（SOU 2003:

p.38）。この結果にもとづく規制が実際に行われ

たのは2006年の政権交代の年であった（Anell,

2011）。

（2） 基礎医療

スウェーデンでは、基礎医療（prim・rv・rden）

の概念が法的に定められている9）（Bourgueiletal.,

2009）。医療法第5条によれば、基礎医療は外来

医療の一部であって、疾病・年齢・患者属性にか

かわらず、基礎的治療、看護、予防、リハビリテー

ションなどの―病院の資源・その他の専門的力量

を必要としない―人々の必要を満たすものである

（MinistryofHealthandSocialAffairs,2003）。

歴史的には、18世紀から地区医師（provinsiall・kare）

と呼ばれる医師の公的雇用がなされ、その全国的

普及を行っていたスウェーデンであるが、入院医

療の公共サービス化が先行する中で、1930年代

には外来医療の多くが開業医によって供給されて

いた（Serner,1980）。このような状況は1940年代

から推進された公共供給中心の構想が実現されて

いく中で変化し、1980年頃には基礎医療の9割が

公共部門に雇用されている医師によって供給され

るようになっていた（Serner,1980）。

82年医療法では、基礎医療へのアクセスを確

保することがランスティングの義務として課せら

れ、ケア・センターの数が急増した（Hjortsberg

andGhatnekar,2001:p.38）。一方、費用抑制の圧

力が高まる中で、ランスティングは基礎医療への

支払方法についても調達－供給機能の分離など新

しい方法を試みた（Garpenby,1994）。1991年に

成立した保守・中道政権はランスティング内にお

けるかかりつけ医選択の自由を確保することを義

務とし、家庭医法（husl・karlag）（1993:588）に

より、全国診療報酬表により支払いを受ける基礎

医療および外来理学療法についての新規参入を認

可制とするとともに、ランスティングには公私の

基礎医療供給者を支払の面で対等に扱うことを義

務付けた（Anell,2011）。

選択の自由と民間活用とを組み合わせたこの政

策により、私的経営を営む一般医および外来理学

療法士の新規参入は都市部を中心に急速に増加し
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たが、後者については1995年に社会民主党政権

が復活する中であまり大きな影響をもたなかっ

た10）（Anell,2011;西村,1999;AnellandSvarvar,

1999）。

1995年には基礎医療サービス供給には、基礎

医療分野で専門研修を修了した一般医であること

が要件とされるようになった（Glenng・rdetal.,

2005:pp.78-80）。1997年には、5,000人の一般医

が登録しており、4,025人が基礎医療分野で就労

している。そのうち、86％が公立ケア・センター、

12％が私立ケア・センターで勤務し、7％が開業

診療を行っていた（HjortsbergandGhatnekar,

2001:p.40）。1999年の医療サービス発展計画で

は、基礎医療の強化が位置づけられた（Prop.

1999/2000:p.149）。

2． ラインフェルト政権による「選択の自由」

の推進

2006年の政権交代後、スウェーデンの医療政

策は大きく変化しつつある（Anell2011）。中道

連合政権は、病院サービスの委託規制の撤廃、基

礎医療領域での患者選択制の導入、ケア保証の義

務化、患者情報保護の強化、国営医薬品販売会社

Apoteketの分割民営化および医薬品小売参入への

規制緩和、歯科医療におけるバウチャー制度・参

照価格制度の導入、など多様な事業者の参入と競

争を重視した政策を推進している（岡部,2010）。

患者の選択と供給者の多様化については、まず

自由選択制法（Lagom valfrihetssystem,LOV）

（SFS2008:962）の施行（2009年1月）によって、

医療・福祉・教育などの「公共サービス」の市場

調達を行う仕組みが整えられた。さらに、2009

年の医療法改正（SFS2009:140）により、2010

年1月1日から、ランスティングは基礎医療にお

いてケア選択制の導入すなわち利用者が供給者を

選択できるようにする仕組みの構築に責任を持つ

こととなった。同時に、90年代の家庭医法と同

様に、基礎医療供給者については一定の条件を満

たした場合には公的費用の支払い対象となる認可

制度とし、ランスティングの裁量権を縮小した

（岡部,2010;Anell,2010,2011）。

すでに2007年にハッランド次いでストックホ

ルム、ヴェストマンランドで、住民の選択制を構

築する改革が行われており、2009年法改正はそ

れを全国的に普及するものであった（Anell,

2010;岡部,2010）。自由選択制法による仕組の

下で、自治体は公募調達するサービスについての

情報を、行政管理サービス庁が設置しているオン

ライン・データベース「選択ウエブ」に掲載しな

ければならず、供給事業者はこれを利用し、全国

的な公募情報を収集し参入を決定する。

公募にはさまざまなものがある。例えば、ある

地域の選択制医療といった大まかな掲示がデータ

ベースに登録され、詳細は各ランスティングのウ

エブで情報提供しているものがある。一方、精神

医療サービスの一部としての成人心理療法、予防

接種、聴覚障害のリハビリテーション、外来白内

障手術、皮膚科での光線療法、小児科診療、糖尿

病の足部ケアといった具体的なケア事業で掲載さ

れている場合もある11）。

法によって公募に際しては公的供給者と私的供

給者は対等に扱われる。調達の際は当該サービス

を供給する条件を満たしている上で、サービスの

質での評価によって委託事業者が決められ、事業

者間で価格競争を行うことは許されていない。こ

の公募の仕組みを用いて、複数の供給者がサービ

ス調達を行うことにより利用者の選択制が実現す

ることになるが、それは同時に供給者間競争を促

すことを意味する。なお、2009年の法改正では

基礎医療を提供する場合に専門家庭医の診療を受

けられるようにすることを義務づける規定が削除

され、参入障壁が減らされた（岡部 2010）。

一方、ランスティングが供給者に支払う方法に

ついては新たな規制は導入されていない。したがっ
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て、供給者からすると理論的にはそれぞれのラン

スティングの提示する条件を考慮し販売戦略を考

えることとなる12）。

以上、2009年医療法改正は90年代後半から議

論され推進されていた供給者の多様化あるいは患

者の選択の推進の延長上に位置付けられるものだ

が、制度上の特徴として次の3点を指摘できる。

第1に、公共部門の供給者と民間部門の供給者

を対等に位置付けることを明確にし、また基礎医

療における民間事業者の参入規制を緩和すること

で、民間事業者の大胆な活用を志向していること

である。これは社会民主党政権下では、あくまで

も公共部門あるいは非営利企業を中心とした供給

の多様化であったのと明確に異なる点である

（Blomqvist,2004）。

第2に、80年代に確立した分権化した医療政策

の構造を大枠では変化させないものの、単に供給

者の多様化を図るという方向性だけでなく、「選

択システム」の導入、民間事業者の参入、全国的

な調達情報の集約による取引費用の削減など、よ

り中央政府が主導する政策スタイルになっている

ことである。患者の選択を広げる施策にかなりの

地域差があるなかで、中央政府と地方政府の対話

や協定によってそれを実現するソフト・ロー的規

制から、法律によって全国的に実施するハード・

ロー的な方法がとられている（Fredrikssonetal.,

2012）。

第3に、供給者への支払方法を決める権限や、

どのようなサービスを選択可能とし公募するかを

決める権限はランスティングが持っており、分権

化した医療政策の基本構造は維持されている。ラ

ンスティングは居住している患者がほかのランス

ティングで受診した場合にはその費用を支払わね

ばならないという財政的圧力を受けており、公民

の供給者の実績をみつつ支払方式と委託の基準を

検討することになる。

3 患者の選択・公民関係の変化の状況

（1） 選択システムの多様な展開

2010年から全ランスティングで実施されてい

るとはいえ、支払い方式を含めて選択制の具体的

運営は各ランスティングが定めており、2009年

法は法改正から実施していたランスティングに対

して運営方法の修正を要請するものではない。運

営方法を大まか分けると、基礎医療を一括して選

択制を導入している場合と基礎医療をさらにいく

つかのサービスに区分して導入している場合があ

る。多くは前者の方式をとっており、2011年の4－

5月に競争委員会が実施した調査では、15のラン

スティングがこれにあたる（Konkurrensverket,

2011）。ここでは、法制定以前に選択システムを

導入していた3ランスティングについて紹介して

おく（Anell,2010;Proposition,2008;SOU,2008）。

ハッランドでは、外来医療について病院の占め

る割合を減らし、基礎医療が占める割合を80％

まで高めることを目標としている。一定の施設・

人員を備えた場合基礎医療事業所（v・rdenhet）と

して認可を受けて公的医療制度を担うこととなる。

個人は自らの希望あるいはランスティングの推薦

によっていずれかの基礎医療事業所に登録するが、

希望すればほかのケア・センターを利用すること

ができる。ランスティングから基礎医療への支払

いは80％以上が登録者数を基礎とし年齢調整を

行った人頭払いである。登録率が低いケア・セン

ターについて支払額を減らす経済的インセンティ

ブを導入しており、事業者に専門医や専門看護師

を雇用しサービスの幅を広げることを推奨してい

る。供給者は基礎医療に関するサービス・検査費

用などについての包括的な財政責任を有する。登

録者がほかのケア・センターを受診した場合の費

用にもこれに含まれる。登録者が受診した場合の

利用者負担は、ケア・センターの収入となる。

ストックホルムでは、民間参入を促し選択肢を

増やすため、基礎医療を家庭医サービス、小児医
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療、産科医療、足部ケア、言語療法という5つの

領域に分けて認可を行なっている。住民は希望す

る場合、家庭医などの医師を単位とし登録するこ

とができる。供給者への登録者数と年齢に応じた

加算による支払いは、支払いの中で40％以下を

占めるに過ぎない。供給者は検査への財政責任は

持つが、ほかのケア・センター受診の財政につい

ては別扱いである。受診時には登録した医師とそ

うでない医師で利用時負担は異ならないが、所定

の金額まで用いることができるバウチャーを登録

者に発行している。

ヴェストマンランドでは、事業所は基礎医療の

供給に包括的に責任をもつ。住民はハッランドと

同様に基礎医療事業所に登録をする。事業所への

支払いの88％が登録人数による人頭制である。

ハッランドと同様に、診察時の利用者負担は事業

者の収入となる。財政についてもハッランドと同

様の責任をもち、登録している事業所以外を住民

が利用した場合の費用は、その住民が登録してい

る費用を支払わねばならない。供給者は認可制度

ではなく、公共入札によって選ばれる。

これら3つのランスティングではほかのランス

ティングと同様に健康増進の取り組み、待機期間

の短さ、ガイドラインにしたがった薬剤の処方、

糖尿病患者登録事業への参加など、業務実績に応

じて支払いが追加あるいは削減される仕組み（業

績支払い）が導入されている（SKL,2009a）。

（2） 民間事業者の参入の状況

2009年の法改正およびランスティング・中央
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表1 用途別にみた純支出の状況（2010年、10億クローネ）

医療サービス領域 純支出（構成率） 粗支出 粗収入
調達費
総計

民間事業者か
らの調達割合
（%）

基礎医療 34.5（ 17.1） 51.7 23.9 11.0 29.8

専門医療（身体領域） 106.4（ 52.8） 137.4 63.2 20.8 6.9

専門医療（精神領域） 18.1（ 9.0） 24.8 10.3 2.2 8.0

歯科医療 5.0（ 2.5） 11.5 7.8 1.6 15.6

その他の医療 15.2（ 7.5） 23.7 12.0 1.2 6.9

薬剤給付費 21.1（ 10.5） 21.1 0.0

政務・管理費用 0.5（ 0.2） 1.2 0.1

合計 201.7（100.0） 271.5 70.9 36.9 11.5

注1：専門医療は、基礎医療以外の専門を持つ医師による診療活動を指し、病院での診療とともに専門医の診療所・
医療センターなどでの外来診療も含まれる。なお、病院での妊産婦・子供の診療については基礎的なものにつ
いては、基礎医療として区分される。このうち、専門医療（身体領域）には、急性期医療だけでなくリハビリ
テーション医療、あるいは老年医療なども含まれる。専門医療（精神領域）には、急性期ケアとともに長期ケ
アも含まれる。青少年の精神疾患や各種の依存症への治療が含まれる。歯科医療については、子どもや施設居
住者、特別な治療を必要とする人など、ランスティングによって給付対象とされているサービスが含まれてい
る。その他の医療には、個別の治療にぞくするのが困難な、研究開発や公衆衛生活動が含まれている。

注2：純支出は、粗支出から利用者負担・サービス販売などの粗収入を除いた金額である。なお、2010年では患者の
利用時負担は、62億500万クローネ（内外来診療24億76万クローネ、入院診療5億22万クローネ）であり、ラン
スティング総収入の2.3％を占めている。

注3：民間事業者からの調達割合は、純支出に占める調達金額の割合。また合計金額の割合の算出には、薬剤給付、
政務・管理費用は含まれていない。）

注4：薬剤給付は実際には他の医療サービスと合わせて行われているが別に集計されている。
注5：歯科医療は20歳未満の住民を対象とする公共サービスについてのもの。

注6：概数のため表中では、端数が合わない箇所がある。
出所：SKL（2011:pp.10-12,p.83）より作成。
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表2 調達先・サービス領域別にみたランスティングによる医療サービスの調達費（2010年、100万クローネ）

医療サービス領域
ランスティング・
レギオーン

ランスティン
グス企業

コミューン
（ゴットランド
島を含む）

コミューン企業
民間事業者･
ケア供給者

非営利
団体

その他 総額

基礎医療 313 128 249 12 10,215 70 2 10,988

専門医療（身体領域） 6,768 6,245 19 10 7,305 453 24 20,825

専門医療（精神領域） 658 10 19 2 1,441 92 3 2,226

歯科医療 28 802 1 0 776 1 37 1,646

その他の医療 97 21 28 9 1,041 7 10 1,213

総計 7,863 7,206 317 33 20,779 623 76 36,898

注1：医療サービス領域については、表1の注1を参照。
注2：医療サービスは直営方式によっても実施されており、この表での総額はランスティングの医療支出の一部であ

る。
出所：SKL（2011:p.70）より一部加工して作成。

表3 ランスティングの医療サービスの民間事業者からの調達割合
（2010、純費用に占める割合から薬剤給付を除いたもの、％）

医療サービス領域 基礎医療
専門医療
（身体領域）

専門医療
（精神領域）

歯科医療 その他の医療
総計（歯科医療
と政務・管理
費用を除く）

ストックホルム 50.5 17.7 19.0 32.2 20.6 24.5

ウプサラ 26.9 6.5 3.9 8.9 5.0 9.6

セーデルマンランド 25.2 2.0 2.8 10.9 0.6 6.4

エステルイェータランド 15.8 6.9 7.3 22.1 0.1 8.0

ヨンショーピング 15.1 1.6 2.0 4.5 7.7 5.1

コロノベリ 22.6 0.6 3.2 18.8 1.1 4.5

カルマル 12.5 1.1 1.8 7.6 0.3 3.3

ブレーキンゲ 15.1 1.3 0.0 3.8 4.7 4.4

スコーネ 34.3 4.6 9.4 33.9 18.0 11.6

ハッランド 34.9 5.4 1.7 19.8 0.7 11.1

ヴェストラ･イェータランド 28.2 5.3 2.5 7.4 0.7 9.1

ヴェルムランド 13.7 3.8 3.3 7.1 0.0 5.3

オレブロ 16.3 2.6 1.6 7.3 0.0 4.4

ヴェストマンランド 48.9 4.1 3.8 6.3 0.2 12.1

ダーラナ 5.8 1.0 3.5 10.1 1.8 2.4

イェヴレボリ 18.5 2.8 4.1 4.6 0.9 6.6

ヴェステルノールランド 20.6 4.3 0.8 12.1 0.0 6.9

イェムトランド 11.2 2.0 1.1 9.6 0.0 3.6

ヴェステルボッテン 19.7 0.5 1.3 2.1 0.0 4.0

ノールボッテン 10.8 1.5 1.5 2.5 1.0 3.5

総計 29.8 6.9 8.0 15.6 6.9 11.5

注：医療サービス領域の説明は、表1の注1を参照。
出所：SKL（2011:p.83）。



政府の政治的環境の変化の中で、民間事業者が供

給に占める割合はどのように変化しているのであ

ろうか。まず医療支出の面からみていく。全国の

総医療支出に占める公共医療支出の割合は、

2006年81.1％、2009年81.5％であった（OECD,

2011）。2010年のランスティングの医療への純支

出は2,017億クローネ、粗支出は2,715億クローネ

であった（表1）。外部からのサービスの調達に

369億クローネが用いられており、うち78億クロー

ネはほかのランスティングに支払われている

（SKL,2011）。サービス領域別にみた民間事業者

からの調達割合では、基礎医療で29.8％と最も高

く、歯科医療、専門医療（身体領域）、がこれに

続く。これらの数字はあくまでも公的に行われて

いる医療についてのものであり、歯科領域で多く

みられるような私的診療や私的保険による医療サー

ビスは含まれていない。

主要なサービスの調達先にはほかのランスティ

ングやランスティング企業、民間企業、非営利団

体が含まれる（表2）。基礎医療では民間事業者

からの調達がほとんどであり、専門医療（身体領

域）ではほかのランスティング・ランスティング

企業からの調達が多い。

ランスティングによって民間部門の参入の状況

はかなり異なっている（表3）。民間事業者の活

用を主導してきたストックホルムでは、基礎医療

での民間事業者（営利・非営利を含む）からの調

達が50％を超えているのに対し、ダーラナでは

5.8％に過ぎない。しかし、ストックホルム、ス

コーネ、ヴェストマンランドなど都市部において

民間事業者の参入がすすんでいるため、ケア・セ

ンターに占める民間事業者数の割合は高く、

2010年では1,181ケア・センターのうち475が民営

である（SKL,2011:p.21）。ケア・センター数でみ

ても、民間事業者の参入状況にはランスティングで

かなりの差がみられる13）（表4）（Konkurrensverket,

2010）。

2003年から2006年までの変化が明確でないの

に対して、2006年から2010年までの民間事業者

からの調達割合は基礎医療で顕著に増加しており

（表5）(Anell,2011)、民間事業者では私企業の購

入割合が増えている（表6）。2002年から2009年

までの医療サービス調達金額の推移をみると、私

企業からの調達は名目上の金額は40％以上増加

している（SCB,2011）。ただし、この時期医療

支出全体も増加しているため、私企業がサービス

供給に占める割合にはあまり変化がなく1％の上

昇に留まっている。非営利団体については、あま

り変化がない。

雇用面をみると、社会ケア部門では民間事業所
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表4 ケア・センターにおける民間事業所の割合

2009 2010

ヴェストマンランド 63 63

ストックホルム 59 62

ハッランド 42 45

ヴェストラ・イェータランド 18 42

スコーネ 29 40

ブレーキンゲ 30 39

ヨンショーピング 19 35

ウプサラ 29 34

ヴェステルノールランド 22 31

セーデルマンランド 14 28

コロノベリ 11 27

イェヴレボリ 21 26

ゴットランド 25 25

カルマル 21 25

ヴェルムランド 3 23

オレブロ 19 19

ヴェステルボッテン 3 15

エステルイェータランド 10 14

イェムトランド 11 11

ダーラナ 3 3

ノールボッテン 3 3

注：Omv・rd.se（医療センター情報サイト）から、競争
委員会が作成。

出所：Konkurrensverket(2010:p.39)

（％）



での雇用が顕著に増加しているのに対し14）、医療

部門では微増にとどまっている。2009年では、

医療部門の30万人の雇用の内訳は、ランスティ

ング222,936、コミューン13,172、民間事業所

50,243、公有企業12,333、非営利団体2,326、国

616である（StatisticsSweden2011:p.25）。給与

面では公私の差は大きくないが、わずかに公共部

門での雇用者の賃金が低かった（StatisticsSweden

2011:p.29）。なお、2009年における医療部門に

おける民間企業の総資産純利益率は17.4％、営業

利益率は14.0％であり、全産業の利益率（それぞ

れ7.9％、6.0％）に比べると、かなりよい成績で

あった（StatisticsSweden2011:p.23）。この傾向

は2007年、2008年も同様であった（SALAR:

2011b）。

以上のように2010年の競争委員会が評価して

いるように、民間事業者の参入は着実に伸びてい

る（Konkurrensverket,2010）。公的医療支出全体

において民間事業者が占める割合はさほど大きく

変化していないものの、基礎医療に限定してみる

と公私混合供給体制に変貌しつつあるといえる。

2006年に成立した中道右派政権の下で、供給

の多様化すなわち民間事業者の参入と患者による

選択制が、基礎医療領域を中心として急速にまた

全国的に進められてきている。これは90年代に

試みられた「選択革命」と民間導入を引き継ぐも

のであるが、政権が2期目を迎える中で、より大

きな影響をもった政策として実施されている。以

下、混合供給体制の興隆、集権的政策実施、普遍
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表5 ランスティングによる民間事業者からの医療調達状況（2010年）

2003 2006 2010 最小値－最大値（2010年）

基礎医療 19.1 20.5 29.8 5.8～50.5

専門医療（身体領域） 7.5 6.9 6.9 0.5～17.7

専門医療（精神領域） 5.4 5.9 8.0 0.0～19.0

歯科医療 10 12.3 15.6 2.1～33.9

その他の医療 9.6 6.9 6.9 0.0～20.6

総計 9.6 9.4 11.5 2.4～24.5

注1：医療サービス領域の説明は、表1の注1を参照。
注2：歯科医療は20歳未満の住民を対象とする公共サービスについてのもの。
出所：SKL（2004,2006,2011）より著者作成。

医療サービス領域 民間事業者からの調達費の割合（薬剤給付分を除く、％）

表6 ランスティングによる私企業・非営利団体からの医療サービス購入金額の推移（100万クローネ）

年次 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

私企業 12,127 13,088 13,645 14,280 14,444 14,994 16,185 18,064

非営利団体 324 340 391 399 460 513 562 568

合計 12,451 13,428 14,036 14,679 14,904 15,507 16,747 18,632

（粗支出額に占める割合）

私企業 6 6 6 7 6 7 7 8

非営利団体 0 0 0 0 0 0 0 0

出所：Statistiskacentralbyr・n(SCB)(2011:p.19)より抜粋。



主義の維持という3つの論点について検討する。

まず、少なくとも基礎医療サービスについては、

純支出の30％に近い金額が民間事業者からのサー

ビス調達に用いられており、公私混合供給体制が

興隆していることである。基礎医療において民間

事業者は供給の重要な部分を担うようになってい

る。ストックホルムとヴェストマンランドのよう

に公私の割合がほぼ同等になっている地域は少な

いが、これら地域の人口構成比は高く、基礎医療

供給における公共部門の優位性も揺らいでいる。

さらに、基礎医療以外の分野でも同様の政策が

展開されている。2011年に競争委員会が実施し

た調査によればストックホルムなどいくつかのラ

ンスティングでは専門医療分野での選択システム

がすでに導入されており、導入の計画をしている

ランスティングもある（Konkurrensverket,2011）。

政府は専門医療でも法律によって選択システムを

全国的に普及させることを検討しているが、多く

の議論を呼んでいる（SOU,2009）。

第2の特徴は、基礎医療における患者の選択制

が法律による強制的実施によって進められている

ように、医療政策の実施がより集権的な方法によっ

て行われていることである。分権化した医療制度

をもつスウェーデンでは、中央政府は医療政策の

方向性を示した上で、政策実施にかかわる収集・

分析の実施と公表、自治体との協定の形成などに

よるソフト・ローによって実施が推進されてきた

（Fredrikssonetal.,2012）。しかし、2009年医療

法改正はランスティングが患者の選択制を基礎医

療に導入する義務を課し、それをあえて導入しな

いという権限を奪った。また、ケア保証制度の法

定化（SFS2010:243）も同様であり（岡部,2010）、

交渉や説得、インセンティブによるものではなく

法によるハードな規制に傾いている。

この点だけで医療の責任構造の転換が生じてい

るということは早計であろうが、高齢化による医

療・福祉サービスの必要の変化、EU間での相互

診療利用への考慮、地域間格差、財政調整の困難、

など複合的な状況を背景として、他の北欧諸国が

医療制度を再集権化する動きが目立っている中で

注意を払うべき動向である（Saltman,2008）。

2002年にノルウェーは病院運営の責任を地方自

治体から中央政府に集中し、政府の出先機関によ

る管理を行うこととした。デンマークでは、

2007年より14のアムト15）が廃止され、代議制を

とるが課税権をもたない5つのリージョンが設置

された。フィンランドでも病院地区の統合や財政

をめぐる議論が行われている（Tynkkynen,2010）。

スウェーデンでも公共部門の役割・責任をめぐっ

て、特にランスティングの統合やレギオーンの運営

についての検討がすすめられており（岡部,2010;

Kommitt・direktiv,2009）、地方自治の伝統と集権

的な手法の間でどのようなバランスをとり、普遍

主義の目的を実現するかが問われているといえる。

最後に、このような改革はスウェーデン医療の

普遍主義を大きく変えるものではないことも指摘

できる（Calltorp,inpress）。病院と専門医療を含

めると医療供給全体において公共部門優位であり、

財政について居住地のランスティングが責任をも

つことには変わりなく、利用者負担についても実

質的には大きな変化がない。つまり、普遍主義―

誰にでも必要に応じた質の高い医療の利用を可能

とするという目的は保たれつつ、それを実現する

手段としての供給体制については、多様化および

民間事業所の参入がすすんでいる。

本稿では医療の編制にかかわる供給者の多様性

の推進および民間事業者の積極的導入について検

討し、それが普遍主義的医療制度の下での新たな

実現手段として導入されていることを示してきた。

民間事業者の導入については、それ自体が政策形

成にかかわるアクター間の均衡を変化させていく

面はありつつも（Blomqvist,2004）、福祉施策へ

の支持は揺るいでおらず普遍主義が崩れる根拠は

少ない（Svallfors,2011）。
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しかし、スウェーデンは後期高齢者の増加によ

る医療・福祉ケアの必要の増大とそれに対応した

統合的なケアの推進（Dun・retal.,2011;Ahgren

andAxelsson,2011;新井,2011）16）、世界的な経

済の変動による財政緊縮要請と効率的な事業実施、

など多くの課題に直面している。財務省下の公共

財政調査検討委員会（ESO）は、今後難しい優先

順位付けの問題に直面せざるを得ないとし、社会

保険方式なども含めた広範な議論を行うことを呼

び掛けている（Iversen,2011）。さらに、普遍主

義的制度ではあるが、健康格差や医療利用格差へ

の懸念が広がっている（FritzellandLundberg,

2007;SKL,2009b）。こうした不透明な展望の中

で、供給多様化と患者の選択制の推進の意味が明

らかになるには、今後かなり長い観察を要しよう。
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注

1） 優先順位づけは，①人間の尊厳性の原則，②必要

と連帯の原則，③費用効果の原則，によって行わ

れ，これによって疾病などをもとに患者の状態を

4つに区分して優先付を行った．

2） 法律（SFS）などについては，スウェーデンの記

載法に従い（年号：文書番号）にて記述する．

3） スウェーデンの地方自治制度は基礎的自治体であ

るコミューンと広域自治体であるランスティング

という二層制になっている（自治体国際化協会

2004;星野 2008）．さらに，コミューンの権限を

合わせ持つリージョンがおかれているが，本稿で

はランスティングとリージョンを一々区別しない

で記述する．ランスティングの人口規模は13万人

から185万人以上とかなり幅がある（Ministryof

Finance2005）．

4） 本稿では，入院サービスあるいは専門医療サービ

スと対比される医療サービスの領域としてのプラ

イマリ・ケアの訳語として「基礎医療」を用いる．

基礎医療について所定の研修を受けた医師を一般

医（allm・nmedicinare）と呼ぶが，文脈によっては

家庭医（husl・kare，familjel・kare）という用語も用

いられる．

5） スウェーデンでは基礎医療サービスの中心を，複

数の医師や他の医療職種がサービスを供給するケ

ア・センター（v・rdcentral）が担っている．

6） 例えば，Sophiahemmet病院は女王の寄付を得て1889

年に設立された非営利病院であり，看護教育を早

くから熱心に取り組んだことで知られる（Wald

1900）．

7） 90年代後半からは，地方行政の改革も並行してす

すんでおり，いくつかのランスティングの合併や

リージョンの形成も行われている（自治体国際化

協会 2004）．

8） 待機期間のオンライン情報提供が行われている

（http://www.vantetider.se/）．

9） Bourgueilらは，欧州を中心に基礎医療に関する制

度を分析し，階層・規範モデル（スペイン・カタ

ルーニャ地方，フィンランド，スウェーデン），

階層・専門職モデル（イギリス，オランダ，オー

ストラリア，ニュージーランド），非階層・専門

職モデル（ドイツ，カナダ）に区分している

（Bourgueil,Mareketal.2009)．なお，日本におい

ては医療法上「診療所」と「病院」という施設区

分はあるものの，基礎医療自体の法的概念は定まっ

ていない．

10）市場的政策に最も急進的に取り組んだ自治体の一

つであるストックホルムでは，民営化が急速に進

められた．

11）「選択ウエブ」（http://www.valfrihetswebben.se/）に

よる（2011年12月22日閲覧）

12）とはいえ，当然立地やスタッフの雇用など総合的

な考慮が必要と思われる．

13）このような民間事業者参入の差異は，選択の自由

が議論されている公共サービス部門―教育，医療，

社会サービス―全体でみられる．2009年の3部門

の合計支出に占める民間部門の割合をみると，ス

トックホルムでは21％であったが，ノルトボッテ

ン，ダーラナ，カルマルでは4％に過ぎなかった

（StatisticsSweden,2011）．

14）2000年から比較すると2009年では2倍近い人員が

民間部門で雇用されている．

15）スウェーデンのランスティングに相当する広域自

治体．

16）医療と福祉の連携あるいは統合によって，切れ目

のないケアをある地域に居住する人々に供給でき

るようにすることが，この10年間課題とされてき
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ており，ランスティングとコミューン間の組織上

の連携，契約，協調的財政運営，などが行われて

きた．
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多くの先進諸国において、少子高齢化による年

金世代と現役世代の人口バランスの悪化や、

2008年の世界的な金融危機とそれに続く不況の

影響などにより、老齢年金制度の持続可能性が問

題となっている1）。このような社会経済状況を背

景に、世界金融危機の下でも少なくとも財政的な

破綻を来たさなかった制度として、スウェーデン

の老齢年金制度に対する注目が増している。また、

スウェーデンの老齢年金制度は、わが国における

公的年金制度改革の議論にも大きな影響を与えて

いる。すなわち、現在の民主党政権下で導入が検

討されている新しい年金制度は、社会保険方式に

よる一元化された所得比例年金と、これを補完す

る最低保障年金から構成され、スウェーデンの現

行制度をベースとしたものとされる。

本稿では、まず、1998年の抜本的改革を経て

導入されたスウェーデンの現行の老齢年金制度に

ついて、同制度を補完する高齢者生計扶助ととも

に、その概要を紹介する（Ⅱ）。次に、わが国に

おける最低保障年金の導入をめぐる議論との関係

から、スウェーデンの老齢年金制度において最低

保障ないし基礎的保障がどのように考えられてき

たかを立法時の議論などから明らかにすることを

試みる（Ⅲ）。最後に、施行後10数年を経て、現

行制度がどう評価され、かつどのような問題を抱

えているかについて述べる（Ⅳ）。

1． 1998年の年金改革

1998年の改革以前の年金制度は、定額の基礎
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年金（folkpension）および所得比例の国民付加年

金（allm・ntill・ggspension,以下ATP）からなる、

二階建ての制度体系であった。この旧制度には、

①経済の低成長および少子高齢化の進行による老

齢年金の深刻な財源不足、②年金制度の充実の反

面として、退職による所得喪失の保障という年金

の性格の後退、③ATPにおける「15年ルール」

（現役時代の中で最も実質所得の高かった15年間

の所得を、年金算定の基準とするルール）の不適

切性、といった問題が存在した。そのため、

1990年代初頭から、年金保険の抜本的改革が議

論されるようになる。改革の基本的な方向性は、

①社会経済および人口の変化に対する柔軟性を強

めること、および、②個人について給付と拠出の

関係が強化されたものにすること、にあった2）。

1998年に成立した所得比例老齢年金法および

最低保障年金法に基づく新しい老齢年金制度は、

1999年より段階的に施行を開始され、2003年か

ら全面施行されている3）。その後、2011年1月に、

それまで40以上の法律に分立していた社会保険

関連各法を1つの法典にまとめた社会保険法典

（Socialf・rs・kringsbalk（2010：110）、以下SFB）

が施行された。これに伴い、老齢年金制度に関す

る2つの法律の規定も同法に再編された。この改

正による規定の変更は法典編纂に伴う形式上のも

のに留まり、制度の基本的な仕組みに変更はない。

2． 所得比例老齢年金

（1） 基本的枠組み

現行の老齢年金制度の中核は、所得比例の年金

保険である、所得比例老齢年金（inkomstgrundad

・lderspension）である。所得比例老齢年金は、賦

課方式の所得比例年金（inkomstpension）および

積立方式のプレミア年金（premiepension）の2つ

の部分から構成される。所得比例老齢年金の管理

運営は年金庁（Pensionsmyndigheten）が行ってい

る4）が、年金の算定基礎となる所得に関する事務

は国税庁（Skatteverket）の所管である。

所得比例老齢年金の被保険者資格は、スウェー

デン国内で就労する者が有する（SFB6章6条）。

社会保険法上、「就労」とは、有償で働くことと

定義される（同章2条1段）。したがって、所得比

例老齢年金の被保険者資格を得るにあたり、被用

者であるか自営業者であるかは問われない。

所得比例老齢年金の受給は61歳から可能であ

るが、被保険者は受給開始を自由に延期すること

ができる（SFB56章3条1段）。所得比例年金とプ

レミア年金の受給開始年齢が一致する必要はない。

また、被保険者は、年金の受取り方法を、満額、

4分の3、2分の1、または4分の1の額から選択す

ることができる（同章2条1段）。受給開始を遅ら

せた場合、または受給額を減額した場合、将来受

け取る年金額が増大する（SFB62章8条）。固定さ

れた支給年齢の廃止は、1998年改革の基本的な

方針の1つであった5）。実際には、労働協約や労

働法上の雇用保護6）の影響により、多くの者が60

歳代前半に年金を受給開始している7）。

（2） 年金および保険料の算定基礎

年金額の算定方法についてみると、所得比例老

齢年金は確定拠出方式に基づいており、納付した

保険料の総額に応じて老後の年金額が決定される。

被保険者が1年間に得た所得は、物価基礎額

（prisbasbelopp、 2011年は42,800kr）8） の42.3％

（2011年は18,104kr） を下限、 所得基礎額

（inkomstbasbelopp、2011年は52,100kr）9） の7.5倍

（2011年は390,750kr）を上限として10）、年金受給

権の基礎（年金算定基礎額（pensionsunderlag））

として認定される（SFB59章4条、5条、同60章5

条）。年金算定基礎額として認定される所得には、

被保険者が就労によって得る実際の所得のみでな

く、被保険者が疾病保険から障害に対する所得保

障を受ける場合、兵役または育児に従事する場合、

ならびに一定の条件下で就学する場合に認められ
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る架空の所得も含まれる。これは、依然として育

児負担の大きな女性にとって「15年ルール」の

廃止が不利益をもたらすことを防ぐことなどを目

的とした、社会的な所得再分配の措置である11）。

所得比例老齢年金の保険料率は18.5％に固定さ

れている。この保険料率は、1998年改革の時点で旧

制度による給付水準（従前所得の約60％）を維持

するために必要な水準として、決定されたものであ

る12）。保険料は労使がほぼ折半しており、使用者が

10.21％の老齢年金保険料（・lderspensionsavgifter）

を、被保険者本人が7％の国民年金保険料（allm・n

pensionsavgifter）を負担する13）。被保険者が自営

業者である場合は、老齢年金保険料と国民年金保

険料の双方を負担する。年金算定基礎額の認定の

上限を超える、または下限を下回る所得に対して

は、国民年金保険料は課されない。しかし、使用

者・自営業者が負担する老齢年金保険料には、賦

課対象額の上限・下限が設けられていない。年金

算定基礎額の上限を超える所得について支払われ

る保険料は、年金保険ではなく、一般国庫の収入

となる（社会保険料の分配に関する法律（2000：

981）6条1段）。なお、育児中などに認められる

架空の所得にかかる保険料は、国庫が負担する。

被保険者は、年金算定基礎額、すなわち保険料

を賦課される所得の16％を所得比例年金の年金

権（pensionsr・tt）として、2.5％をプレミア年金

の年金権として獲得する（SFB61章6条）。年金権

の獲得に年齢の上限または下限は存在せず、生涯

の所得が年金額に反映される（livsinkomstprincipen,

生涯所得の原則）14）。すなわち、長く働けば働く

ほど、年金額が増加する仕組みとなっている。

（3） 所得比例年金

合計18.5％の保険料率のうち16％分が、所得比

例年金部分に投入される。所得比例年金は賦課方

式で運営されるが、被保険者が獲得した所得比例

年金の年金権は、概念上の個人別年金口座に積み

立てられる。積み立てた年金権およびそのみなし

運用利回りの合計額が、年金額の算定基礎（年金

権総額、pensionsbeh・llning）となる（SFB62章5

条）。みなし運用利回りは、所得上昇率、年金受

給開始前に死亡した被保険者の年金権総額を同年

齢の被保険者に分配した相続益（arvsvinster）、お

よび管理運営費を考慮して定められる。この仕組

みを、「概念上の拠出立て」（NotionalDefined

Contribution）と呼ぶ。

受給開始時の年金額は、年金権総額を一定の除

数で除して算定される（SFB62章28条）。除数は、

年率1.6％の仮定の実質所得上昇率、および受給

開始時における当該受給者層の平均余命に基づき、

政府（実際には政府からの委託を受けた年金庁）

が決定する。すなわち、ある世代の平均余命が伸

びると、当該世代の年金額が引き下げられる仕組

みになっている。なお、除数は男女共通となって

おり、性による平均寿命の差は考慮されない。

年金権総額や年金の支給額の算定には、通常は、

実質所得上昇率に基づく所得スライドが用いられ

る（SFB58章10条）。しかし、2002年1月から、年

金財政のさらなる長期的安定化を図るために、自

動財政均衡メカニズム（automatiskabalansering）

が導入された。この制度により、年金財政が一定

の危機的状況に陥った場合、議会の議決を経るこ

となく、政府が年金額のスライド率やみなし運用

利回りを引き下げることができる（同章22ない

し25条）15）。2008年の世界金融危機の影響を受け

て、2010年に初めて自動財政均衡メカニズムが

発動し、同年の所得比例年金の給付水準は3％引

き下げられた。2011年は4.3%の引下げが実施さ

れており、2012年も調整が継続される予定であ

る16）。

（4） プレミア年金

保険料率のうち2.5％に相当する分の保険料は、

積立方式のプレミア年金に投入される。年金庁は、
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保険者として、被保険者のプレミア年金口座

（premiepensionskonto）を管理し、被保険者が積

み立てた資産、獲得した運用益などを記録する

（SFB64章5条）。

600を超える保険会社･証券会社・金融機関が、

プレミア年金の資産運用に参入している。被保険

者は、自分の積立て分について、自由に資産運用

機関を選択することができる（SFB64章23条）。

資産運用先は最大5つの機関に分割することが可

能であり、また、変更も自由である。プレミア年

金の支給額は、年金受給開始時までに積み立てた

保険料およびその運用益の合計額によって決まる

（同章2条3号）。被保険者が資産運用機関を選択

しなかった場合、当該被保険者の積立て分は国営

のAP7（SjundeAP-fonden）に預託される。

なお、被保険者は、自身のプレミア年金の年金

権を配偶者に譲渡したり（SFB61章11条）、自分

の死後の遺族への保障に充てることを選択したり

することができる（同91章）。

プレミア年金は、人口構造の変化によって賦課

方式の年金給付水準が低下するリスクを緩和する

ために、導入されたものである。特に2008年以

降、所得比例年金の給付水準が低下する中で、プ

レミア年金の役割は増大している17）。他方で、資

産運用機関の選択を被保険者個人に任せる点につ

いて、短期的な視野に基づくゲーム感覚の資産運

用が行われる恐れがあるとの批判もある。また、

株式市場の動向次第ではプレミア年金の給付水準

は大幅に低下しえ、そのリスクは個人の負担とな

る18）。

3． 最低保障年金

（1） 受給要件

低所得または無所得のために所得比例老齢年金

が受けられない、またはその額が一定水準を下回

る者のために、最低保障年金（garantipension）が

存在する。最低保障年金は、公的老齢年金制度に

おける基礎的保障と位置づけられ（SFB55章8条）、

その財源は全額が国庫により賄われる。

スウェーデン国内に居住する者は全て、最低保

障年金の被保険者19）となる（SFB5章9条）。最低

保障年金の受給権を得るためには一定の被保険者

期間が必要であり、原則として、16歳に達した

年から64歳に達する年までの間に3年以上スウェー

デン国内に居住したことが要求される（SFB67章

2条・11条、移民については特別の規定あり）。

さらに、満額の最低保障年金を受給するためには、

40年以上の被保険者期間が必要である。被保険

者期間が40年に満たない場合、最低保障年金の

支給額は割合的に減額される（同章25条）。

最低保障年金は、被保険者が65歳に達した月

から受給できる（SFB67章4条）。受給開始を65歳

より遅らせることもできるが、支給額の増減は生

じない。

（2） 支給額

満額の最低保障年金は、単身者について物価基

礎額の2.13倍（2011年は年額91,164kr、月額7,597

kr）、既婚者（これに準ずる同棲関係にある者を

含む。以下同じ）につき物価基礎額の1.90倍

（2011年は年額81,320kr、月額6,777kr）である。

この支給水準を、基礎水準（basniv・n）と呼ぶ。

支給水準を物価基礎額と結びつけることにより、

毎年の物価の上昇に応じて自動的に支給水準が調

整される。

被保険者の所得比例老齢年金の受給額が、単身

者につき物価基礎額の1.26倍、既婚者につき物価

基礎額の1.14倍を下回る場合には、基礎水準と所

得比例老齢年金の受給額との差額が、最低保障年

金として支給される（SFB67章21条・23条）。所

得比例老齢年金の受給額がこの水準を超える場合、

最低保障年金の支給額は逓減する。ただし、所得

比例老齢年金の受給額の増加分をそのまま最低保

障年金の支給額から減額するのではなく、増加分
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の48％を減額していくことにより、受け取る年

金の総額は増える仕組みとなっている。これによっ

て、最低保障年金を受給する者と所得比例老齢年

金のみを受給する者との受給額の差をなだらかに

するとともに、就労意欲を刺激するよう図られて

いる20）。単身者は、所得比例老齢年金の受給額が

物価基礎額の3.07倍を超えると、最低保障年金を

受けられない。既婚者の場合は、物価基礎額の

2.72倍が上限となる（同章22条・24条）。

前述のように、所得比例老齢年金には固定され

た受給開始年齢がないが、最低保障年金の受給資

格および支給額の判定には、65歳から受給開始

した場合に支給される所得比例老齢年金の額を用

いる。また、所得比例老齢年金を減額して受給し

ている場合には、その減額の程度にあわせて、最

低保障年金の支給額も減額される。そのため、所

得比例老齢年金の受給開始年齢や受給方法の選択

によって、個々の受給者が実際に受け取る所得比

例老齢年金と最低保障年金の合計額は基礎水準を

下回りうる。

さらに、保険料の未納が原因で所得比例老齢年

金の受給額が低くなっている者については、保険

料が満額支払われた場合に支給される所得比例老

齢年金の額を基準として、最低保障年金の受給資

格・支給額を判断する（SFB67章18条）。したがっ

て、過去に保険料の未納があったために低年金・

無年金となっている者に対してまで、基礎水準が

保障されるわけではない。

4． 高齢者生計扶助

老齢年金だけでは生計を維持できない高齢者に

対する所得保障制度として、2003年から高齢者

生計扶助（・ldref・rs・rjningsst・d）が支給されてい

る。高齢者生計扶助は、全額国庫負担に基づく給

付であるが、居住に基づく保険として社会保険給

付に分類される。制度を管掌するのは、年金庁で

ある。2011年のSFBの制定に伴い、高齢者生計扶

助に関する規定も同法典に吸収された。高齢者生

計扶助は老齢年金とは別の制度であるが、老齢年

金を補完する仕組みとして重要であるため、ここ

で取り上げることとする。

65歳に達した被保険者21）で、公的老齢年金制

度を通じては基礎的な生計を維持できない者には、

高齢者生計扶助が支給される。高齢者生計扶助は

ミーンズ・テスト付きの給付であり、受給に当たっ

ては所得および資産の調査がなされる。既婚者に

ついては、配偶者の経済状況も考慮される（SFB

74章2条）。したがって、老齢年金の受給額が低

くても、その他の所得・資産によって生計を維持

できる者に対しては、高齢者生計扶助は支給され

ない。所得・資産の認定に際し、給与所得や事業

所得からは一定の控除がなされ、資産については

10万krを越える資産の15％のみが収入認定される。

また、被保険者が恒常的に居住している住居（持

ち家または賃借権）は、収入認定の対象となる資

産からは除かれる。

高齢者生計扶助は、被保険者に、正当な住宅費

およびその他の正当な生活水準を保障するもので

ある（SFB74章5条）。すなわち、正当とされる住

宅費およびその他の生活水準と、被保険者の所得・

資産との差額が、高齢者生計扶助の支給額となる。

住宅費については、単身者について月6,200kr、

既婚者につき月3,100krを上限として、実費が保

障される（同章11ないし13条。福祉施設入居者

については特別の規定あり）。これは、年金受給

者に対する住宅手当22）が保障する住宅費と同じ

水準となっている。住宅費以外の生活水準に関し

ては、単身者について物価基礎額の1.3546倍（年

額。2011年は月額4,831kr）、既婚者について物価

基礎額の1.1446倍（同上。2011年は月額4,082kr）

が、正当な生活水準とされる（同章15条）。高齢

者生計扶助においても、物価基礎額を算定に用い

ることにより、支給水準が物価スライドされる。

制度導入時に念頭に置かれたのは、最低保障年
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金の居住要件を満たせない中高齢の移民であった。

しかし、実際には、早期に年金の受給を開始した

ために低年金となった者や、保険料の不払いため

に低年金・無年金となった自営業者も、高齢者生

計扶助を受給している。年金庁の統計によれば、

2010年12月時点で、年金受給者計1,911,209人の

うち高齢者生計扶助を受給する者は14,429人

（0.7％）であった。扶助受給者の約1／3が、スウェー

デン生まれの者である23）。

1． 問題関心

はじめに述べたように、わが国においては現在、

スウェーデンの老齢年金制度を参考にした新しい

年金制度の導入が検討されている。しかし、この

提案に対し、社会保障法学の研究者からは様々な

批判がなされている。主な批判は、①被用者と自

営業者との間で所得捕捉の程度に差があること、

②最低保障年金の存在が所得比例年金における所

得の過少申告や保険料の未納・滞納といったモラ

ル・ハザードを招きうること、③同じ租税財源で

賄われる生活保護と最低保障年金との関係が整理

されていないこと、などである24）。

このうち①と②について、スウェーデンでは、

国民総背番号制を導入し、かつ、国税庁が租税と

社会保険料を一括徴収することによって、所得捕

捉率を高める工夫がなされている25）。また、租税

および社会保険料の未納・滞納は全ての公租公課

に割合的に配分されるため、年金保険料のみを選

択的に免れることはできない。さらに、保険料の

未納による低年金・無年金に対する最低保障年金

の支給には制約があるため、モラル・ハザードに

対する一定の対策は取られているといえる。高齢

者生計扶助の存在はモラル・ハザードの原因とな

りうるが、実際の受給者数からするとそれほど大

きな問題とはなっていないようである。

そこで、以下では、上記の批判の③に関連して、

スウェーデンにおいて最低保障年金および高齢者

生計扶助と一般的な最低所得保障制度との関係が

どのように考えられているのかを検討することと

したい。

2． 生計扶助と最低保障年金・高齢者生計扶

助の比較

スウェーデンには、一般的な最低所得保障制度と

して、社会サービス法（Socialtj・nstlag（2001：453）、

以下SoL）に基づく生計扶助（f・rs・rjningsst・d）が

存在する。同法は、労働能力の喪失、障害、老齢

またはその他これに類する事情により社会からの

援助を必要とする状況に陥った者に対し、正当な

生活水準を維持するために、社会からの援助また

は扶助を受ける権利を保障する。ただし、援助を

受けるためには、個人が自身のニーズを自分で充

足する能力を欠くことが要件とされている（SoL

4章1条）。とりわけ、生計扶助は「最後のセーフ

ティネット」としての性質を有するため、個人が

自身の能力を尽くして生計を維持する努力をしな

ければ、社会サービスによる扶助を受ける権利は

認められない。例えば、失業者が生計扶助を受給

するためには、原則として、コミューンの社会福

祉委員会の指導の下で求職活動を行い、適切な就

職先を紹介された場合にはそれを受諾する義務を

負う26）。また、ミーンズ・テストも行われ、生計

扶助を受けようとする者は、まず自身が有する経

済的な資産（収入、貯蓄など）を利用することが

求められる27）。

生計扶助が保障する費目は法律に列挙されてお

り、①食料品、衣服および靴、余暇・娯楽、消耗

品、保健衛生用品、新聞、電話およびラジオ・

TV受信料、ならびに、②住居、電気代、通勤、

家財保険、労働組合および失業保険金庫の組合費

が挙げられている（SoL3条1段）。①に挙げた費

目については、世帯構成別・年齢別に保障すべき
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水準を、社会福祉庁が全国統一の基準（riksnorm）

として定めている。2011年の全国基準によれば、

子供がいない単身者世帯には月額3,720kr、子供

がいない夫婦世帯には月額6,120kr（1人当たり

3,060kr）が支給される。一方、②に挙げた項目

について保障すべき費用の判断は、各コミューン

の社会福祉委員会の裁量に委ねられている。

SoLに基づく生計扶助と、最低保障年金および

高齢者生計扶助を比較すると、以下のことが指摘

できよう。まず、生計扶助の受給には資産・能力

の活用が厳格に求められるのに対し、最低保障年

金は所得比例老齢年金の受給額のみを要件として

（いわばペンション・テストのみで）支給される。

高齢者生計扶助の受給者にはミーンズ・テストが

課されるが、資産の認定は緩和されている上、稼

働能力の活用は求められない。そして、支給水準

を見ると、最低保障年金の基礎水準は生計扶助の

全国基準を大きく上回っている。高齢者生計扶助

が保障する住宅費以外の生活水準も、最低保障年

金の基礎水準は下回る28）が、生計扶助の全国基

準を上回る。これは、生計扶助では全国基準に含

まれない電気代、家財保険、交通費などの費目に

ついて、高齢者生計扶助では正当と認められる一

定額が予め支給額に組み込まれているためであ

る29）。これらの費目について、実際の支出額を問

わず、定型的な給付がなされるという点でも、高

齢者生計扶助は生計扶助よりも緩やかな仕組みで

あるといえる。

このように、高齢者に対しては、SoLに基づく

生計扶助よりも緩やかな条件の下で、生計扶助を

上回る最低所得保障が、全額税財源で行われてい

る。他の世代の低所得者がミーンズ・テストなど

の厳格な補足性の要件を満たした上でなければ生

計扶助を受給できないことと比べ、高齢者は優遇

されているともいえる。では、スウェーデンでは、

高齢者に対する最低所得保障を一般的な最低所得

保障制度から分離し、かつ緩やかな制度とするこ

とが、なぜ正当化されているのであろうか。

3． 最低保障年金の理念

（1） 公的年金制度における基礎的保障の歴史

前述のように、最低保障年金は、老齢年金制度

の枠組み内において基礎的保障を提供するものと

位置づけられている。基礎的保障としての最低保

障年金は、1998年改革以前の基礎年金制度の系

譜を踏むものといえる。

スウェーデンの公的年金制度の起源は、1913

年に成立した国民年金法に遡る。同法は、老齢ま

たは障害により労働能力を失った国民に対し、家

族または公的扶助に頼ることなく生活するための

保障を提供するという目的の下、全国民を年金制

度に強制加入させるものであった。国民年金法に

よる年金制度は、拠出制の積立方式の年金保険と、

それを補足する無拠出制の所得調査付き給付の、

2つの部分から構成された。拠出制部分は、被保

険者の所得に応じて保険料を算定し、拠出額に応

じて年金額を算定する仕組みを用いた30）。

しかし、1913年法による年金制度には、地域

による生活費の差を考慮しなかったこと、就労可

能な全期間（50年間）について保険料を払わな

ければ満額の年金が受けられなかったこと、そし

て満額の年金給付でさえ生計を維持するのに十分

な額ではなかったことなどの問題があった。その

ため、1935年に新しく基礎年金法が成立する。

同法に基づく年金制度も拠出制の年金保険部分と

補足的な給付から構成されたが、拠出制部分に国

庫負担が導入され、年金保険における拠出と給付

の関連性が緩められた。これによって、年金制度

は、保険としての性格を弱め、税財源に基づく国

家による基礎的な保障制度としての性格を強める

こととなった31）。

1935年法による基礎年金も所得保障としては

不十分なものであり、多くの国民が公的扶助や親

族からの援助に依存していた。そこで、1946年
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に新しい基礎年金法が制定されることとなるが、

その際には、従前の年金制度よりも高い水準が目

標とされた。すなわち、高齢者・障害者に対して、

最低限の生活水準ではなく、高齢者・障害者以外

の低所得者の生活水準と比較して正当な生活水準

を保障することが目指されたのである32）。

1946年法による新しい基礎年金制度は、従前

の保険料拠出を問わず、かつ所得調査を行わずに、

すべての国民に対して定額の給付を行うものであっ

た。制度の運用費用に充てるために所得比例の保

険料が徴収されたが、保険料拠出は給付受給権か

ら切り離された33）。1935年法の下で既に基礎年金

における拠出部分の役割が縮小しており、保険料

の拠出履歴の管理にかかる事務コストの費用対効

果が悪いと考えられたのである。また、所得調査

にかかる事務コストやスティグマの問題に加え、

高齢者の就労意欲や老後の生活のための自助（貯

蓄、持ち家の購入など）の意欲を削がないような

老齢年金制度の設計が求められたため、所得要件・

資産要件も課されなかった34）。年金給付が保険料

拠出に基づかなくなり、また財政方式が積立方式

から賦課方式へと変更されたため、従前の基礎年

金制度が部分的ながらも有していた保険原理は完

全に放棄された35）。

基礎年金の支給額については、低所得者の生活

水準を考慮しつつ、物価の最も安い地域における

生活費を前提に、全国共通の額が設定された。た

だし、世帯構成による生活費の差に考慮して、単

身者に対する基礎年金の支給額は夫婦ともに年金

受給者である場合よりも高く設定された36）。生活

費の地域差などに対する考慮は、定額の基礎年金

を所得調査付きの住宅扶助によって補完すること

で図られた37）。この改革の結果、公的扶助を受給

する高齢者の数は激減した38）。

その後、1959年に所得比例年金であるATPが導

入されたが、基礎年金は年金制度の基礎的保障部

分として存続する。ATPの保障水準は、基礎年金

とあわせて従前所得の60％とされていた。対し

て、基礎年金そのものの保障水準は、各種の上乗

せ手当および基礎年金に対する所得課税免除とあ

わせて、年金受給者として適正な生活水準とされ

た。実際には、基礎年金の支給額が物価の上昇に

伴い引き上げられたため、年金受給者の所得に対

してATPの占める役割が伸びなかった。学説は、

ATPの導入にもかかわらず、スウェーデンの年金

制度では基礎的な生活保障から所得比例保障へと

いう原則の転換が生じず、標準的な生活水準の保

障よりも基礎的な生活保障の方が強く優先付けら

れてきたと評価している39）。

（2） 最低保障年金の下での基礎的保障

1998年改革で導入された最低保障年金も、さ

まざまな理由で無所得・低所得であった者が、老

後は最低限の年金水準を保障されることが重要で

あるとの考えに基づく。また、その保障水準は、

1998年当時の基礎年金の給付額を元に設定され

ている40）。ただし、その制度構成および制度が基

づく原則には、従前の基礎年金制度からの大きな

転換が見られる。すなわち、基礎年金が全ての者

に定額の給付を行ったのに対し、最低保障年金は、

所得比例老齢年金によって最低保障水準を満たす

ことができない少数者に対して補足的に給付され

るに留まる。老齢年金制度が所得比例給付部分と

基礎的保障部分とから構成されることに変わりは

ないが、そのいずれを制度の主軸とするかは大き

く転換したのである41）。

このことは、学説では、所得比例保障の原則へ

のイデオロギーの転換と評価されている42）。すな

わち、全ての者に平等な給付を行うという基礎的

保障の考えが後退し、それに伴って社会連帯のあ

り方が変容したことを意味する。その要因として

は、経済の低成長、失業の増加、国家財政の悪化

に加え、移民の増加により居住のみを要件とする

基礎的給付のあり方の見直しを迫られたことが指
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摘される43）。

以上に見たように、スウェーデンの公的年金制

度においては、古くから、現役時代に無所得・低

所得であった高齢者に対しても正当な生活水準を

年金制度の枠組み内で保障すべきであるとの考え

が存在してきた。すなわち、高齢者には、所得・

資産調査付きのSoLによる生計扶助ではなく、公

的年金制度によって基礎的な保障が与えられるべ

きだと考えられてきたのである44）。そして、最低

保障年金もこの考えを引き継いだものであり、公

的年金制度において基礎的保障を提供すること自

体への疑問は示されていない。ただし、スウェー

デンの最低保障年金は歴史的には基礎的保障の後

退あるいは縮小と評価されるものであり、わが国

における最低保障年金が基礎的保障の強化として

議論されるのとは方向性が異なる点に留意する必

要があろう。

4． 高齢者生計扶助の理念

先述のように、高齢者生計扶助の支給額は、

SoLによる生計扶助の全国基準よりも高い。加え

て、高齢者生計扶助に含まれていない費目や、高

齢者生計扶助に含まれているが支給額を上回る費

用について経済的援助を必要とする場合、受給者

は生計扶助を申請することができる。高齢者生計

扶助は、SoLがコミューンに課す「最後のセーフティ

ネット」の提供責任（最終的責任、detyttersta

ansvaret）を何ら変更するものではない45）ためで

ある。すなわち、社会のセーフティネットの層の

中で、高齢者生計扶助はSoLによる生計扶助より

も上位に位置する。いわば、高齢者にとっての

「第2のセーフティネット」となっているといえ

よう。

高齢者生計扶助が導入された背景には、1990

年代、ユーゴスラビア紛争による難民を中心に移

民が増加したことがある。移民の増加に伴い、満

額の基礎年金を受給するための居住要件46）を満

たせず、SoLによる生計扶助を長期的に頼る高齢

者が増加した。1998年当時、生計扶助を10ヶ月

以上受給する65歳以上高齢者の、実に94%が移民

であった。そこで、老齢年金の制度改革にあわせ

て高齢者生計扶助の導入が議論されることとなる

が、制度設計の理念は以下のような点にあった47）。

第1に、「最後のセーフティネット」たるSoLに

よる生計扶助の本来の姿は、集団に対する恒常的

な生計維持手段ではなく、一時的な経済的困難に

対する個別的な給付だという考えである。高齢者

という集団に対する長期的な経済的保障は、コミュー

ンではなく国家が、社会保険制度を通じて48）、提

供すべきであると考えられた。

第2に、高齢者生計扶助の給付は、SoLによる

生計扶助への依存が生じないように設計すべきで

あると考えられた。すなわち、高齢者生計扶助の

給付水準は、生計扶助の全国基準を下回ってはな

らないとされたのである。また、生計扶助の全国

基準は一時的なニーズに対するものであり、長期

的なニーズに対する保障水準の決定には別の考慮

が必要であると考えられた。

そして、第3に、65歳以上の高齢者は、原則と

して、就労によって経済的状況を改善する可能性

がない、または非常に小さいという考えである。

例えば、障害を負いながらも居住要件を満たさな

いために所得保障を受けられない若年の移民も、

SoLによる生計扶助に長期的に依存しうるグルー

プである。しかし、若年障害者はあくまで就労可

能年齢にあり、このことが就労可能年齢を離れた

高齢者と区別する理由になるとされた。

このような考えに基づき、国家が、低所得の高

齢者を対象に、生計扶助を上回る水準の給付を行

うことが肯定されたのである。今日では、生計扶

助の受給者に占める高齢者の割合は非常に低く49）、

生計扶助の「最後のセーフティネット」への純化

という、高齢者生計扶助の創設目的は果たされて

いるといえよう。
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以上の検討から、高齢者について特別な最低所

得保障制度を設けることを正当化する理由は、集

団に対する長期的な所得保障は「最後のセーフティ

ネット」たる生計扶助の役割ではないこと、およ

び、高齢者は就労可能年齢にはないことの、2点

にあったということができる。これらの議論は、

わが国における最低保障年金と生活保護の関係を

議論する上でも参考になろう。ただし、スウェー

デンでは、生計扶助を含む社会サービスの実施責

任および財政負担をコミューンが負っており、生

計扶助に対する国庫負担・国庫補助はなされてい

ない50）。そのため、高齢者生計扶助を含む社会保

険と生計扶助との役割分担の問題は、すなわち国

家とコミューンの間の役割分担の問題に直結して

いる。移民の増加という社会的背景も含め、わが

国とは制度的な前提が異なる中で議論され、生ま

れてきた制度である点に、やはり注意が必要であ

ろう。

最後に、現行の老齢年金制度に対する評価、お

よび現行制度が抱える課題について触れておきた

い。

今日のスウェーデンの老齢年金制度は、他の

EU諸国の制度と比べ、持続可能性の高い制度で

あると評価されている51）。特に、老齢年金の所得

比例給付部分を、確定給付方式から確定拠出方式

へと切り替えた点が、制度の持続可能性を高めた

と評価される52）。さらに、自動財政均衡メカニズ

ムにより、今後、年金支給総額が保険料収入総額

を超えることは起こらないようになっている。

他方で、現行制度では、年金制度の財政状況が

悪化すれば、年金の給付水準が名目的にも実質的

にも引き下げられる。スウェーデンでも人口の少

子高齢化は進んでおり53）、経済成長が回復しない

ままに年金受給者が増え続ければ、個々人に支払

われる年金の支給額は減少してゆくことになる。

すなわち、現行制度は、経済の低成長と平均寿命

の伸びによるリスクを年金受給者が負う仕組みな

のである54）。公的年金の所得代替率は、2007年に

は49.1％であったが、2060年には39.3％に低下す

ると見込まれる55）。そのため、将来、多くの者が

老齢年金だけでは生活を維持することができなく

なり、税方式の各種手当（住宅手当、生計扶助な

ど）への依存が高まるとの懸念が示されている56）。

メディアでは、現在の年金制度は国家財政の視点

から見れば肯定的に評価されるが、年金受給者に

とってはATPよりも不利な制度であるとの批判も

なされている。

現行制度の下で将来の個々の年金受給者が受け

取る年金額が過少となるのを防ぐためには、人々

が保険料を支払う期間を長くする、すなわち、退

職年齢ないし実際の年金受給開始年齢を引き上げ

る政策が必要となる57）。今日、年金所得に対する

課税は勤労所得に対する課税よりも厳しく58）、こ

のことは就労を継続する経済的インセンティブを

与えていると評価される。また、所得比例老齢年

金が採用する「生涯所得の原則」は、高齢者の労

働力供給を高めることを目的としている59）。加え

て現在、保守連立政権は、雇用保護法の保護が及

ぶ年齢を現在の67歳から69歳へ引き上げること

を提案している。しかし、雇用環境の改善を優先

すべきとする社会民主党の反対を受け、法改正は

難航している60）。

たしかに、雇用保護法上の退職年齢（67歳）

と実際の年金受給開始年齢（平均63歳）とのギャッ

プが示すように、法律上の退職年齢（あるいは年

金受給開始年齢）の引上げは、必ずしも実際の年

金受給開始年齢の引上げに繋がらない。実際の年

金受給開始年齢を引き上げるためには、労使双方

に対して強い経済的インセンティブを付与する61）

ほか、年齢差別の禁止などにより使用者に高齢者

の雇用を継続する強いインセンティブを与え、か
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つ、訓練やリハビリテーションの提供によって高

齢労働者の雇用機会を増大させる必要がある62）。

他方で、高齢者層に対する雇用保護の強化は、労

働市場における若年者の地位の弱化にも繋がりえ、

この点に対する配慮も求められることとなろう。

年金制度においては、持続可能性だけでなく、

制度の妥当性の確保も重要とされる63）。スウェー

デンの老齢年金制度は、前者については一応の解

決を図ったものの、後者の面では依然として課題

を抱えているといえるだろう。
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スウェーデンの高齢者福祉分野において、「競

争」の導入開始から現在約20年が経過した。

1990年代は、いわゆる民営化・市場化が緒に就

き、主に介護サービス供給の民間委託が拡大した

時代であった。そして2000年代、競争はさまざ

まな形で進行し、特に2006年誕生の中道右派連

合政権により強力に推進されている。この変化に

対しては当然賛否両論があるが、現状や影響に関

する統計が欠乏したまま事態が進行し、今日に至っ

たとも指摘される（Szebehely2011）。

本稿は、2000年以降のスウェーデンの高齢者

福祉について、「選択の自由」に焦点をあてて、

主な制度改革と現状またそれに伴う諸対応の展開

を取り上げる。介護の質の確保と向上のために方

策が模索されているが、本稿では、評価・情報公

開等の公的対策と供給多元化という二つの側面に

注目する。そして、選択の自由拡大が進む今日の

課題と論点を示し、日本への示唆を論じることを

目的とする。なお、高齢者福祉が含む多様な側面

のうち、本稿では主に介護サービス供給の部分に

限定して論を進めることとする。

1． 高齢者福祉をめぐる状況と主な政策

1990年代の高齢者福祉には、厳しい公的財政

事情から、重度者への資源の傾斜配分をはじめサー
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2000年以降のスウェーデンにおける高齢者福祉

吉岡 洋子

―「選択の自由」拡大とそれに伴う諸対応の展開―

特集：スウェーデンの社会保障―グローバル化経済の中での苦悩と挑戦―

■要約

スウェーデンの高齢者福祉において、2000年代は個人レベルでの「選択の自由」拡大により、従来からの「競争」

に新たな展開が生じた。2006年からの中道右派連合政権は自由選択法で顧客選択制度を推進し、利用者の影響力強

化を掲げている。

本稿では、「選択の自由」拡大を中心に、2000年代の主な制度改革と現状またそれに伴う諸対応の展開を取り上げ

た。特に、顧客選択制度と介護の質の向上の関連から二つの要素に注目した。第一に、介護サービスの評価・情報

公開のシステム構築、統制強化など、公的諸対応が徹底的に進められていた。第二に、介護サービス供給の多元化

の部分であり、期待とのギャップが大きい現実が確認された。

日本が得られる示唆としては、①選択の自由拡大への公的対応、②変動のなかでも維持すべき理念と枠組みの明

確化、があげられる。高齢者福祉における効率と質の向上が同時に要求される今日、両国共に模索は続くが、スウェー

デンから学べる点は大きい。

■キーワード

高齢者福祉、選択の自由、顧客選択制度、介護サービスの質、多元化



ビス削減が見られた（SOU 2001:79）。その後

2000年代に入り介護サービス利用率は再び増加

しているが1）、高齢者福祉全体の支出は抑制傾向

である。80歳以上の高齢者が9%増加した2000年

～2009年の間に、高齢者福祉の支出は6％減少し

た（Szebehely2011:p.219）2）。

限られた資源の有効活用と同時にサービスの質

向上が求められるなか、主要な政策として、

2006年「高齢者医療・福祉10ヵ年戦略」が国会

へ提出された。同年誕生の中道右派連合政権は、

若干の修正を加えてこれを引継ぎ、6つの主要分

野：「最重度者の看護・介護」「住居における安心」

「社会的ケア」「全国的平等と地方の発展」「予防」

「職員」での改革が進行している。

また、2006年からの新政権は、特に介護サー

ビス供給の関連について、新たな形で「競争」を

強力に推進している。実際、高齢者介護サービス

における民間供給の割合は年々増加しており、

2010年にはホームヘルプ・介護付き特別住宅

（以下、特別住宅と略記）ともに19%が民間によ

り供給されていた（Socialstyrelsen2011.b）。政治

的にも論争が大きい「競争」の推進の有り様につ

いては次章以降で詳述する。

ただし、競争にまつわる主要な変化は、2000

年代もサービスの「供給」部分に限られる。ハー

トマン（Hartman2011:p.10）が述べるように、

競争は進行したが、支払い能力ではなくニーズに

もとづく福祉サービスの保障というスウェーデン

の福祉政策の根本部分は今日も不変である。実際、

2000年代に導入された「利用者負担上限制度

（マックスタクサ）」（2002年）をその後の政権も

継承している。

2． 介護サービスの周辺における新動向

公的ニーズ判定にもとづく介護サービスだけで

なく、2000年代にはその「周辺」でも新動向が

－35－

2000年以降のスウェーデンにおける高齢者福祉

表1 ホームヘルプ、ニーズ判定外の支援、家事サービスの違い

公的事業（コミューン） 市場

ホームヘルプ
（介護ニーズ判定有）

ニーズ判定外の支援 家事サービス

法律 社会サービス法
コミューンによる判定なしで
のサービス提供の権限法

家事サービス支出への税
控除法

内容 家事サービスと身体介護
転倒や事故を防ぐための
予防的な家事サービス。
身体的介護は含まない。

家事（掃除、洗濯、調理、
窓ふき等）、ケア、身体的
支援、見守り等。

ニーズ判定 あり なし（コミューンの任意で決定） 事実上なし

監督機関 あり（レーン行政庁、社会庁） なし 事実上なし

秘密保持（個人情報法の他に） あり あり なし

記録の義務 あり なし なし

利用料金 社会サービス法にもとづく 原価内でコミューンが決定。応能負担。 市場価格

税控除 なし なし あり

質に関する規定 あり なし なし

サーラ法 あり なし なし

公的統計 あり なし なし

運営者 コミューン、民間事業者 コミューン、民間事業者 民間事業者

出典：Socialstyrelsen(2007.b)Meddelandeblad"Hemtj・nst,servicetj・nsterutanbehovspr・vningochhush・llstj・nster"s.6
Bilagaより作成。



みられる（Socialstyrelsen2007.a）。以下に述べる

二種類の制度が生まれたが、それらと従来の介護

ニーズ判定によるホームヘルプの違いは表1の通

りである。

一つ目は、2007年の「家事サービスの税控除」

法（Lagenom skattereduktionf・rutgifterf・r

hush・llsarbete,2007:346）である。家事サービス

の私費購入について、50%の所得税控除3）を認め

るもので、利用者数は年々拡大し、2008年の9万

2千人が、2010年は32万6千人に増えた4）。新政権

は、闇市場からの掃除業の救出と新市場創出を唱

えるが、現実には低所得層の社会的排除も懸念さ

れる（Ganavas2010）。また、私費購入部分の拡

大が、公的福祉の後退に繋がる恐れも指摘される

（Szebehely2010:p.7）。なお、民間事業者は従来

から、公的なニーズ判定とは無関係の「追加サー

ビス」を販売しているが、税控除制度導入でその

拡大が見込まれている5）。

二つ目に、2006年の67歳以上の高齢者への

「ニーズ判定外の支援制度」である。介護リスク

を大幅に上昇させる、事故や転倒の予防を意図し

て創設された。基本的に無料か少額で年に数時間

程度の支援6）を提供するものである。

また、インフォーマルケアとしての家族介護の

負担が1990年代末に注目され始めたが、2001年

の社会サービス法改正で、高齢者・障害者の家族

介護者支援がコミューンの義務と明示され、支援

が拡大している。このように、公的福祉の根幹は

不変でも、2000年代にはその周辺において新た

な動向が数々みられる。

本章では、2000年以降の動向のなかでも、主

要な変化である、介護サービス供給における競争、

選択の拡大について解説する。

1． 介護サービス供給における「競争」の形

態と拡大

高齢者介護サービス供給における民間割合は、

表2のとおり1990年代以降継続的に増加している。

以前は、特別住宅の方がホームヘルプより民間割

合が大きかったが、2010年には同じく19%になっ

た。ただし、他種の社会サービスと比較すれば、

高齢者福祉の民間比率は低い7）。また、民間比率

には地域差が非常に大きく、2010年のホームヘ

ルプ供給をみると、ストックホルムを中心に11

のコミューンでは半分以上のサービスが民間供給

である一方、全国的には65％のコミューンでは

民間供給は皆無であった（Socialstyrelsen2011.b）。

1990年代初頭から高齢者介護に競争が導入さ

れ始めたが、当初はイデオロギー的な意味合いが

強く「民営化」と呼ばれ、その後概念や特徴が整

理されてきた（斉藤 2002）。競争の主な形態は

三つ：「入札による民間委託」（entreprenadupphan

dling）、「サービス購入」（k・pavtj・nster）」、「顧

客選択制度（バウチャー）」（kundvalssystem）で

ある。
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Ⅱ 競争と「選択の自由」の拡大

表2 高齢者介護サービス供給における民間割合の変化（全国平均）

1995年 2000年 2005年 2010年

ホームヘルプ 4 7 10 19

特別住宅 8 11 13 19

注）ホームヘルプの統計は、2006年度までは民間事業者を主に利用する高齢者の割合、2007年度からは介護利用時
間数における割合。特別住宅は、入居高齢者のうち民間事業者運営施設に住む人の割合。

出典：以下の各報告書より作成。Socialstyrelsen(2011.b),Socialstyrelsen"・ldrev・rdochomsorgom・ldre"（2006、
2001年度版）,Socialstyrelsen(1999).

（％）



時間的にはまず民間委託とサービス購入が一般

化し、顧客選択制度は比較的新しい形態である8）。

顧客選択制度を導入したコミューン数は1993年

で3つ、2003年で10つ、2006年でも27つに限られ

ていた9）。

2．「自由選択法」（LOV=lagenom valfrihet,

2008:962）

2006年からの中道右派連合政権は、顧客選択

制度を強力に推進するため、2009年に「自由選

択法」を施行した。「競争」に関する法律には、

以前から1994年制定（2007年改正）の「公的購

入法」（LOU=Lagenom offentligupphandling,

2007:1091）がある。これは、入札で行政が物品

やサービスを購入する際の規定であり、複数から

一つの事業者を行政が選定するいわゆる民間委託

の場合に適用される。

「自由選択法」は、「公的購入法」と異なり、医

療・介護分野において、事業者の多元化促進によ

り個人レベルでの選択可能性を高めることを目的

とする。自由選択法の下ではサービス価格は固定

なので、事業者は質の競争をすることになる。顧

客自身の選択と影響力を増すことで、サービスの

質向上が期待される。また、一定条件を満たせば

参入できるため、小規模事業者の増加も政府は期

待している。

顧客選択制度促進の補助金導入の結果、2010

年末で顧客選択制度を導入しているコミューンが

半数強に達した。この制度導入の如何や、導入分

野（配食、ホームヘルプ等）はコミューンの任意

で決定できるが、政府は2014年迄に全コミュー

ンでの導入を求めている（SKL2010）。

3． 顧客選択制度と介護サービスの質

競争が導入されて以降、1990年代に第一の目

的とされた「コスト」の競争から、「質」の競争

へと移行が起きている（Edebalk&Svensson2005）。

しかし、競争を導入すれば自動的に介護サービス

の質向上につながるわけではない。コストや質、

効率性、イノベーションは、競争で改善されうる

一方、逆に悪化する可能性も含んでいるのである

（Hartman2011:p.113）。競争、特に個人レベル

での選択である顧客選択制度は、サービスの質向

上を狙いとしている。しかし、それを可能とする

ためには、必要な条件や整備すべき環境が数々存

在する。

まず、大前提としての重要な要素に、選択に資

する情報と条件の整備がある。この点はⅢ章で解

説するが、比較可能な調査結果や情報、また悪質

なサービスをチェックする監督統制が必要となる。

次に、サービス供給における「多元性、多様性

（m・ngfald）」も不可欠である。選択肢においてサー

ビスの質の多様性がなければ、個人レベルでの自

由選択の意味は薄れる。この多元性の問題はⅣ章

で述べる。

1． 介護サービスに関する評価と情報公開

選択の自由の推進と同時に、政府は介護サービ

スに関する「質の評価、指標」開発と情報公開を

進めた。2007年以降、社会庁と全国自治体連合

会は大規模な調査を実施し、コストや質の評価・

比較システム（・ppnaJ・mf・relser）を構築した。

結果は「高齢者ガイド（・ldreguiden）」というウェ

ブ上のデータベースで公開されている。

「高齢者ガイド」では、事業者ごとや介護付き

特別住宅ごとのサービスの質の比較を誰でも簡単

に行うことができる。エリアとサービスのメニュー、

調べたい事業者を選ぶと、評価得点が明示される。

評価は、12の評価分野（利用者の参加度、職員

配置数、継続性、等）について5段階評価でなさ

れ、例えばホームヘルプの「継続性」指標は、85
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Ⅲ 介護サービスに関する情報公開と公的統制

―顧客選択を可能にするために
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%～フルタイム勤務の職員の割合、アルバイト職

員の割合、前年の退職者割合という、3要素で構

成されている。

また、質の評価のために利用者調査も大いに活

用されている。例えば、2008年には、高齢者介

護サービス利用者に対する初の全国規模のアンケー

ト（対象25万人、アンケートは14万人）が行わ

れた。この調査報告書では、11の分野（看護、

食事、交流等）ごとに、満足度が数値で示されて

いる（Socialstyrelsen2009.a）。

2． 公的統制の強化：監査強化とガイドライ

ン設置

従来から、介護サービスの監査はレーン行政庁

が担ってきたほか、1999年施行の通称サラ法10）

（虐待に対する介護職員の通報義務）は今日広く

浸透している。しかし、供給主体が多様化するな

かで、スウェーデンの顧客選択制度において公的

統制が弱過ぎるとも指摘されている（Konkurrens

verket2009）。

そうしたなか2000年代には、レーン行政庁へ

の高齢者保護オンブード導入（2003年）、各種社

会サービス担当部署に体系的な質の管理システム

を構築するための社会庁通知（SOSFS2006:11）

等の動向がみられた。また、社会庁は2010年か

ら3年間の高齢者医療・介護の質向上のための監

査強化事業の11）ほか、認知症高齢者住宅への事

前予告なしの夜間監査訪問を実施したりもした12）。

この夜間の監査では、調査対象の過半数で職員不

足が明らかになり、認知症ケアでの職員配置基準

を含むガイドライン設定の方向性も定められた。

従来、政府は福祉政策の大きな枠組みのみを示

し、詳細は各コミューンや現場裁量に委ねるのが

スウェーデンの特徴の一つであった。しかし今日

では、監査やガイドラインの形で公的統制を強化

する方向性がみられる。

3． 利用者にとっての影響は？

高齢者介護での顧客選択制度について、高齢者

は「選択の自由」があること自体におおむね積極

的価値を見出す一方で、多くの場合高齢者自身は

選択をしていないことが度々指摘されている（例．

Socialstyrelsen2011.d）。高齢者は、膨大な評価や

比較情報ではなく、主に自らの経験や身近な人の

口コミで選択をすることが多い（SKL2010.b）。

他分野での顧客選択制度と異なり、高齢者の場合

は自ら積極的に選択して影響力を増すことが少な

い現状がみられる。ただし今後、例えばウェブ上

の「高齢者ガイド」でも高齢者用のシステムを新

設予定であり、選択に資する取組みが模索されて

いる。

顧客選択制度が利用者に与える影響は、現在の

ところ明確ではない（SKL2010a.＆b.）。ただし、

選択の自由が拡大しても、スウェーデンにおいて

コミューンの最終責任は変わらない。そのなかで、

単に利用者個人に選択のリスクと責任を負わせる

のではなく、プラスの意味で利用者の影響力を増

す仕組みが求められる。

1． 運営形態別にみた職員の雇用先

スウェーデンにおける統計や議論では従来、営

利企業とNPO13）、また事業者の規模を区別せず一

括して「民間」と扱い、各々の特徴はほとんど全

く言及されてこなかった（Socialstyrelsen2004,

Szebehely2011:p.241）。ゆえに、顧客選択制度

が、質の競争を行うための多様な事業者のいる市

場の存在や、小規模事業者の参入を期待しても、

民間の実態は不明という矛盾があった。本章では、

ごく近年公表され始めた職員数ベースの統計を中

心に供給多元化の現状を確認し、営利企業と

NPO各々について詳述する。
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Ⅳ 介護サービス供給の多元化
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高齢者介護のうち「特別住宅」と「ホームヘル

プ」14） について、職員の雇用先を運営形態別にみ

たのが表3である。全体では現在も公的セクター

の職員が9割を占め、また1割の民間の内訳は営

利企業が大半であることがわかる。サービスの種

類としては、特別住宅のほうがホームヘルプより

も民間割合が高い。

過去の民間におけるNPOの比率は、特別住宅

で25%（1995年）、ホームヘルプ10%（2002年）

であったので、比較すると今日明らかにNPOの

割合は減少している（Famna2011:p.24）。

2． 民間の内訳：営利企業とNPO

次に、特別住宅とホームヘルプ各々について、

民間雇用職員数の経年的変化を、事業者の形態別

に示すのが、図1と図2である。

特別住宅の場合、民間雇用の大半は株式会社で

あり、NPOの職員数はほぼ不変といえる。NPO

のなかでは財団のみ、絶対数は少ないものの増加

している。協同組合は、1990年代末に増加をみ

せたが、2009年の雇用は300人弱と落ち込んでい

る（Famna2011:pp.18-19）。

ホームヘルプの場合、民間雇用のほぼ全てが株

式会社で、NPOはごく僅かである。何らかの形

態のNPOのホームヘルプ職員は、2002年15）640人

だったが、2009年は約300人であった（2009年の

内訳は、協同組合188人、理念的団体105人、財

団11人）（Ibid:p.22）。

3． 営利企業

スウェーデンの高齢者介護サービス市場におけ

る一部大企業の寡占状態は、1990年代から確認

されていたが（Socialstyrelsen1999）、今日も同

様である。2010年時点では、4大企業（Attendo

Care,CaremaCare,Aleris,F・renadeCare）によ

る寡占がみられるが、特に最大の2企業は民間供給

の約半分を占め、更に急成長している（Szebehely

2011:p.231）。

例えば、大手のAttendoCareは高齢者福祉に限

らず、障害者福祉、個人・家庭福祉等と幅広い事

業を、北欧諸国に展開している。2009年の経常

利益は33億クローナで、これは2007年と比べて

77%増であった。スウェーデン国内の高齢者介護

では、98の特別住宅、67のホームヘルプ部門を

運営している（Ibid:p.232,AttendoCareHP）。

また、株式会社のなかでも、2006年頃からは

海外拠点企業に雇用される職員が急増し、現在は

特別住宅における民間雇用の過半数を占める

（Famna2011:p.33）。国際投資家にとって、寛大

な公的給付からなるスウェーデンの福祉サービス

市場は、非常に魅力的な市場であり、利益率も比

較的高いといわれる（Szebehely2011:p.234）。

他方で、1990年代以降、民間営利企業の全体

数は増加している。2005年の医療・介護サービ

ス事業者（高齢者福祉に限らない）調査によると、

民間事業者は営利企業・NPOを含めて2万2千ほ

ど存在するが、いくつかの巨大企業を除けば、大

半はごく小規模であり5人以上の従事者登録があ
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表3 運営形態別にみた高齢者介護サービスの職員の雇用先（％）（2010年）

民間
NPO

民間
営利企業

民間合計 公営企業 行政直営

ホームヘルプ 0.2 5.2 5.4 0.1 94.5

特別住宅 2.4 13.4 15.8 0.6 83.6

合計 1.3 9.2 10.4 0.4 89.1

出典）Szebehely(2011)p.227Tabell7.3から一部抜粋。
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図1 介護付き特別住宅における民間雇用者数：事業者の法人形態別

出典：Famna(2011)p.19Diagram5

図2 ホームヘルプにおける民間雇用者数：事業者の法人形態別

出典：Famna(2011)p.22Diagram8



るのは10分の1に過ぎない（SOU2007:37,p.52）。

4． NPO

2000年前後には、営利企業の代替としてNPO

が注目され、NPO雇用の職員数が増加した時期

もあった。だが結局はその後、巨大営利企業の寡

占が進行した（Famna2011:p.33）。

議論としては、NPOの社会的価値を示し多元

性確保に不可欠な存在とする主張が増しているこ

とは確かである。2004年設立の民間非営利福祉

サービス事業者連盟（Famna）は、NPO事業者の

特徴や存在意義を発信している（FamnaHP）16）。

政府も、2006年には、NPOの特徴や独自の価

値に関する分析（Socialstyrelsen2006）を行った

り、「公的医療・高齢者福祉分野におけるNPOと

小規模事業者17）」のための環境整備と事業促進を

目指して委員会を設置したりした。委員会報告書

（SOU2007:37）では、競争で通常強調されるイー

クオルフッティングのNPOへの不利や、NPO事

業者が有する付加価値が述べられている。また、

2006年からの中道右派連合政権は、NPOやボラ

ンティアへのアプローチを広げている18）。

ただ、現実的にはそもそもNPO自身が市場で

のサービス拡大を目指さない場合も多く、NPO

による供給が拡大しない要因と考えられる。筆者

の調査19）では以下三つのような例がみられた。

まず、エーシュタ・ディアコニ会（ErstaDiakoni）

は、スウェーデン教会関連の伝統的組織だが、公

的福祉枠外の先駆的事業（シェルター運営等）に

主眼を置き、通常のホームヘルプ事業20）は一部

行う形である。次に、HSBケア（HSBOmsorg）

は、伝統的な住宅協同組合HSBを母体とする企業

だが、理念や経営方針は明らかに非営利である。

規模拡大を目指すのではなく、自らが運営する住

宅居住者を主な対象として質の高いサービスを目指

している。また、ユダヤ人会（Judiskaf・rsamlingen）

は、高齢化したメンバーへの支援として介護サー

ビスを行っている。自分たちの言語文化に沿した

ケアや交流機会を提供するためである。しかしもち

ろん、例えばブロムステル基金会（Blomsterfonden）

のように、安定した大規模組織が、自らが運営す

る住宅の居住者を超えて事業拡大する場合も一部

にはみられる。

NPOが介護サービス供給に携わる理由は、移

民の文化・言語への対応、住宅協同組合の一環、

新たな働き方創出等々があり、組織形態も固定的

ではない（斉藤 2003）。

以上のような多様性が本来的なNPOの特徴で

あり、NPO事業者を一括りして語れない面が大

きい。NPOは独自の価値―人々のあいだの連帯、

アイデンティティー、互助的支援等を生み出す存

在である（Socialstyrelsen2006）。それを、高齢

者介護サービス供給の場面に活かすには、実態や

特徴の明確化とそれを踏まえた対応策が課題となっ

ている。

1． 選択の自由拡大への徹底的な対応

競争のなかでも、2000年代に推進された顧客

選択制度は、個人レベルでの選択や影響力を強化

する仕組みという点が大きな特徴である。従来の

スウェーデンでは集合的かつ重層的な仕組みで介

護の質を確保してきたが、それのみでは対処しき

れなくなった（吉岡 2010.b）。

ただしスウェーデンの場合、選択の自由拡大と

同時に、それに対する制度的対応策を次々と構築

している点が非常に特徴的である。Ⅲ章で示した

通り、介護の質について新たな形での評価・情報

公開の仕組みが急速に構築された。これは、利用

者個人だけでなく、公的セクターへの刺激にも活

用されている。更に、監査等の公的統制が強化さ

れつつある。無論、形式的な選択肢や情報が整っ

ても、結局は利用者にどう資するかが問題との課
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題も残されている。しかし、徹底的に収集した客

観的情報を基盤に議論に繋げようとする姿勢は、

一つのスウェーデン的な集合的解決の仕組みとも

とらえられるだろう。

日本の公的介護保険制度は、スウェーデンの顧

客選択制度の仕組みと類似している。2000年以

降、サービスの質の多様化や向上が謳われ、実際

にさまざまな質の事業者・サービスが爆発的に増

えた。だがこの時、市場化された介護サービスの

質の保証について、対応策はどうであったか。第

三者評価や苦情窓口等は一般化したが、結局、社

会全体での公的システムとしての対応や、客観的

データの収集・公開・比較は十分進められてこな

かったように思われる。介護サービス利用者であ

る高齢者を単に市場に放り出すのではない仕組み

を追求しなければ、競争による質の向上は望めな

いことは、どちらの国も同様である。スウェーデ

ンでも現在模索中であるが、その徹底的に諸対応

を講じる姿は日本への参考になる。

2． 改革のなかで維持すべき理念と枠組み

2000年代の高齢者福祉をめぐる動向は、巨大

企業の介護市場での躍進や、介護・家事の私費購

入拡大と、従来のスウェーデンモデルを逸脱する

変化を確かに含んでいる。これに対し、セベヘリ

ら（Meagher&Szebehely2011）は、個人間の不

平等拡大とスウェーデン型福祉の「普遍性」の綻

びを懸念している。しかし、制度やメニューを柔

軟に変化させる一方で、この間のスウェーデンの

福祉政策の根幹部分はあくまで維持されてもいる。

社会保障の維持と充実は右派・左派ブロックとも

共通に示しており、今日でも実際の高齢者介護供

給の大半が公的セクター直営である。

そう考えると、2000年以降の変動は、福祉国

家の基本的理念と枠組みを維持するための、スウェー

デンの必死の試みにも見える。日本でも、介護保

険制度改正等で種々の改革が進められている。た

だ、スウェーデンの姿に照らすと、近年の日本で

の改革は最終的目標が不透明で混迷しているよう

に感じられる。制度の複雑化と給付の縮小が繰り

返されれば、国民の期待や安心感は低下せざるを

えない。

介護保険導入当初は、介護の社会化が掲げられ、

介護サービスの評価、競争のルール、市民参加等

が実に活発に議論されていた。高齢化が更に加速

する日本において、維持すべき理念と枠組みは何

かを真剣に問い直した上で、財政の限界を示すだ

けでなく、質の保証・向上への前向きな解決方法

を探ることが重要であろう。

スウェーデンも、模索のなかで例えば本稿Ⅳ章

で触れた供給多元化の部分は苦慮している。日本

でも、草の根的な介護NPOが一時急増したが現

在停滞ぎみであること、事業者間の熾烈な競争が

現場に疲弊を生んでいること等、共通の事情もみ

られる。介護の世界にイノベーションと多様性を

もたらすには、個人や市場の力と同時に、適切か

つ強力な公的対応が必要なことは両国共通に明ら

かであり、今後の対策が求められる。

注

1） 2010年，ホームヘルプの利用率は65歳以上の9％，

80歳以上の23％，また介護付き特別住宅利用率は

65歳以上の5％， 80歳以上の14％であった

（Socialstyrelsen2011.a）．

2） この期間の利用率変化は，ホームヘルプが18%増，

介護付き特別住宅が19%減である．ただし，2000

年代に特別住宅の一種であるサービスハウス（介

護ニーズ判定有）のシニア住宅（介護ニーズ判定

外）への転換が進行したため，各々の増減が生じ

たとの指摘もある（奥村 2010:p.153）．

3） 10万クローナまでの購入に対して適用．家事援助

サービスは内容の規定があり，掃除をはじめ高齢

者の見守りケア，子どもの宿題と幅広いが，専門

的な介護等は含まない．

4） Skatteverketspressmeddelande.・ver14milijarderi

ROTochhush・llsavdragunder2010.&Skatteverket

(2009).

5） コミューンは，ニーズ判定の枠外での追加サービ
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スの販売を法的に禁止されている．

6） 例えば，階段にある電球取替え，地下倉庫の荷物

運び等．

7） Hartman2011は保育，教育，個人家庭福祉，労働

市場，保健医療，高齢障害福祉を比較している．

8） Regeringenprop.2008/09:29.pp.20-22．斉藤 2002:

pp.95-96.

9） Socialstyrelsen2004,Socialstyrelsen2007:p.7

10）1999年，社会サービス法に虐待通報義務の条文が

加えられた．

11）Socialstyrelsen2011.c

12）Socialstyrelsen2010.c

13）本稿では，社会的経済の概念に含まれる団体や組

織を便宜上「NPO」と呼ぶ．スウェーデンにおけ

るNPO法人形態としては，理念的団体，経済的団

体（協同組合），財団が中心である．

14）便宜上ホームヘルプと呼ぶが，在宅介護（ホーム

ヘルプ中心）（Famna2011）のこと．

15）高齢者／障害者を区別した統計は，2002年以降公

表されている．

16）FamnaHP,及び筆者によるFamnaでのインタビュー

による（2011年8月）．

17）原語では "ideburnav・rdgivareochsm・f・retag"．

「理念的団体」「協同組合」を中心に，その他の形

態の非営利組織や小規模な民間企業も含むとされ

ている．ただし，この調査は保健医療も含み，高

齢者福祉のみのデータではない．

18）非営利セクターと政府，自治体連合会（SKL）の

三者間の協定締結（2008年），「市民社会政策」の

発表（2010年）等，新施策の展開がみられる（吉

岡2011.a）．

19）2011年8月～9月に実施．ただしユダヤ人会とブロ

ムステル基金会は2006年5月に実施．

20）ただし，ホームヘルプ事業は，採算面での問題で

2010年から休止中．
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スウェーデン福祉国家は、高い税率に支えられ

た「大きな政府」と「スウェーデン型社会保障」

といわれる「就労を前提とした社会保険制度」や

積極的労働市場政策によって担保されてきた。

社会扶助（Socialbidrag：日本の生活保護に該

当）もまた、最底辺の所得階層をラストセーフティ

ネットとして支える公的扶助制度として、スウェー

デン福祉国家を支えてきた制度の一つであるが、

実態としての機能は残余的である。つまり、一般

的な社会保険制度の普遍性が高まり、生活保障の

範囲が広がるほど、社会扶助の対象者は絞り込ま

れその機能は残余的になることが想定されてきた。

そうした関係性があればこそ、過去10年間にお

ける社会扶助受給者や支出の増大が、スウェーデ

ン福祉国家の普遍性の「綻び」そのものとみなさ

れ、また、スウェーデン福祉国家の限界とみなさ

れたと考えることができる（Bergmark and

B・ckman,2004,p.425）。

本稿では、スウェーデンの福祉国家における社

会扶助の性格を改めて整理したうえで、制度発足

から約30年間の動向をレビューしながら、どの

ような意味でスウェーデンの社会扶助が岐路に立

たされているのかについて検討したい。

1． スウェーデンの社会保障制度

本稿の冒頭にあたって、スウェーデンにおける

社会扶助の位置づけを明確にするため、社会扶助

とそれ以外の社会保障制度に分類して、両制度の

相対的な位置づけを明確にしておきたい。
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Ⅱ 社会扶助の位置づけ

スウェーデンの社会扶助の30年

宮寺 由佳

特集：スウェーデンの社会保障―グローバル化経済の中での苦悩と挑戦―

■要約

本稿では、スウェーデンの最低所得保障制度である社会扶助の位置づけを整理したうえで、制度創設から今日ま

での約30年間の動向を、3つの期間に分けて検討する。第一期は、1982年から1990年頃までの経済が好調な期間、第

二期は、経済が悪化し社会扶助受給者の増大期である1990年代、第三期は景気回復傾向にある90年代後半から現在

までの期間である。それぞれの期間において、社会扶助が対象とした受給者像、社会扶助が抱える課題とその解決

の方法について、その変遷を検討する。社会扶助が、マクロ経済、社会保険の引き締め、地方分権などの要因に影

響を受けながら、受給者像を変えてきたことを指摘する。その受給者に対して実施された給付の抑制やワークフェ

ア的プログラムなど、社会扶助の政策展開を確認し、現在、社会扶助が抱えている課題と日本への示唆を述べる。

■キーワード

スウェーデン、社会保障、社会扶助、最低所得保障、ワークフェア



スウェーデンの社会保障制度は、社会保険制度

と積極的労働市場政策を中心に構成され、両者が

密接に関連している点に特徴がある1）。つまり、

失業者に対して受動的に所得保障のための給付を

行うのではなく、労働市場政策を通じて失業者を

労働市場に戻すことを重視している。

日本とは異なり、スウェーデンでは、例えば女

性の労働力率が極めて高く、いわゆるM字曲線を

描かず、逆U字を形成している。その結果、出産・

育児などによる就労の中断は限定的であり、かつ

社会保険（いわゆる両親保険）がその中断期にお

ける所得を保障している。社会保険が十全に機能

するためには、完全雇用が実現していることが前

提条件となっているが、このような性別を問わな

い高い労働力率が、スウェーデンの社会保険の実

効性を高めているといえる。

同様に、こうした就労の中断や疾病などによる

失業、育児期における負担などを社会的に保障す

ることによって、完全雇用が保持されているとい

う意味で、社会保険制度と積極的労働市場政策は、

相互に補完的にかつ相乗的に影響しあっているの

である。

したがって、例えば長期の景気後退によって失

業が継続した者には、こうした好循環が機能しな

くなり、「積極的労働市場政策（完全雇用による

社会保険受給権の付与）―社会保険（保険事故発

生時の保険給付）」の環から排除されやすく、社

会扶助がこれを救済することになる。言い換えれ

ば、社会扶助は、こうした環を補完する性格をも

つものとしてスウェーデン福祉国家を支えている

のである。

このように、スウェーデンの社会保障制度は、

就労と密接に関連したモデルであり、社会保険の

資格やその受給額が、労働市場への参加やパフォー

マンスと密接に関連している。そのため労働市場

に参加していない人や参加の期間が短い人々は、

社会保険制度に対して補完的かつ残余的な位置づ

けにある公的扶助制度である社会扶助の対象とな

る傾向が強いのも事実である。

2． 社会扶助の位置づけと概要

（1） 社会扶助の位置づけ

社会扶助は普遍主義的制度と異なり、ミーンズ

テスト（資力調査）を行うことによって受給対象

者を決定するという選別主義的制度である。資産

調査では収入、資産保有の状況が本人の同意のも

と確認されるが、一般に極めて厳格に実施される。

申請者は、まず預貯金や株などの資産はすべて活

用することが求められ、家屋や自家用車など売却

が求められる場合がある点などは、日本の生活保

護と類似している。

社会扶助による所得保障は、「適切な水準」を

保障する程度とされている。社会扶助の水準は、

消費者庁がマーケットバスケット方式に基づいて

決定する「標準家計」を基準として、社会庁が毎

年決定している。この「標準家計」は、「社会の

中できちんとした生活が出来るために必要な商品

やサービスの消費を含むもの」であり、「適切な

水準」の生活を保障する基準を提示している。

ただし社会扶助の基準は、財政上の問題などに

よって影響を受けるなど、必ずしも「適切な水準」

についての明確な根拠があるというわけではない

（UFJ総合研究所,2003,p.47）。さらに、後に述べ

るように、社会扶助の費目の一部は、コミューン

がその給付基準を自由に決定できるため、生活保

障の水準や内容は必ずしも一定ではない。

（2） 法的根拠と各機関の機能

社会扶助の根拠法は、 社会サービス法

（Socialtj・nstlagen）2） である。社会サービス法は、

従来の「公的扶助法」（1956年施行）、「節酒法」

（1954年施行）、「児童保護法」（1960年施行）を

統合した法律であり、いわば総合的な社会福祉法

というべきものとして1982年に施行された。
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社会サービス法第4章1条1項では、「自ら必要

を満たすことができない者は、その生計援助およ

びそのほかの生活上の営みに対して、社会委員会

の援助を受ける権利を有する」と規定されてい

る3）。また同2項に「適切な生活水準を保障する」

ことが明記され、現金給付とソーシャルワークに

よる自立のための支援が提供される。さらに同法

2章第2条では、基礎自治体であるコミューン

（Kommun）が当該コミューンの居住者に対して、

最終的な責任を負うことが定められている4）。

社会扶助の実施機関については、国、国の出先

機関である県行政のレーン（L・n）、コミューン

がそれぞれ次のような役割を担っている。社会省

（Socialdepartmentet）は法律･政策案の準備や国の

予算作成を担当し、社会庁（Socialstyrelsen）が

社会扶助に関する細則の制定、扶助費の全国基準

額の設定を、さらにレーンはコミューンに対する

監査を行っている。

社会扶助における国、レーンの役割は枠組みの

設定や監視など限定的な役割であるのに対して、

コミューンは社会扶助の実施責任を有し、裁量の

余地が大きい。そのため社会扶助にかかわる組織

編成や管理運営、実施の方法などは、コミューン

によって異なる。この点は、社会保険制度の実施

運営主体が、国レベルの社会保険庁および地域レ

ベルの社会保険事務所で行われ、コミューンが関

与していないのとは異なる点である。

（3） 給付内容

社会扶助は、18歳以上で所得・資産がコミュー

ンの定める基準以下の者を対象としている。国籍

などの要件はなく、スウェーデンに1年以上滞在

する者には受給資格が付与される。原則16歳か

ら64歳までを対象としている。これは、65歳以

上の高齢者は老齢年金によって従前所得に対する

一定割合の所得が保障されるため、原則として社

会扶助の対象とされてこなかったためである。

社会扶助では先述の通り、現金給付とソーシャル

ワークが包括的に提供される。社会扶助における

現金給付と自立支援という包括的な支援は、貧困

者に対して総合的でかつ適切な支援につながると

して重視されてきた。それは社会サービス法が、

それ以前の法体系における貧困者への抑圧的かつ、

管理的な扱いを脱却し、貧困者の受給権の付与と

自己決定の確立を目的としたためであるとも言わ

れている（BergmarkandMinas,2006,p.27）。

1． 社会扶助受給者抑制政策の展開

ここまでで、スウェーデン社会保障制度におけ

る社会扶助の位置づけと社会扶助制度の概略を示

した。以下では、過去30年における、社会扶助

政策の動向を整理し、そのことによって、スウェー

デン福祉国家の変化と課題の一端を示してみたい。

1982年に施行された社会サービス法により社

会扶助が運営されて以来の約30年間を概観する

と、受給者の変化や政府の対応から大きく3つの

時代に区分することが可能であると考えられる。

第一期は、制度創設の1982年から1990年頃ま

での期間であり、好調な経済状況（バブル景気）

により、社会扶助受給者が低い水準にあった時期、

第二期は、1990年代における経済悪化とそれに

伴う社会扶助受給者の増大期であり、後述する通

り、政府側の対応にも混乱がみられる時期である。

そして、第三期は、90年代後半から現在に至る

期間であり、制度の対象者に関する制度改正と景

気の回復後にすすめられたワークフェアの流れ、

その後のリーマンショックの影響下にある期間で

ある（図表1参照）。

以下では、それぞれの期間における、社会扶助

をめぐる状況について整理する。
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2． バブル経済期の受給者像（第一期）

社会保障制度全体の設計が失業者の労働市場へ

の復帰に重点を置いた制度であることはすでに触

れたが、社会扶助もまた受給者が短期に扶助から

脱却し、労働市場へ戻ること前提とした制度であ

り、実際に、1980年代においては大半が短期受

給者であった。

これらの受給者に典型的にみられたのは、失業

保険の給付期間が終わり、社会扶助の受給に切り

替わった層である5）。ただし、こうした層は積極

的労働市場政策による就労支援や就業機会さえ提

供されれば比較的容易に労働市場に復帰すること

が可能であり、また、一定期間の就労を経れば、

仮に再度失業した場合でも、失業保険の給付対象

となった。

一方で、長期受給層が一定程度存在すること、

さらに失業を理由として社会扶助を受けた人の多

くが、低学歴や労働市場における経験不足をはじ

め、さまざまな問題や不利な条件を複合的に抱え

ていることが問題視された。そのため、失業を理

由とするグループと、失業以外の問題、すなわち、

精神疾患、薬物依存やそのほかの生活問題を抱え

るグループと明確に分けて支援をすることは難し

い状況となっていた（Giertz,2004,pp.27-28）。

そもそも、社会サービス法の前身にあたる「公

的扶助法」の対象者には、貧困者、高齢者、障害

者、アルコールや薬物の依存者、精神疾患を持つ

者、移民などが少なくなかったため、コミューン

の裁量において、①経済的援助、②介護などケア

の提供、③個人的な問題に関する援助が総合的に

提供されていた（Holgersson,1996,p.182）。

これらの問題を抱えた対象者を引き継ぐことと

なった社会扶助においては、就労による自立より

も、むしろ社会サービス法の目的である「社会参

加」を目指すことに焦点が当てられた6）。いわゆ

る現金給付とソーシャルワークによる「統合的な

海外社会保障研究 Spring2012 No.178

－48－

図表1 スウェーデンの失業率と社会扶助受給率

（出所）失業率については、OECD,EconomicOutlookDatabase,Access;March2011.社会扶助受給率については、
Socialstyrelsen（2011）をもとに作成。

（注）時期の区分は、筆者によるもの。



ケア」が提供されていたのである。

これらの対象者において重要なのは、就労の機

会を直接的に提供することではなく、まずは、通

常の社会生活に適応できるような生活習慣を獲得

するために、現在抱えている生活課題を軽減また

は解消することである。

したがって、そこで提供される機会は、公園の

ゴミ拾いや地域の企業での職場経験（例えば、自

転車店で自転車の修理など）といった比較的単純

なものであることが多い。そのほかにも、ソーシャ

ルワーカーとの相談を通じて、さまざまな社会資

源を活用して問題を解消するという一般的なソー

シャルワークが行われるという点では、日本の生

活保護のケースワークと同様である。

社会扶助がほかの社会保険制度と異なり、最も

住民に近いコミューンを実施機関として運営され

ているのは、こうした「統合的ケア」という仕組

みが背景にあることを指摘することができる。

以上のように、社会サービス法が施行された

1982年から1990年頃までの社会扶助は、受給者

を短期に社会扶助から脱却させることを前提とし

つつ、その役割は積極的労働市場政策と社会保険

に任せ、実態としては、さまざまな問題を抱える

受給者の支援に焦点が当てられていたといえる。

この期間のスウェーデンにおけるマクロ経済は、

金融自由化の影響などを受け、日本と同様に、い

わゆるバブル景気を迎えていた。特に1985年か

ら1990年までの期間は、失業率も3％を下回り、

1989年には1.56％まで低下するなど、スウェーデ

ン福祉国家の好循環によって「スウェーデン型社

会保障」が理想的な状態に近づいていた時期とい

える。もともとスウェーデンは、労働力率が高く、

失業率の低さは、人口のより広範な人口を就労に

もとづく社会保険制度に包摂していることを意味

している。まさに、スウェーデン型の社会保障が

機能しうる条件、すなわち、完全雇用を満たして

いたのが、この時期であり、社会扶助は本来の社

会保険を補完する役割を担っていたといえる。

その結果、社会扶助受給者は、短期受給者の多

くを占める一般的な失業による受給者がより減少

し、精神疾患、薬物依存やそのほかの生活問題を

抱えるなど、景気浮揚の恩恵を直接的に受けるこ

とが難しい層の比率が相対的に高くなっていった

といえる。

3． バブル経済の破綻と社会扶助（第二期）

（1） 社会保険の抑制と社会扶助への流出

このような状況は、1990年にバブル経済が破

綻すると一変する。1991年から93年にかけては、

GDPが3年連続マイナスとなり、1980年代後半に

1％台だった失業率は、1993年には8％台を超え

た。

経済状況の悪化により、社会扶助受給者も急速

に増加していった。社会扶助の受給率は受給者ベー

スで1990年には5.7％であったが、1996年には8.2

％に達した。世帯ベースでは7.5％から10.3％と

いう高い受給率を示した。社会扶助の総支出額も

1997年にピークを迎え、社会サービス法が施行

された直後の1983年時と比較すると、およそ2.8

倍にまで上昇した。

景気の悪化は、失業者の増大をもたらし、失業

保険や疾病手当などの受給者数も押し上げていっ

た。政府は、バブル経済の崩壊に伴う財政再建の

ため、社会保障費用における支出の削減策を次々

に打ち出した7）。

バブル経済期には傷病手当制度において、従前

賃金の90％が保障されていたが、1991年には、

休業の最初の3日間は65％、4日目から90日目ま

では80％に改訂され、90％の給付は91日目以降

となった。1992年には、休業14日目までの給付

費用の全額事業者負担などが定められ、1997年

には、28日に延長された8）。1993年4月には、

1987年に廃止されたいわゆる待機日が再導入さ

れることとなった。さらに1993年7月には、給付
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365日目以降の、給付水準が70％に引き下げられ

るなど、毎年のように改訂が続いた。

児童手当については、1990年、1991年に給付

額の引き上げが行われていたが、1995年および

1996年には、歳出削減政策の影響を受けて比較

的大幅な給付の引き下げが行われている9）。

失業保険では、給付削減のため、1993年には

従前賃金に対する置換率を90％から80％に引き

下げ、1996年にも再度の引き下げを行い、置換

率は75％に設定された10）。

こうした失業保険の引き締めの背景には、労働

政策と社会保障が強い関連を持つことによる一種

の弊害というべき現状があった。すなわち、失業

保険における所得保障給付と、労働市場政策のプ

ログラム参加によって得られる所得保障給付を、

事実上繰り返し受給し続ける失業者が増加したと

いうことである。こうした現象は「回転ドア」と

呼ばれ、結果的に長期受給者を生み出す仕組みと

して大きな批判を受けた（ClasenandOorschot,

2001）。

そのため、失業保険の引き締めのみならず、労

働政策における就労支援のためのプログラムも、

給付の引き締めが行われた。プログラム参加への

義務付けや、プログラム参加を拒否もしくは中断

した場合は、給付の打ち切りを行うなど、制裁的

な措置が実施された。

この時期のプログラムの目的は、失業者に対し

て就業能力を高め労働市場に復帰させることから、

プログラムの対象となるべき失業者の数を減らす

ことへと変化した（Bergmark,2003.,p.303）。労

働市場への復帰と失業者数の減少は一見すると同

義だが、この時期においては、失業保険給付の条

件を厳格化することで、労働市場に復帰できず、

失業保険給付も受給できない層が増加したことを

意味した。こうした引き締めによって、失業保険

を受けられない人が、やむをえず社会扶助を申請

するようになっていったのである（Salonen,1997）。

（2） 社会扶助の抑制と中央政府の介入

このように社会保険側が給付を引き締めていく

一方で、社会扶助側も、景気の後退に対応する形

で給付の削減を目的とした対策を進めていくこと

になる。

社会扶助は、元来、コミューンの裁量によって

運営されており、国の関与が枠組み的なものであ

ることはすでに述べた通りである。したがって、

社会扶助の給付基準はコミューンによって差異が

あり、このことがナショナル・ミニマムを保障す

るべき社会扶助における大きな課題となっていた。

社会庁は、1985年よりコミューンに対して社

会扶助の基準額を提示している。しかしコミュー

ンには、このガイドラインとしての基準額を遵守

する義務はなく、あくまでもコミューンの基準額

決定の際の目安となっていた。そのため、コミュー

ンは、社会扶助の給付基準額を国の定める基準か

ら一般に5～6%程度低く設定する傾向があった。

（Giertz,op.cit.,p.27）

とりわけ1990年代の社会保険の引き締めが行

われた環境においては、その受け皿となる社会扶

助受給者の増大を招くことから、コミューンはで

きる限り、社会扶助基準額を抑制的に設定するこ

とになった。その結果、コミューンの間で給付額

の格差が生じていった。

社会扶助では、コミューンは制度の運営実施の

みならず、財源にも責任を有している。他方、社

会保険に対して、コミューンは決定権限を持たな

いことから、経済危機においては、中央が社会保

険の守備範囲（給付対象や給付条件）を狭めるの

に対して、コミューンが社会扶助の守備範囲を狭

めるという形で、相互に自己防衛してしまうとい

う問題が生じてしまったのである。

本来、こうした状況を回避するために、社会扶

助基準額について国からガイドラインが提示され

ていたわけだが、コミューンがガイドラインを遵

守しない、いわゆる紳士協定破りによって、相互
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の補完関係が崩れ、むしろ相互に負担を押し付け

あうという状況に陥ったのである。

社会扶助給付額の地域間格差は、問題視されて

いたものの、当時、地方分権が推進されている状

況下においては、国がコミューンに介入すること

は簡単ではなかった。むしろ、1994年には、最

高行政裁判所によって、コミューンが社会庁の示

すガイドラインを下回る社会扶助基準を採用する

ことを容認する決定が下されるなど、コミューン

の給付削減の方向性は是認されていった11）。

そこで政府は、1998年社会サービス法の一部

改正によって、社会扶助行政への国の関与の幅を

広げた。法改正では社会扶助の費目を大きく、①

全国基準額が示される経済援助（食費、衣類、娯

楽・余暇費、新聞購読料など）、②全国基準が示

されないが必要とされる経済援助（住居費、光熱

費、通勤費、労働組合費、失業保険費など）、③

そのほかの生活に必要な援助の3分野に分け、①

の費目については、社会庁が全国一律の基準を、

②、③についてはコミューンが独自の基準を採用

できることとされた。

これによって、コミューンは①の費目について

は全国基準を遵守することが求められた。現在で

は、ほとんどのコミューンで全国基準が遵守され

ており（Minas,2005,p.30）、基本的な生計費に

ついてはナショナル・ミニマムが保障されること

となった。

4． ワークフェアとカテゴリ化（第三期）

（1） 90年代の経験から変質する社会扶助

90年代の経済不況がもたらしたものは、社会

保険と社会扶助双方における給付の削減（押し付

け合い）であったが、90年代後半以降、その方

策は受給者の義務の強化という形で具体化されて

いった。

1998年の法改正によって、受給者は社会扶助

を受給する条件として、国が管轄する公的職業訓

練所（Arbetsf・rmedlingen）への登録と、求職活

動が求められた。不正受給の取り締まりも強化さ

れ、例えば受給資格があるにもかかわらず、社会

保険制度を利用せず、社会扶助を受給していた者

に対しては、その費用の返還義務が強化された。

（Socialstyrelesen,2002,pp.11-12）。

また、2002年の法改正では、①25歳未満の受

給者、②25歳以上で技能の向上が必要である者、

③学生については、求職活動と就労プログラムへ

の参加が義務化され、これを断ると扶助の停止や

減額など強い制裁が加えられることとなった。さ

らに、これまで国の労働政策によって行われてき

た若年層の就労支援の運営権限が、国からコミュー

ンへと移管された。

政府は、社会サービス法の改正を通じて、社会

扶助行政への関与を行いつつ、コミューンの社会

扶助行政に従来は国の管轄であった「労働」を担

わせた。ここに社会扶助における「福祉と労働」

についての本格的な取り組みが始まったといえる。

このような社会福祉分野における労働の重要性

の高まりは、1990年代の経済危機における若年

層の失業が大きな影響を与えている。図表2の通

り、バブル崩壊によって最も雇用における影響を

受けたのが20歳から29歳の層であることが、労

働力調査からわかる。各年齢層とも、景気の回復

に伴い、小幅ながら、雇用の改善が認められるも

のの、20-29歳の層については雇用率が低水準の

ままであり、ほかの年齢層の水準までは回復して

いない。こうしたことから、政府の積極的労働市

場政策は、若年層に焦点を当てたものに方向転換

を進めていくのである。

（2） ワークフェアへの潮流

こうして社会扶助が労働を担うようになると、

その主なターゲットは若年層へとシフトし、その

目的は若年層を労働市場へ戻すことへと変化して

いった。社会扶助の従来の取り組みは、どちらか
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といえば、複雑な課題を抱える受給者をターゲッ

トにした「統合的なケア」と呼ばれるソーシャル

ワークが重視され、失業による短期受給者の社会

扶助からの脱却は、国の積極的労働市場政策に依

存していた。

そのため、こうした動きは、コミューンがこれ

まで想定してこなかった社会扶助受給層の支援に

着手することを意味し、また、失業者を労働市場

に戻すという労働政策の目的を国と共有すること

になったということもできる。前述の労働分野に

おける給付の考え方の変化、すなわち受給者に対

する強制や指導の要素を強く持つ「ワークフェア」

への流れが、コミューンにおける社会扶助にも引

き継がれていったのである12）。

社会扶助のワークフェア化に拍車をかけたのは、

社会省が2002年に示した報告書である。この

「社会扶助受給者の半減―スウェーデンの目標」

と題された報告書は、2004年までに1994年時点

の受給者数から半減させる目標を設定し、受給者

を半減させるための具体的な方法を検討するため、

以下7つのケースを想定し、シミュレーションを

行っている（EklindandL・fbom,2002）。

①生産性と賃金が向上した場合、②失業率が減

少し、雇用が促進された場合、③低所得者に対す

る減税を行った場合、④児童手当が増額された場

合、⑤住宅扶助が増額された場合、⑥低所得者向

けの特別給付を支給した場合、⑦社会扶助受給者

に特別給付を支給した場合、である。

報告書では、社会扶助受給者削減の効果が高い

のは、②の雇用による社会扶助からの脱却と、⑦

の社会扶助受給者に新たな給付を支給し、所得を

向上させることで社会扶助から脱却させることで

あると述べている。

一方で、④や⑤のように、特定の目的に対する

社会手当では、さまざまな課題を抱える社会扶助

受給者の問題を解決できないため、その増額によっ

て受給者数を減少することはできないと結論付け

ている。つまり、社会扶助受給者を労働市場に戻
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図表2 スウェーデンの労働力率の推移

（出所）LaborForceSurveys,StatisticsSwedenから筆者作成。
（注）1993年は統計処理の方法が変更されたため、従前方法の場合と修正後の数値を掲載した。



すこと、また社会扶助受給者をターゲットとして

新たな制度を創設し、特定のグループを社会扶助

から移転させることが、社会扶助受給者を減少さ

せるための最も有効な手段であることを示したの

である。

この報告書に基づいて、社会庁はコミューンに

対して、社会扶助受給者を削減させるための具体

的な取り組み、特に就労による自立を促すための

取り組みについて積極的に助成を行っていった。

（3） コミューンのプログラム

こうしてコミューンは、社会扶助受給者を労働

市場に戻す方法を模索していくこととなったが、

その取り組みの多くは、職業訓練や一時的雇用な

どへのプログラムに受給者を強制的に参加させ、

プログラムに参加しない場合は社会扶助の支給を

停止するなど、強制と抑圧的なものとなっていっ

た13）。

しかし受給者を労働市場へ戻すためのプログラ

ムの機能は限定的であるとする研究が少なくない。

例えば、ワークフェア化したプログラムをいち早

く採用したウプサラ市（Uppsala）における実証

研究では、社会扶助費の支出は削減されていない

と指摘されている。（Bergstr・m andMilton,

1998； Milton,2006）。そのほか、マルメ市

（Malm・）についても、特に長期受給者に対して、

プログラムの効果がほとんどないことが示されて

いる（Giertz,op.cit.）。

近年では社会扶助受給者数や扶助費の支出を抑

制しているという研究はほとんど見られないとい

う指摘もあり（K・hler,Thor・n,andUlmestig,

2009,p.290）、プログラムへの評価は必ずしも高

くない。

こうしたワークフェア化したプログラムが、社

会扶助受給者を労働市場へ十分戻すことができな

い理由として、国の労働政策のプログラムと比較

すると、コミューンのプログラムはその実施体制

や内容が不十分であるという指摘もあり（Thor・n,

2005,p.8）、コミューンが労働政策を担うことの

難しさが表出しているともいえる。また、社会扶

助のソーシャルワーカーは、大半が大学で専門教

育を受けた職員が担当しているが、就労支援その

ものの専門家ではないため、おのずと支援の効果

には限界があるという点も指摘される。

また、給付抑制政策の流の中で生まれてきたワー

クフェアは、建前としては、就労支援となってい

るものの、職員の質の低下も相まって、ワークフェ

アが給付抑制策として理解されてしまっている点

も指摘されている（Socialstyresen,2003,p.57）。

（4） 対象者のカテゴリ化

第三期におけるもう一つの動向は、社会扶助か

ら一定の課題を共有する層を分離させるいわゆる

カテゴリ化である。

2003年には、3年以上にわたってスウェーデン国

内に居住する者を対象として最低限度の年金を給

付する税方式による最低保障年金（Garantipension）

が創設された。その結果、2003年を境に社会扶

助受給者から高齢者は分離したとみることができ

る。

ただし、最低保障年金を満額受給するには、ス

ウェーデン国内における40年間の居住が条件と

なるため、移民や若年期に他国において就労して

いた場合などは、最低保障年金の満額を下回る金

額しか受給することはできないことから、結果的

に社会扶助受給者となってしまうという問題があっ

た。

そこで、壮年期に移民としてスウェーデンに移住し

てきた場合などに対応するため、最低保障年金の導

入とともに、高齢者生計扶助（・ldref・rs・rjningsst・d）

が2003年より施行された。高齢者生計扶助は65

歳以上で少なくとも1年間はスウェーデンに滞在

する予定のある人を対象として、生計費を支給す

る制度である14）。
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2つの新たな制度の導入には、社会扶助の運営・

管理における課題を解決する狙いもあった。社会

扶助は原則毎月申請内容の変更の確認などの事務

が必要となり、管理コストが課題となっていた。

特に収入の変化など申請内容の変更が少ない高齢

者の事務管理については、その効率化が急務とさ

れていた15）。さらに、社会扶助に付随するスティ

グマも課題のひとつであった。

また、2002年に筆者が実施した社会省の担当

者へのヒアリングによると、高齢者生計扶助を創

設した理由について、「社会扶助は原則として18

歳から64歳のいわゆる稼働能力層を対象として

いるため、高齢受給者が社会扶助に多く存在する

ことは、社会扶助の目的と合致しなしため、新制

度の創設が必要であった」と説明している16）。こ

うした「社会扶助の対象者不整合」は、スウェー

デンの政策目標である完全雇用と、完全雇用に基

づいた社会保険による所得保障を壊すことになる

という危機感が制度創設の背景にあったといえ

る17）。

（5） 残された対象者と援助技術

社会扶助受給者の課題の複雑性は、本稿におい

てもすでに指摘した通り、社会扶助が施行された

1980年代から明らかであった。むしろ、1990年

代の経済危機の間は、社会保険の引き締めなどに

より、社会扶助が、十分な稼働能力を有する一般

的な失業者を多数引き受けたことから、こうした

複雑なニーズを抱える受給者が全受給者に占める

割合は低下していたことが推定される。2000年

代に入ると、景気回復に伴い、再び社会扶助受給

者は経済危機以前の水準となり、制度当初からの

問題がクローズアップされたに過ぎない。

そこで問題となるのは、こうしたカテゴリ化に

よる対象者の分離が行われた後の「残された対象

者」への援助方法のあり方である。社会庁は、社

会扶助を含む社会サービスにおける援助の効果を

上げ、こうした複雑化する対象者の課題に対応す

るため、ソーシャルワークの知識・技術の体系的

な見直しと開発を急務とした。

社会庁はこれまで社会サービスにおけるソーシャ

ルワークが経験的な知識に基づいて実施されている

ことを課題とし、2001年から「知識に基づいた社会

サービス（F・renkunskapsbaseradSocialtj・nst）」

に関するプロジェクトを実施した。社会庁は①ソー

シャルワークの知識と技術の開発、および社会サー

ビスの管理運営の開発、②開発のための研究助成、

③大学におけるソーシャルワークの学問的体系の

見直し、④ソーシャルワーカーおよび社会サービ

スにおける管理職などの専門家の養成などに着手

する、など、援助技術に対する関心が高まってい

る（Socialstyrelesen,2004）。

社会扶助受給者の多寡は、一国の所得格差を表

すものとして理解されることも少なくないが、ス

ウェーデンにおける社会扶助の30年間を俯瞰す

ると、それが単に所得最下層の増減の歴史ではな

いことがわかる。社会扶助はマクロ経済、社会保

険の引き締め、地方分権、就労支援の強化などい

くつかの要因に影響を受けながら、受給者数の増

減を繰り返してきた。

本稿では、過去30年間における社会扶助を取

り巻くすべての要因について言及しているわけで

はないが、特徴として、以下の4点を挙げること

ができるであろう。

第一に、社会扶助受給者に見られる、課題の複

雑性である。受給者の中には、制度制定より現在

まで、経済的問題以外のさまざまな問題を抱えて

いるという処遇困難層が少なくない割合で含まれ

ている。こうした層がワークフェア的支援によっ

て社会扶助から脱却することは困難であり、今後、

社会扶助からの脱却以外の目的をどのように設定
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しどのような支援を行うのかという点が課題のひ

とつである。

第二に、最低所得保障制度における就労支援の

扱いである。スウェーデンの社会扶助は、本来的

に短期間で社会扶助を脱却することが強調されて

いるものの、それは社会扶助に就労支援の機能が

付与されているからではなく、中央政府による積

極的労働市場政策が雇用環境を迅速に調整するこ

とで完全雇用を達成し、結果的に社会扶助から受

給者を労働市場に引き上げるメカニズムによって

支えられていた。

この点は、日本が生活保護制度において就労支

援や生活保護からの脱却方策を検討する際に大い

に留意すべき点であるだろう。日本でも2011年

より、雇用保険と生活保護の間に存在する「隙間」

を埋める形で「求職者支援制度」が恒久的な制度

として創設された。生活保護と求職者支援制度間

の就労支援における役割の違いなど、日本にも議

論すべき点は残されている。

第三に、最低所得保障における中央政府と地方

自治体の財源、権限の問題についてである。スウェー

デンでは、国が社会保険を通じて主要な所得を保

障しているが、個別援助技術（ケースワーク）を

伴う最低所得保障はできる限り住民に近いレベル

で運用するとの観点から、コミューンの責任とさ

れてきた。しかし一方財政状況の悪化から、最低

所得保障をめぐり、国とコミューンの負担の押し

付け合いを経験することとなった。

日本でも三位一体改革の議論をふくめ、財源の

議論が行われているが、単に誰が負担すべきなの

かという議論だけではなく、最も効果的な主体は

どのレベルが実施することなのかという視点を欠

いてはならないだろう。また、2002年のスウェー

デンにおける社会サービス法の改正は、そうした

反省に立って行われており、我が国の生活保護を

考える上でも意義があるだろう。

最後に、年金制度との関係における社会扶助の

位置づけである。2003年の最低保障年金および

高齢者生計扶助の施行により、高齢者は社会扶助

から分離された。本来、高齢受給者の問題は基本

的には無年金・低年金の問題としてとらえるべき

である。カテゴリ化による高齢者分離は、イギリ

ス、ドイツなどでも2000年代前半までに実施さ

れている。

日本においても、生活保護受給者の約半数は高

齢者となっており、高齢者に対する支援のあり方

と、若年稼働層に対する支援のあり方は異なるこ

とから、今後、生活保護における高齢者層の取り

扱いについては、改めて検討が必要ではないだろ

うか。

注

1） スウェーデンでは，「社会保険制度」を，雇用者

と被用者の拠出に基づく社会保険原理によって運

営される制度とは規定しておらず，財源の如何に

かかわらず，国民の所得を保障するための社会保

障制度における一般的な呼称として用いている．

社会保険は「居住に基づく給付」と「就労に基づ

く給付」に大別され「居住に基づく給付」の多く

は，児童手当や障害手当など租税を財源とした制

度であり，スウェーデン国内における居住期間に

応じて支給される．日本やほかの西欧諸国では，

「社会手当」や「公的扶助」として分類されるも

のである．他方，「就労に基づく給付」は，雇用

に応じて加入資格が規定され，保険料拠出を伴う

ものが多いことから，一般的な「社会保険」に近

い概念として整理できる．

2） 社会サービス法は1980年に制定，1982年に施行さ

れている．社会扶助をはじめ，児童，高齢者，障

害者などに対する対人社会サービスに関する理念

や目的，さらに責任の所在を示した基本法である．

3） 社会サービス法第4条では，コミューンにおける

社会サービスの計画は，コミューン議会が議決し，

社会委員会が執行する，と規定されている．ただ

し，委員会の設置や執行に関する組織については，

コミューンが独自に設置することができる．

4） スウェーデン全土に約290のコミューンが存在す

る．人口規模や面積は，コミューンによって大き

く異なる．

5） なお，アルコール依存症の患者などの複雑な問題

を抱えた層と，失業を理由とする層の比率に関す
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る統計は存在しないが，Behrandt（2002）は，こ

うしたスウェーデン社会扶助受給者の二層状態に

ついて言及し，複雑な問題を抱えた層は社会扶助

による貧困の緩和が難しいことを指摘している．

6） 社会サービス法の目的（第1条第1項）は「社会サー

ビスは，民主主義と連帯の精神に基づき，人間の

経済力と社会的安心感の向上，生活条件の平等化

と積極的な社会参加を促進するものである」と規

定されている．

7） この時期のスウェーデン政府による財政政策はの

ちに成功と評価されている．詳細については，

Jonung（2009）参照されたい．

8） 1998年3月から再び14日に短縮され，2003年以降

は21日となっている（Andren,2003,p.55）．

9） 1995年改訂では，第三子以上の給付費が若干引き

下げられたが，1996年改訂では，第一子の給付額

が年額9,000クローナから7,680クローナに引き下

げられた．

10）なお，置換率は翌年の1997年に80％に戻されてい

る．

11）地方分権化の流れは社会サービスに限定されなかっ

た．社会サービス法の中に規定される高齢者や障

害者への介護サービスもまた，1992年のエーデル

改革によってコミューンに移管された．

12）労働政策が社会扶助に与えた影響とワークフェア

化の展開については，拙稿（2008）において，詳

細を議論したので，ここでは概略のみを整理する

こととしたい．

13）ワークフェア化した社会扶助の評価については，

拙稿（2010）を参照されたい．

14）租税を財源とした制度であるが，社会保険（「居

住に基づく給付」）に分類される．

15）高齢者生計扶助の導入によって，高齢者の生活保

障の責任が，コミューンから国へ移ることとなり，

事務手続きが毎月発生しないことから，事務負担

の軽減にもつながっている．

16）2002年10月28日に筆者が実施した，社会省の社会

扶助担当官，Ms.AnnaGralbergへのヒアリング

より．

17）こうした動向は，「社会扶助受給者の半減―スウェー

デンの目標」の中で言及された「社会扶助受給者

に特別給付を支給した場合」を具体化したもので

ある．
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1． 経済学的観点から見た労働市場政策の意義

スウェーデンの社会保障政策の基礎となってき

た理念は「ワーク・プリンシプル（Arbetslinje）」

という考え方である。政策議論で盛んに聞かれる

言葉であるが、明確な定義がなされる機会は稀で

ある。スウェーデン政府は社会保険制度の改革を

目的として2004年に社会保険調査委員会を設立

し た 際 、 包 括 的 な 定 義 を 行 っ て い る

（Socialf・rs・kringsutredningen,2005）。そこでは

「就労が可能で自分で生計を立てたり、社会のた

めに貢献できる者には、その可能性がきちんと与

えられる」とともに「全ての人は自分の就労能力

を生かしたり、それを発展させながら、必要であ

れば職や居住地を変えて就労の努力をする義務が

ある」とした上で、政府として「現金の支払いよ

りも、就労支援や教育・訓練といった積極的な措

置を優先する」ことだとされている。

ワーク・プリンシプルは、このように自らの能

力を生かして就労したり、必要に応じて社会から

サポートを受ける権利を意味すると同時に、就労

や能力発展を通じた自活の義務を含むものであ

る1）。政策議論では論者により重きの置き方が異

なるものの、主要政党の全てがこの理念の重要性

を認めている。この理念を政策として具体化した

ものが積極的労働市場政策である。

積極的労働市場政策というと、一般には政策の

対象となる失業者個人の就労可能性や所得にもた

らす効果に焦点が集まる。確かに、スウェーデン

のように低技能労働力の賃金が比較的高い国

（Skedinger,2005）では、低技能労働力の生産性

を訓練・教育などを通じて賃金よりも高く押し上
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げ、彼らの就労可能性を高めることは重要である。

しかし、マクロ経済にも主に次の3つの経路で影

響を及ぼすことを忘れてはいけない。

まず、労働力率を高めることによって、労働供

給曲線を右シフトさせ、均衡賃金を下げ、雇用を

拡大させる。また、それにより財市場での供給曲

線も右シフトするため生産量の拡大につながる。

第二に、労働市場におけるミスマッチの解消を

通じた効果である。ミスマッチには求人企業が求

める適性・能力と求職者の持つそれが一致するに

もかかわらず生じる摩擦的失業と、一致しないた

めに起こる失業がある。特に後者のミスマッチが

放置されると、経済全体では失業率が高いにもか

かわらず人手不足の職種では賃金が上昇し、それ

がインフレにつながったり、景気回復が阻害され

る事態（ボトルネック問題）となる（Lindbeck

& Snower,1988）。積極的労働市場政策を構成す

る様々なプログラムは、この2つのミスマッチを

解消することで人的資源の有効活用と経済の構造

転換を促進する機能を持っている。

第三の経路は、職業訓練などによる能力向上を

通じて労働生産性を高めることで、経済全体の賃

金や購買力が高まり、経済成長につながるという

ものである2）。

ただし、積極的労働市場政策のマイナス効果が

もたらす経済的非効率にも着目する必要がある。

まず、労働市場プログラムへの参加によって求職

活動がおろそかになる結果、プログラムに参加し

なくても職が見つかったであろう求職者の失業期

間を長引かせる恐れがある（ロックイン効果）。

これは、職業訓練などに当てはまる。また、プロ

グラムやその参加者が、非参加者の雇用機会を奪

うクラウディング・アウト（押し出し）効果も懸

念される。これは雇用助成金などに当てはまる。

一方、消極的労働市場政策を代表する失業手当

は、失業にともなう所得の変化に対応する保険と

しての役割だけではなく、求職者に時間的余裕を

持たせることで労働市場の適切なマッチングを促

し、マクロ経済の効率性を高める機能も持つ。も

し、失業手当の給付水準が低く期間も短ければ、

失業者はどの仕事でも急いで就かなければならな

い。この場合、就いた仕事と本人の適性・能力が

一致しないケースも増え、経済全体にとって非効

率となるためである。ただし、逆に給付水準が寛

大で期間が長い場合には、求職活動がおろそかに

なり失業率が高止まりするという研究結果3）もあ

るため、そのバランスを取ることが重要となる。

ちなみに、積極的な求職活動や様々な労働市場プ

ログラムへの参加が失業手当の受給条件であるス

ウェーデンのような国では、失業手当制度も積極

的労働市場政策の一部と考えることもできる

（Finanspolitiskar・det,2009）。

スウェーデンにおける労働市場政策の議論では、

以上のようなマクロ経済的観点からの効果や効率

性を考えながら、いかに最適な政策を形作るかが

中心となっており、これまでの様々な改革を見て

もこの視点からの議論が主要な原動力となってい

ることが分かる4）。

以下では、労働市場政策の各要素を簡単に説明す

る。なお、労働市場省（Arbetsmarknadsdepartementet）

の管轄下にあった労働市場庁（Arbetsmarknadsverket）、

労働市場委員会（Arbetsmarknadsstyrelsen）、県労働

市場委員会（L・nsarbetsn・mnd）、公共職業斡旋所

（Arbetsf・rmedlingen）は2008年にArbetsf・rmedlingen

に統合された。この新機関の名は旧制度での公共

職業斡旋所と同じであるが、新制度での位置づけ

は行政庁であるため、本稿では「労働市場庁」と

訳すことにする。

また、1クローナは2012年2月現在約12円であ

る。

2． 消極的労働市場政策

（a） 失業手当（失業保険手当および基礎手当）

スウェーデンにおける失業保険は制度上は公的
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社会保険に含まれず、職能・業種別の労働組合が

管理する各失業保険基金によって運営され5）、加

入者は雇い主が国に納める社会保険料とは別に給

与の中から保険料を納める6）。ただし、失業保険

基金はこの保険料だけでは運営が難しいため、社

会保険料の一部を財源とした多額の補填を国庫か

ら受けている。

失業までに最低6ヶ月働いており、失業保険組

合への加入期間が12ヶ月以上である者に受給資

格がある。自営業者でも廃業すれば受給資格があ

る。支払いは、失業後8日目から300日間だが7）、

18歳未満の子どもがいる場合は150日延長可能で

ある。給付額は給付開始から最初の200日は従前

所得の80％、残りの期間は70％である。ただし、

1日あたりの給付額の上限は680クローナ、下限

は320クローナである。支払いは平日のみである

ため、給付期間300日は約14ヶ月に相当する。

また、失業までに最低6ヶ月働いていたものの、

失業保険に加入していなかったり加入期間が短い

場合には、国庫を財源とする一日320クローナの

基礎手当が得られる。この場合も給付期間は300

日（もしくは450日）である8）。

（b） 活動手当（労働市場プログラム参加手当）

労働市場庁が管理する様々な労働市場プログラ

ムに参加する場合の手当であり、上記の失業手当

の受給者も、プログラム参加中は国庫を財源とす

るこの手当に切り替える。失業手当の受給資格が

ある場合はその額と同額であるが、失業手当の受

給期間である300日（もしくは450日）が過ぎた

後は、従前所得の65％が給付される（ただし最

低でも一日320クローナ）。失業当初から失業保

険手当の受給資格がない場合は、失業開始からの

日数に関係なく一日223クローナの一律給付であ

る9）。

3． 積極的労働市場政策（労働市場プログラム）

（a） 職業訓練

企業が求める技能を持った労働力が不足してい

る場合にその解消を図るとともに、失業者の能力

と就労可能性を高めることを目的としている。期

間は最長6ヶ月だが、実際の平均は3ヶ月である

（LU,2011）。2010年に行われた労働訓練の内訳

を参加者の数でみると、建設技術、製造業関連、

重機運転、運輸が8割以上を占め、そのほかには

調理や看護・介護、経理などがある10）。労働訓練

の管理は労働市場庁である11）が、教育を実際に

提供しているのはレルニア（国営の人材開発・派

遣企業）や民間企業、自治体、成人高校などであ

る12）。

（b） 現場実践（インターンシップ）

実践的な就労経験を積むことを目的としている。

受け入れ先は2010年の時点で55%が民間企業、

20％が自治体であり、その他はNPOや国の行政

機関などである（Arbetsf・rmedlingen,2011a）。既

に存在する職を奪うという、クラウディングアウ

ト（押し出し）効果を極力抑えるため、その職場

の通常の業務以外の何らかの業務を行うこととさ

れている13）。

（c） 準備的支援

求職活動を行う上で重点的な支援が必要な失業

者に、ガイダンスやオリエンテーション、能力・

適性の把握などの支援を提供したり、職業訓練の

前提となる知識が不足している場合に義務教育・

高校教育・スウェーデン語教育を提供する。疾病

手当受給者を対象とした就労復帰の支援も含まれ

る。

（d） 起業支援

収益性と継続性のある事業計画を持つ失業者を

対象に、起業のためのアドバイスなどを提供する。
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最長6ヶ月のあいだ、活動手当が給付される14）。

（e） 雇用助成金つき雇用

長期失業者を雇う民間企業や公的機関に対し、

その従業員の労働コスト（給与と社会保険料の和）

の一部を国が負担する。賃金やそのほかの報酬が、

その職能・業種の団体協約の規定に則ったもので

あることが条件である。過去9ヶ月の間に仕事が

ないことを理由に解雇を行った企業は適用外とな

る。雇用形態は、有期限・無期限を問わない。雇

用助成金は、一般にこの助成金がなくても雇われ

たであろう人の雇用に対して用いられる可能性が

指摘されており15）、それを極力抑えるために失業

がある一定期間を超えた長期失業者のみを対象と

する（Forslund&Vikstr・m,2011）。

2006年まで続いた社会民主党政権は、失業期

間の長さや失業者の年齢に応じて4つの異なる助

成金制度を設けてきたが、現在の中道保守政権は、

これを一本化した「再スタート雇用」という制度

を実施している。これは1年以上失業した者を雇っ

た企業や公的機関に対し、失業期間と同じ長さ

（最長5年）だけ、社会保険料の2倍にあたる額を

給付する。社会保険料は給与の31.4％（2011年）

であるため、助成額は労働コスト全体の48％に

相当する16）。

（f） 活動保障

失業保険手当の給付には300日間という期限が

設けられているが、1987年以降、労働市場プロ

グラムに一定期間参加すれば、新たに300日間に

わたって失業手当を得ることが可能となった。こ

の結果、後述するように1990年代には労働市場

プログラムの質と効果が低下し、失業率が高止ま

りした理由の一つだと指摘された。

そのため、社会民主党政権は失業手当の受給期

間の更新をやめ、受給が300日17）に達した失業者

に対しては、アクティベート（失業者と労働市場

との接点の維持）のために、より重点的な求職支

援を提供し、その参加を条件に手当（上記の活動

手当）を給付する「活動保障」という制度を

2000年に導入した18）。

現在の中道保守政権は2007年より「雇用・能

力開発保障」と名前を改め、3段階（フェーズ）

からなる制度に改組した。フェーズ1では、失業

者の適性・能力を把握した上でキャリアガイダン

スや、求職活動を進める上でのアドバイス（CV

の書き方、面接の受け方など）を提供する。フェー

ズ2では、既に上に示した現場実践や職業訓練、

雇用助成金、準備的支援などを活用した就業能力

の向上である。450日までに職が見つからない場

合はフェーズ3に移行する。ここでは、労働市場

庁が契約を結んだ事業者・団体のもとで就労を行

う。ただし、通常の職を奪うクラウディングアウ

ト（押し出し）効果を避けるため、就労の内容は

「この制度がなければ行われなかったであろう職

務であり、業務・サービスの質を高めるようなも

の」と規定されている。雇用助成金制度とは違い、

参加者はその事業者・団体から給与をもらうわけ

ではなく、労働市場庁からの活動手当を受け取

る19）。

失業中の求職活動や労働市場プログラムの流れ

について、図表1に示す。各失業者の個別の求職

活動を基本としながら、適宜、様々な労働市場プ

ログラムに参加し、職が見つかれば離脱していく

ことになる。

1． 経済成長率と失業率

資産バブルの崩壊にともなう金融危機と通貨危

機に同時に襲われた1990年代初頭のスウェーデ

ン経済は、91年から3年連続でマイナス成長を記

録し、失業率は2.4％という低い水準から急上昇

して10％を超えるに至った（図表2）。その後、
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実体経済は1994年から再び成長に転じるように

なり、失業率は1997年から下降していった。

2000年代に入ってからの大きな経済ショック

は、2000年から2001年にかけてのITバブル崩壊で

ある。経済成長率は短期的に落ち込むものの、

2004年から再び3％から4％の成長を記録する。

一方、失業率を見てみると、1997年以降、順

調に減少してきた失業率は2003年から2005年に

かけて再び上昇している。この時期は、ITバブル

の崩壊から回復し再び高成長を記録した時期と重

なるため、「雇用なき成長」と懸念された。24歳

以下の若者に限れば、失業率はさらに高く2000

年代に入ってからも15％から25％の間を推移し

ている。

その後、世界的な金融不安のために2009年の

経済成長率はマイナス5.2％を記録した。1990年

代初めのバブル崩壊直後の3年間にわたる生産高

の落ち込みを上回る打撃がわずか1年でスウェー

デン経済を襲ったわけであるが、今回は国内要因

による経済危機ではなかったため、世界的な景気

立ち直りに合わせてスウェーデン経済もすばやく

回復し、2010年は成長率が5.6％（年率）と大き

くリバウンドすることになった。

失業率は上昇したものの、1990年代前半の経

済危機に比べるとその幅は小さかった。この理由

の一つは、ブルーカラーやホワイトカラーの労働

組合の多くが、最大20％の勤務時間短縮と賃金

カットに応じたためである（Medlingsintitutet,

2010;Hassler,2010）。

さて、1990年以降の失業率の推移を振り返っ

てみると、1990年代半ばに大きく上昇したあと

に確かに減少しているものの、1950年代から80
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図表1 失業中の求職活動や労働市場プログラム

注：失業手当の受給開始から最初の300日は、求職活動を基本としながら職業訓練などをはじめとする各
種プログラムに適宜参加する。300日を超えると雇用・能力開発保障（活動保障）というプログラム
に強制的に参加し、より重点的な支援を受けることになる。

出典：労働市場庁および労働市場政策評価研究所の資料を参考に筆者が作成。



年代末まで2％から4％を推移していたことを考

えれば、非常に高い水準で高止まりしているとい

える。その背景には、均衡失業率（NAIRU）の

上昇がある。実証研究20）によると、1980年代末

から1990年代前半にかけて均衡失業率が3.5％か

ら5－6%に上昇している。均衡失業率は、賃金決

定・価格決定メカニズムおよび労働需給マッチン

グなどによって決まる（Layardetal.,1991;

Pissarides,2000）が、1990年代以降に顕著となっ

た賃金決定の分散化や失業者に占める長期失業者

の上昇（Forslund&Krueger,2006）、失業手当の

給付条件の緩和などが影響を及ぼしたと考えられ

る。また、1993年に中央銀行の独立とインフレ

ターゲット（2％±1％）の導入が実施され、金

融政策の至上目標が物価の安定化と定められたた

めに、低インフレ経済に移行した21）ことも失業

率が高止まりしている一因だと考えられる22）。ま

た、図表3に示したベヴァリッジ曲線が1990年代

前半の経済危機を経て外側にシフトしていること

から、労働需給のマッチングも悪化していると判

断できる。

2． 就業率と労働力率

以上は経済成長率と失業率についてであるが、

失業率は労働力（就業者と失業者の和）に対する

失業者の割合であるため、労働市場に参加してい

ない非労働力の動向はとらえていない。そのため、

図表4では労働力人口23）全体に占める就業者数の

割合（就業率）と労働力の割合（労働力率）を示

した。ここから分かるように、1990年に83％あっ

た就業率は直後の経済危機で70％近くに減少し、

その後2000年代には75％前後まで回復している
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図表2 1990年から2011年までの経済成長率と失業率（16�64歳の労働力人口）

注：経済成長率は四半期ごとに前年同四半期からの変化率を示している。失業率は月ごとの失業率から
季節変動を除去したものである。失業者の定義は、ILOの定義に基づく。

出典：中央統計庁（SCB）
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図表3 ベヴァリッジ曲線（1988年1月－2011年11月）

注：月ごとの失業率および空席率から季節変動を除去したものである。空席率は、公共職業斡旋所に登
録された求人数を労働力で割ったもの。

出典：失業者数・労働力は中央統計庁（SCB）、求人数は公共職業斡旋所（労働市場庁）

図表4 1990年から2010年までの労働力率および就業率

出典：中央統計庁（SCB）



わけだが、危機以前の水準と比べるといまだに

8％ポイントほど低い。しかし、図表2に示した

失業率は1990年と2000年代、たとえば2001年と

を比較すると4％ポイントほどの上昇に過ぎない。

つまり、1990年代初めの経済危機のあと、労働

市場から退出する者が増え、労働力率が減少した

ために、失業率は就業率の減少ほど増加しなかっ

たのである。

非労働力が増えた背景としては、1990年代初

め以降、スウェーデンは知識社会の到来に備えて

大学の定員を大きく増やした結果、労働力人口に

占める学生の割合が増えたことがまず挙げられる。

しかし、それ以上に大きな要因は、疾病を理由に

非労働力化した労働力人口の割合が増えたことで

ある。図表5から分かるように1990年の2％とい

う水準からわずか3年後には5％に達し、2000年

代に入ってからも高止まりしている。

疾病を理由とした非労働力の上昇とともに、就

業者として労働力の一部でありながらも疾病のた

めに休業している者（つまり、職場には籍を置き

ながら病欠している人）も増えている。図表5に

は労働力人口に占めるそれらの人々の割合も示し

ているが、2003年には両者を合わせた割合が

10％に達している。彼らの大部分は、疾病保険

手当の受給者であるため、その数の高止まりは、

社会保障財政を逼迫させかねない。この点につい

て、モラルハザードの疑いも指摘され、実態の解

明が政治的にも学術的にも大きな課題となった24）。

疾病保険制度が事実上、失業者の生活手当として

利用されているのではないかとも指摘された。そ

のため、2006年の国政選挙でもその解決が大き

な争点となったのである。
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図表5 疾病を理由とした非労働力と、病欠者（労働力の一部）の合計（労働力人口に対する比率）

出典：中央統計庁（SCB）



3． 労働市場政策の推移

図表6はスウェーデンとOECD主要国の労働市

場政策に対する支出額を対GDP比で示している。

スウェーデンは特に積極的労働市場政策に対する

支出の大きさが先進国平均と比べて顕著であった

が、1990年代後半以降、支出額は大きく減少し

ている。この減少の一部は、失業者の減少によっ

て説明できる（図表2）。しかし、失業率が2％を

切っていた1980年代終わりの水準と比べても

2000年代の支出水準は同じか、むしろ低い。こ

の時期の失業率は7％前後を推移していたわけで

あるから、失業率と比較した労働市場政策支出が

減少していることは明らかである。同時期にはス

ウェーデンよりも失業率の低いデンマークやオラ

ンダ、ベルギーが、GDP比で見た労働市場政策

への支出を上回るようになっている（Lindvall,

2010）。この減少が、2006年における中道保守政

権への移行以前の社会民主党政権の時代から続い

てきた点は興味深い。

積極的労働市場政策の内訳にも変化が見られる。

図表7は2000年から2010年まで、それぞれの年の

10月の時点で各労働市場プログラムに参加して

いる人の、失業者およびプログラム参加者の和に

対する割合を示したものであるが、労働訓練や準

備的教育が大きく減少していることが分かる。ま

た、中道保守連立への政権交代後である2007年

と2008年は準備的支援と雇用助成金以外の労働

市場プログラムが減少している。そして、金融危

機の影響が顕著になった2009年から2010年にか

けては、失業者の増大に対して、準備的支援と雇
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図表6 労働市場政策に対する支出額の対GDP比

注：「先進諸国」には、イタリアを除くEU-15と、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ノルウェー、
スイス、アメリカを含む。1986－2009年の全期間におけるデータが入手できない国はここに含めな
かった。

出典：OECD



用助成金とともに、現場実践と若者向けの重点的

プログラム（若者向けの活動保障）で対応しよう

としていることが分かる。

では、労働市場政策の全体的な規模、そして特

に職業訓練や教育が減少してきた要因は何だろう

か。まず第一に、1990年代後半以降の財政再建

の中で、ほかの社会保障と同じように支出が抑制

されたことである。しかし、それ以上に重要な要

因は、労働市場政策の効果が疑問視されたことで

ある。

スウェーデンは1990年代に高失業時代に突入

し、この時、図表6にあるように労働市場政策支

出が増額され、様々な労働市場プログラムが実施

された。そして、これらの経済学的評価が2000

年代になってから相次いで発表されたが、そのほ

ぼすべてが職業訓練の効果について否定的であっ

た。Calmforsetal.（2001,2002,2004）による

と、1980年代に行われた職業訓練は受講者の就

業促進効果を持っていたものの、1990年代に行

われた職業訓練を検証すると、その効果が確認さ

れない、もしくは、受講者の就業にとってむしろ

マイナスとなったという。また、その他の実証研

究25）でも、1990年代の労働市場プログラムは概

して言えば効果がほとんどなかったことが明らか

になっている。

この研究結果は政策議論の場でも大きく取り上

げられ、積極的労働市場政策に対する信頼が大き

く揺らぐこととなったし、関連省庁も自らが実施
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図表7 スウェーデンの積極的労働市場政策の内訳（失業者とプログラム参加者の合計に対する参加者の割合）

注：各年10月末日における参加者の数を、失業者と各種プログラム参加者の合計で割ったもの。成人失業
者を対象とした「活動保障」（2007年以降は「雇用・能力開発保障」）は、「職業訓練・準備的教育」
や「現場実践」、「雇用助成金つきの雇用」などの活動も包括するものであるため、活動の内容ごとに
振り分けた。カウンセリングやコーチングなどの活動は「準備的支援（準備的教育を除く）」に分類
した。一方、若年失業者を対象とした活動保障は、その活動内訳が職業訓練のみ明らかであるため、
それを「職業訓練」に分類したうえで、それ以外は「若年失業者向け支援（職業訓練を除く）」とい
う独自の分類を設けた。この大部分がカウンセリングやコーチングなどの準備的支援だと考えられる。
割合がわずかである「そのほか」は非表示とした。

出典：労働市場庁（Arbetsf・rmedlingen）のデータを基に筆者が整理した。



してきた政策に疑問を持つようになった（Lindvert,

2006）。1990年代に失業者として各種プログラム

に参加し、否定的な経験を持つ国民も多く、その

経験が積極的労働市場政策の正統性を失墜させる

ことにもつながった （Lindvall,2011）26）。

4． 労働市場政策の評価

一方、2000年代に入ってからスウェーデンで

実施された職業訓練を評価した実証研究は、その

効果を認めている。deLunaetal.（2008）は

2002－04年に行われた職業訓練を分析している

が、その効果は大きく、概して言えば受講しなかっ

た場合と比べて就業までの失業期間を20％短縮

したと結論づけている27）。2003年の職業訓練受講

者を追跡調査したOkeke（2005）も同じように就

業促進の効果を確認している。また、労働市場庁

は1993年から2008年に行われた積極的労働市場

政策の効果を分析しているが、ここでも1990年

代に比べて2000年代に実施された政策のほうが

はるかに大きな効果があったと結論づけている

（Arbetsf・rmedlingen,2009）。

Forslund& Vikstr・m（2011）は、1990年代と

2000年代に実施された職業訓練の効果が異なる

背景を3点に分けて説明している。まず第一に、

景気状況である。景気がよく、求人が豊富にある

状況の下では、必要とされる職業訓練を特定しや

すく、その実施効果も高いが、1990年代前半の

ように深刻な経済危機に見舞われ、労働需要その

ものが少ない状況では職業訓練から就業へとスト

レートに結びつけることが困難である。これに対

し、1990年代後半以降は景気が回復し、労働需

要も伸びていくことになった。

第二に、1990年代は失業者の急増にともなっ

て、労働市場庁が職業訓練の規模を拡大し、大量

の失業者を受け入れたために、訓練の質が低下し

たことである。Lindvert（2006）によると1990年

に6万人であった職業訓練の受講者が94年には23

万人へと実に4倍近くも膨れ上がった。

第三点目は制度変化に関するものである。

1986年の失業保険制度の改正によって、失業手

当の給付期間が終了した者でも、職業訓練をはじ

めとする各種の積極的労働市場政策に一定期間、

参加することで失業手当の受給権を新たに得るこ

とが可能になった。その結果、スキルアップを図

り就業を容易にするためではなく、失業手当の新

たな受給を主な目的として職業訓練を受ける者が

増えたと考えられる。また、労働市場庁も失業者

の適性をきちんとチェックすることなく、なるべ

く多くの失業者を職業訓練で吸収し、生活の糧を

確保させようとする動機が働いた可能性が高い28）。

しかし、2000年の活動保障の導入にともない、

2001年からは労働市場プログラムへ参加しても

失業手当の受給権を新たに得ることはできなくなっ

た。300日の給付期間が過ぎた失業者は活動保障

を通してより重点的な求職活動を続けていくこと

になった。それにあわせる形で2000年以降は職

業訓練の定員が大きく削減されたため、適性のあ

る失業者だけを選んで職業訓練を受講させる傾向

が強くなったのである。

以上は、主に職業訓練の効果に関しての評価で

あるが、その他の労働市場プログラムを評価した

実証研究29）によると、実際の雇用・就業に似た

プログラム、つまり、雇用助成金による雇用や起

業支援が大きな就業効果を持つという。

1． 2006年9月の国政選挙の争点

2006年の国政選挙を前にしたスウェーデン経

済が抱えていた問題は、既に見たように高止まり

する失業率、特に若者の失業率の高さと疾病保険

手当受給者の高止まりであった。選挙の争点もま

さにこれらの点に集中し、社会的なアウトサイダー

海外社会保障研究 Spring2012 No.178

－68－

Ⅲ 2006年の政権交代と新政権の政策、

その効果



となっている長期の失業者・疾病保険手当受給者

や若者・難民などにどのようにして雇用を提供し、

社会に包摂していくかが議論された。

スウェーデンの社会保障の大部分を占めるのは、

年金や失業保険、疾病保険、育児休業保険など所

得比例型の社会保険であり、受給資格は就労によ

る所得がそれまであったことである。そのため、

アウトサイダー（長期失業者・長期疾病手当受給

者のほか、専業主婦などの非労働力）が増えれば、

経済的格差が拡大していくことになる。そのため、

格差解消の鍵は貧困層を形成する彼らを労働市場

へ包摂し、就業率を高めていくことだと考えられ

る。

1994年以来、政権を担ってきた社会民主党は、

これらの問題に対し、長期失業者をはじめとする

アウトサイダーへの各種手当の拡充という従来ど

おりの政策を主張するにとどまり、就業率を高め

る抜本的な政策を打ち出せなかった（Lindvall,

2011）。社会民主党はアウトサイダーだけでなく、

職を持つブルーカラーや社会サービスの現業職員

などインサイダーも支持層に抱えており、アウト

サイダー重視の政策によって、インサイダーの票

が離れてしまったことが、2006年国政選挙での

社会民主党敗北の一因となった（Lindvall&

Rueda,2010）。

これに対し、穏健党を中心とする中道右派連合

は、税制改革や失業保険改革を通じて就労インセ

ンティブを高めることによって、非労働力化した

人々を積極的に労働市場に取り込む政策を主張し

た。また、スウェーデンの雇用・社会保障政策を

貫く理念である「ワーク・プリンシプル」の中で

も義務・責任の側面を強調し、綻び始めていた雇

用と社会保障とリンケージの強化と、長期失業者

や疾病保険手当受給者のアクティベーションを訴

えた。社会保障政策における中道保守連合のこれ

らの主張は、従来の支持層である中高所得層では

なく、むしろ就労している低中所得層に恩恵を帰

するものであった。しかし、税金の多くを負担し、

その使い道に大きな関心を持つ中高所得層を納得

させることにも成功し、従来の支持層と社会民主

党の支持層を含める幅広い有権者から支持を獲得

したのである。

2． 新政権の改革

僅差で勝利した中道右派連合は、掲げてきた選

挙公約の多くを2007年から実行した。各種の政

策に一貫しているのは、「ワーク・プリンシプル」

とアクティベーションの重視であるが、経済学的

には労働供給を高い水準に維持するともに、求職

活動の活性化によってマッチング効率を上昇させ

ることで、均衡賃金を抑え、均衡失業率を下げる

ことに重点を置いていた（Finanspolitiskar・det,

2009）。

（1） 労働市場政策

既に図表7で説明したように、職業訓練などの

教育型プログラムよりも、雇用助成金や現場実践

など実際の職場を利用したり実際の職業により近

い内容のものを重視するとともに、求職活動の活

性化（「準備的支援」に含まれる）に力を注ぐよ

うになった30）。

雇用助成金については、旧制度では長期失業者

を助成金つきで雇ってくれる事業者を労働市場庁

が探し、失業者に斡旋していたが、新政権が「再

スタート雇用」と名づけた新しい雇用助成金制度

では、失業期間がある一定期間を超えた長期失業

者なら誰でも、助成金を受けながら自分を雇って

くれる事業者を自ら探して、雇用の機会を得るこ

とが可能となった。また、求職活動の活性化のた

め、労働市場庁のアドバイザーによるガイダンス

に加えて、民間のコーチングサービスの参入も認

め、失業者が両者の中から自由に選べるようにし

た。労働市場庁による斡旋や指示を受身的に待つ

のではなく、就労の道を自ら見つけていく責任が
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強調されるようになったのである。

一方、長期失業者に対しては、重点的な支援を

与える「活動保障」を、3つのフェーズに分かれ

た「雇用・能力開発保障プログラム」へと改組し、

失業期間が300日を過ぎた早い段階で重点的な求

職支援を行うこととした。また、それでも職が見

つからない失業者のために、仕事の場を人為的に

確保して提供する制度が導入された（フェーズ3）。

若年失業者に対しても、同様に重点的な求職支援

を行う「雇用保障プログラム」31） が導入された。

（2） 失業保険改革

先述の通り、スウェーデンの失業保険は労働組

合が失業保険基金を管理・運営しているものの、

給付額や給付条件を決めるのは政府であり、国庫

からも多額の財政補填が行われている。中道保守

政権はまず給付条件の厳格化を行った。旧制度で

は給付期間である300日の間、従前給与の80％が

支払われ、また支払額の上限も最初の100日間は

一日730クローナ、それ以降は680クローナであっ

た（下限は320クローナ）。新制度はこれを改め、

最初の200日は従前所得の80％、その後は70％と

するとともに、全期間を通して上限は680クロー

ナ、下限は320クローナとした32）。また、労働市

場プログラムに参加し、活動手当の給付を受けて

いる期間も失業手当の給付期間の算定に加えるこ

ととした。さらに、旧制度では20歳以上の学生

であれば学業終了後に求職活動を行う場合、失業

手当の受給資格が与えられていたが、それが廃止

された。

次に、失業保険の保険料を大きく引き上げる改

革を実行した。第一段階として2007年1月から国

庫から失業保険基金への財政補填を100億クロー

ナ削減し、第二段階として2008年7月から、各失

業保険基金に関連する職能・業種の失業率と保険

料とをリンクさせる制度を導入した（Kjellberg,

2011）。このため、各失業保険基金は失業保険料

を引き上げただけでなく、失業率の高い職能・業

種ではその引き上げ幅が大きくなった。2006年

末の時点での毎月の保険料は90－105クローナ33）

とわずかの開きしかなかったが、2010年末には

90－444クローナに拡大している。

この制度改革は、保険制度の本来の姿に近づけ、

歳出を抑制するという目的を持つと同時に、経済

学的には賃上げコストの内部化による賃上げ圧力

の抑制という意義も持っていた。つまり、失業率

の高い業種・職能の労働力を管轄する失業保険基

金は、手当の支払いを賄うために保険料を引き上

げる必要があるため、ある業種・職能の労働組合

が大きな賃上げを要求し、その結果、その業種・

職能の失業率が上昇すれば、失業手当の支払額が

増加し、保険料の引き上げとして自らに降りかかっ

てくる。そのため、無理な賃上げを要求するイン

センティブは小さくなり、均衡賃金の抑制と労働

需要の増加につながると期待される。また、長期

的には、失業率が高い職能・業種から労働力を移

動させる効果も持つ34）。

（3） 疾病保険改革

高止まりを続けていた疾病保険手当受給者の数

に対しては、制度の抱えるモラルハザードの可能

性を指摘し、給付条件を大幅に厳格化した。具体

的には、長期もしくは無期限で疾病保険手当を受

給していた者の就労能力を厳しく審査し、リハビ

リ支援を強化した。また、給付期間を最長364日

と定め（場合によっては最大550日の延長が認め

られる）、それを過ぎれば、労働市場庁の提供す

る3ヶ月間の就業復帰オリエンテーションを受け

ながら求職活動を行うことを義務づけた

（H・gglund&Skogman-Thoursie,2010）。

ただし、それまで長期にわたって受給を続け、

制度改革にともなって就業復帰オリエンテーショ

ンへ移行させられた者の中には、ガンや重度の慢

性疾患を持つ者もいたことが政治的に大きく取り
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上げられ、政権側は激しい批判にさらされた。こ

のため、2010年から疾病保険手当を継続的に受

給することも場合によっては再び可能となった。

（4） 勤労所得税額控除

非労働力に就労を促すために、上記の疾病保険

改革とともに行われたのが勤労所得にかかる所得

税の一部を減税する勤労所得税額控除の導入であ

る。減税の恩恵は低所得層になるほど大きくなる

ように設定されており、平均税率・限界税率がと

もに押し下げられるため、就労メリットを高めて

いる35）。一方、高所得者にとっては平均税率の低

下のみの効果を持つ。2007年に導入された制度

は、その後3度にわたって控除額が拡大された36）。

（5） 労働需要側に対する政策的働きかけ

以上は失業者・非労働力を対象とした様々な施

策であるが、雇用そのものを持続的に増やしてい

くためには労働需要側に雇用増大を促すサプライ

サイド型の施策も必要となる。中道保守政権は、

それまでの社会民主党政権に比べて、特に若年者

や低技能の労働力の雇用に焦点を絞った政策に重

点を置いている。以下では、その中でも代表的な

施策を簡単に説明する。

まず、26歳以下の若年者を雇った場合、社会

保険料のうち公的年金保険料を除く部分が4分の1

に減額され、事業者の社会保険料負担が以前と比

べて約半分になった。スウェーデンは最低賃金に

相当する給与水準が高く設定されている

（Skedinger,2005）うえ、年齢にともなう賃金の

上昇が緩やかであるため、若年者と中高年の従業

員の労働コストが大きく変わらないという傾向が、

特に低技能の職で強い。社会保険料の減額は、賃

金そのものを変化させることなく労働コストを下

げ、若年者に対する労働需要を高める狙いがあ

る37）。

次に、掃除・洗濯・庭の手入れなどの家事労働

サービス（RUT）利用者を対象にした税額控除

の導入である。これらのサービス産業は低技能労

働力の雇用の受け皿として期待されているが、最

低賃金に相当する給与水準が高いためにコスト高

となり、この種のサービス産業が育ちにくかった。

また、闇市場での取引も問題となってきた。中道

保守政権は、家事労働サービスの利用者がその購

入に支払った代金の半分の額を税額から控除でき

るようにした（年間の上限は10万クローナ）。女

性を中心に家事労働サービスの起業を活発にした

り、これまで闇市場において安く購入されていた

サービスが合法的に購入され、税収を高める効果

も期待できる。また、購入者の労働供給を増やす

という効果も持つ。理論的にも、家事労働との代

替性が高いサービスや闇市場で供給されやすいサー

ビスに対する税額控除の効果は高いと考えられる

（Sorensen,1997）。しかし、この制度導入後の実

証研究はまだなされていない。

第三に、上記の税額控除と同じように、税制を

通して低技能労働力の雇用を増やすために、レス

トラン・喫茶店での飲食にかかる消費税が2012

年より25％から12％へと減額された。目的は、

消費税減税を通じて消費者価格を下げ、需要を高

めることで、飲食業の主に若者や低技能労働力の

雇用を受け皿を確保することである。ただし、同

様の消費税減税を飲食業や理髪業において近年行っ

たフィンランドでは、雇用に対する効果は非常に

限定的だという報告がある（H・kkinen-Skans&

Kosonen,2011）。

3． 政策の効果・影響

さて、中道保守政権は2007年から以上のよう

な改革に着手していったわけだが、これらの政策

は2005年から2007年の好況期を念頭に立案され

たものであった。2008年以降も景気が持続して

いれば、これらの政策によって均衡失業率は6％

から1－2％抑制されるだろうと考えられていた
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（Forslund,2008;Finanspolitiskar・det,2009）。し

かし、世界的な金融不安にともなう2008年以降

の景気低迷によって、予期せぬ効果・影響をもた

らすこととなった。

（1） 労働力率の維持

まず、プラスの効果であるが、図表4から分か

るように不況の底にあたる2009年は就業率が3％

ポイントほど減少したもののこれはほぼ失業率の

上昇によるものであり、労働力率は微減にとどまっ

た。一方、2009年後半からの景気回復期におい

ては2011年までに労働力率が2％ポイントほど上

昇したため、失業率の減少以上に就業率が上昇し

ている。この点は、1990年代初めの経済危機の

際とは対照的であり、不況期においても労働力を

労働市場に繋ぎ止めることに成功し、そのことに

よって景気回復期における企業による労働力の確

保が円滑に進んだと見ることができる。

（2） 失業保険非加入者の上昇

中道保守政権が2007年から段階的に実行した

失業保険改革によって、各失業保険組合に対する

国庫からの補填が減り、保険本来の形に近づくこ

とになった。このため、改革直後に保険料が引き

上げられただけでなく、2008年後半から増え始

めた失業者の数にともない手当の支払い額が増え

るにつれ、保険料がさらに上昇する結果となり、

2006年に66％だった加入者の割合（対労働力）

は2010年末に58％に減少している38）。また、業種・

職能の失業率に応じて、保険料に差がつける制度

が導入されたため、一般的に失業率が高いブルー

カラー労働者の保険料が大きく上昇する結果とな

り、給与水準がもともと低い傾向にある彼らにとっ

ての負担感が高まり、非加入率がブルーカラー業

種・職能において特に高くなった。

2008年からの景気低迷はそのような状況の中

で経済を襲った。失業保険に非加入だった失業者

は、定額の基礎手当しか受けられず、経済格差が

拡大する結果となった。

失業保険が国の社会保険制度の一部ではなく任

意加入制であることの是非は、特に非加入者が増

大した2007年の改革以降、政策議論の場で激し

く論じられてきた。強制加入保険として国が一元

的に基金を管理する案も当然ながら出されている

が、影響力の縮小を恐れる労働組合からの強い反

発がある。経済学専門家の間では、従来通りに任

意加入制を維持するのであれば、基金ごとに保険

料に差をつけるべきでない、という声が強い39）。

（3） 経済格差の拡大

失業保険や疾病保険の手当削減や条件の厳格化

は、不況期にも労働力率を維持することにつながっ

たものの、そのしわ寄せは手当に頼らざるを得な

い非自発的失業者や疾病者が被ることになった。

中央統計庁のデータから家計の可処分所得を見て

みると、下位10％の家計の平均所得は2006年か

ら10年にかけて9％減少しているが、 上位

10％の家計の平均所得は13％上昇している。ま

た、ジニ係数は同じ期間に24.6から26.8に上昇し

ている40）。

（4） 活動保障の問題点

「活動保障」とは本来、失業手当の給付期間が

過ぎた直後から、より重点的な就労支援を行い、

長期失業者をアクティベートすることが目的であ

るが、旧制度では失業手当の支払い終了後300日

が経ってやっと支援が開始されるケースもあるな

ど、その中身が疑問視されてきた（H・gglund,

2002;Fr・berg&Lindqvist,2002）。中道保守政権

はその批判を受けて「雇用・能力開発保障」とい

う制度に改めたわけだが、この制度でも給付終了

後100日以上経って初めて、能力・適性の把握な

どのカウンセリングが開始されるケースが多く

（Finanspolitiskar・det,2009）、この傾向は「雇用・
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能力開発保障」の対象者が急増した2008年後半

以降にさらに顕著になっている。また、実際の内

容もカウンセリング、コーチングなどの求職活動

支援（図表7では「準備的支援」に分類）が中心

で、現場実践や職業訓練・教育などの就労能力開

発は少ない（Hammar,2008）。

さらに、長期失業者が最後に行き着く「フェー

ズ3」では、長期失業者を受け入れる職場が十分

に確保できなかったり、与えられる職務内容が仕

事とは呼べない、意義の分からないもの41）であっ

たり、受け入れ助成金を目当てに長期失業者を受

け入れたものの活動を与えない事業者の存在が明

るみになるなどのケースが、野党から激しく批判

を浴びた。

財政政策評価委員会42）は、活動保障が実質的

には生活保護化している、 と批判しており

（Finanspolitiskar・det,2009）、失業の長期化にと

もない参加者が急増するなか、アクティベーショ

ンとして意味のある活動を提供し、その参加状況

をいかに管理するかが課題となっている43）。

（5） 職業訓練の不足

2000年代に入ってから減少が続いてきた職業

訓練・教育は、中道保守政権のもとでさらに削減

されることになった。一方、2009年後半からの

景気回復期において、一部の業種において適切な

技能を持った労働力の不足が生じている。図表3

にあるようにビヴァレッジ曲線がさらに外側に移

動する傾向が見られるが、その主な要因は地域間

の労働需給ミスマッチではなく、教育水準・技能

のミスマッチである（Konjunkturinstitutet,2011）。

財政政策評価委員会は職業訓練の枠を月15000人、

準備的教育は7500人拡大し、景気回復期におけ

る一部の業種における労働力不足の解消を図るべ

きだと主張している（Finanspolitiskar・det,2009）。

一方で、現政権は労働市場庁の管轄する職業訓

練・教育ではなく、成人向け高校の職業教育や、

職業大学、一般大学における教育を重視し、

2010年の予算では景気対策の一環として定員を

それぞれ10000人、3000人、10000人増やしてい

る。これらの教育は、失業者だけを対象としたも

のではなく、また職業訓練などと比べ期間も長い

ため、景気回復局面における即応性には欠けるも

のの、長期的には経済の構造転換に寄与するもの

と期待される。この点については、次でも触れる。

4． 課題

スウェーデンの社会保障モデルは「ワーク・プ

リンシプル」の原則の下で、就労とのリンクが基

本となっている。そのため、なるべく多くの労働

力人口を労働市場に取り込み、労働力率を高く維

持することが必須となる。経済格差の問題に対し

ては、公的扶助による支援の拡充よりも労働市場

への包摂による解決が重視される。従って失業者

の求職活動を活発化させたり、就労可能性を高め

るための訓練や教育を行うことが求められる。

このアクティベーションという考え方は、労働

需要が豊富に存在する好況期にはその実現が比較

的容易である。しかし、雇用の数が限られる不況

期には就労が困難となる。その結果、非就業者の

数が高止まりし、経済格差が拡大される結果とな

る。この問題にどう対処するかは「ワーク・プリ

ンシプル」原則に基づく社会保障モデルが抱える

根本的な課題と言えるだろう。

現在のスウェーデンにおける大きな課題は、ア

クティベーションのための中身のある活動を特に

不況期においてどのように提供するかということ

である。先述の通り、中道保守政権は、労働市場

政策の重点を職業訓練や教育からコーチングなど

を利用したカウンセリングや求職活動の活性化へ

と移したわけだが、労働需要が減退する不況期に

は効果は薄い（Finanspolitiskar・det,2009）。

一つの提案として、失業保険の給付条件を景気

循環局面によって変動させ、例えば、失業が長期
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化する不況期には給付水準を引き上げ、その段階

的削減のスピードを遅くし、給付期間を長くさせ

るべきだというアイデアが経済学の分野から上がっ

ている（LU,2011）。これは、失業者の生活保障

にとって大きな意義を持つし、消費が高まること

で不況の影響を緩和する効果を持つ。また、一般

に寛大な給付は求職活動のインセンティブを低下

させ、失業率が高止まりさせると懸念されるが、

この悪影響は求人の数が少ない不況期には小さい。

つまり、景気変動型の失業保険制度は生活保障・

インセンティブ問題・消費の下支えの3つの面か

ら望ましいのである（Sanchez,2008;Andersen

& Svarer,2009）。ただし、問題点は、景気判断

の仕方44）に加え、給付条件の緩和や厳格化を客

観的なルールに基づいて行うのか、裁量的な政治

判断に任せるのかという点であるが、アメリカや

カナダでは実際に導入されている。

同様に、積極的労働市場の内容も景気循環局面

によって柔軟に変えるべきだという主張もある

（Finanspolitiskar・det,2009）。不況期には、雇用

助成金による雇用や現場実践の機会は限られてく

る。むしろ、より長い期間を要する職業訓練や教

育を多用し、失業者の能力開発に力を注ぎ、来る

べき景気回復に備えるという、ある種の「冬眠」

の考え方である。教育・訓練は確かにロックイン

効果を持つが、不況期にはその懸念が小さい。そ

の点では、現政権による成人向け高校の職業教育

や、職業大学、一般大学の増枠は評価できる45）。

しかし、1990年代の失敗を繰り返さないように、

適性を持った受講者の選抜と訓練・教育内容の管

理をきちんと行うことが肝要である。また、労働

市場が求める訓練・教育の種類・方向性を特定す

るのが不況期には難しいという点に注意する必要

がある。

日本でも近年、積極的労働市場政策への関心が

高まり、求職者の能力開発に力が注がれつつある

が、職業訓練をはじめとする諸政策が期待通りの

効果をあげるための鍵をいくつかまとめてみたい。

まず、積極的労働市場政策はあくまで失業者が

一つの職から別の職へ移動するのを助けるに過ぎ

ないため、その「別の職」に即した内容でなけれ

ばならない。スウェーデンでも、労働組合や産業

界の理解と協力や、労働市場庁による地域の労働

需要の把握、教育機関と連携が重要な鍵を握って

いる（Lindvall,2011）。日本における職業訓練は、

予算の消化が優先され、労働需要側のニーズに合

わないものが多いという批判をよく聞く。

また、失業者が移動していくべき新たな雇用機

会がなければ、積極的労働市場政策は機能しない。

そのため、労働供給側に対する施策だけでなく、

税制やサプライサイド型の産業政策を用いて労働

需要を喚起することも重要である。また、労働市

場政策は所得分配にも大きな影響を与えるもので

あるため、労働市場政策だけを別個にとらえるの

ではなく、税制、産業政策、社会保障制度の中で

総合的にとらえた上で、そのあり方を議論する必

要がある。

さらに、政策の効果を適宜、事後評価するため

の体制を整備することも重要である。スウェーデ

ンでは、積極的労働市場政策を管轄する労働市場

庁（Arbetsf・rmedlingen）が統計的な分析を行い、

労働市場政策評価研究所（IFAU）が経済学・計

量経済学に基づく学術的な評価を行っている。そ

して、その評価結果は政策議論にも頻繁に用いら

れている。労働市場政策には負の効果が潜在的に

付きまとうが、それを極力減らしながら、各経済

主体（求職者・非労働力・企業など）のインセン

ティブを最大限に引き出し、全体としての費用対
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効果を高める制度設計が必要となる。

注

1） この言葉が使用され始めたのは，大恐慌直後に失業

対策が盛んに議論された1930年代もしくはそれ以前，

という見方がある（Socialf・rs・kringsutredningen,

2005）．

2） 以上のような積極的労働市場政策の機能は，1950

年代に提唱されたレーン・メードナー・モデルが

まさに意図した点である．確かに，労使間の団体

交渉による賃金決定は多かれ少なかれ分散化し，

また，レーン・メードナー・モデルという用語自

体も今ではほとんど使われないものの，このモデ

ルを構成した要素の大部分は，今でも積極的労働

市場政策の根幹を成している（たとえば，Jackma

n,1994;Calmfors,1995;Forslund& Vikstr・m,20

11など）．

3） 失業保険手当の給付水準の引き下げが失業者の就

業に与えるプラスの効果についての実証研究は

Carling etal.（2001）,R・ed etal.（2002）,

Bennmarkeretal.（2007）．また，失業保険手当の

給付水準が高いほど，均衡賃金が高くなるという

実証研究については，スウェーデンに関するもの

はForslundetal.（2008）,Westermark（2008），

OECD諸国のパネルデータを使ったものはNickell

& Layard（1999）,Nickelletal.（2005）,Bassanini

&Duval（2006）に見られる．

4） 例えば，Finanspolitiskar・det（2009,2010,2011）

5） ただし，必ずしも労働組合の区分と失業保険基金

の区分とが一致しているわけではない．全部で30

前後の基金があるほか，労働組合から独立したも

のも一つ存在する．

6） ベルギー・オランダや北欧で一般的なこの仕組み

は「ゲント・システム」と呼ばれ，労働組合が高

い組織率を維持するのに貢献してきた（Lind,

2007,2009;Kjellberg,2009）．

7） つまり，失業してから7日間は無給付である．

8） この失業手当（失業保険手当および基礎手当）と

次に示す活動手当は，受給額に応じて公的年金の

年金権が加算されるが，年金保険料は国が負担す

る．

9） 失業手当の給付期間は最大300日（450日）である

が，この日数には活動手当を受けていた期間も含

まれる．

10）労働訓練の経費は，参加者一人あたり月平均14,000

クローナ．ここには受講者への手当（活動手当）

の経費は含まれない（LU,2011）．

11）話が複雑になるが，国の機関である労働市場庁が

管轄する職業訓練のほかにも，自治体が生活保護

受給者や失業までの就労期間が6ヶ月に満たない

人を対象に，独自に行っている職業訓練もある．

12）効果については，職業訓練を終了してから90日後

の状況を追跡調査してみると，仕事に就いた修了

者の割合は，2000年から2008年は70％前後を推移

していたものの，2009年は31％，2010年は38％と

不況の影響が色濃く出ている（Arbetsf・rmedlingen,

2011a）．

13）現場実践の修了者のうち90日後に仕事に就いてい

る者の割合は，2000年代を通して40％から50％と

横ばいで推移している．労働訓練のような落ち込

みは見られない（Arbetsf・rmedlingen,2011a）．

14）成長政策研究所（ITPS）の調査によると2001年に

起業支援を受けて誕生した企業のうち3年後も営

業を続けていた割合は60％であり，支援を受けず

に誕生した企業の生存率である64％とさほど変わ

らなかった．また，2005年に登録された新しい企

業の15％が起業支援を受けて誕生した企業であっ

た（ITPS,2006）．

15）例えば，Lundin（2001）,Calmforsetal.（2004）,

Lundin&Liljeberg（2008）．

16）ここに示したのは失業者が26歳以上55歳未満の場

合である．20歳以上26歳未満であれば6ヶ月以上

の失業で適用の対象となるが，助成期間は最長1

年であり，助成額も社会保険料と同額である．一

方，55歳以上65歳未満であれば失業期間の2倍が

助成期間となる（最長10年）．

17）18歳未満の子どもがいる場合は450日．

18）実際には失業から600日過ぎるまで具体的な活動

が与えられなかった（Finanspolitiskar・det,2009）

ため，中道保守政権が制度を改組し，アクティベー

ションの原則を強化することとなった．

19）「雇用・能力開発保障」の参加者のうち40％がフェー

ズ1が終了する150日目までに職を見つけたなどの

理由でプログラムから退出している．また，フェー

ズ2が終了する450日までにプログラムから退出し

た人は，フェーズ1における退出者と合わせて全

体の70％である．つまり，プログラム開始から

450日経っても職が見つからず，フェーズ3に移行

する人は全体の30％である（Arbetsf・rmedlingen,

2011b）．

20）Assarsson&Jansson（1999）,Apel&Jansson（1999）,

Lindblad&Sellin（2003）,Konjunkturinstitutet（2007）

21）70年代を通した平均インフレ率（年率）は8.6％，

80年代は7.9％であったが，1994年から現在に至る

までは年平均1.5％という低インフレを記録してい

る．

22）ただし，インフレレジームの移行が均衡失業率そ
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のものをシフトさせるのか，フィリップス曲線上

での移動のみを意味するのかについては実証研究

でも明確ではない（Apel& Jansson,1999;Agell

&Lundborg,2003;Warne&Vredin,2006）．

23）ここでは16歳から64歳の総人口と定義している．

24）例えば，Arai&Skogman-Thoursie（2005）,Johansson

& Palme（2005）,Lindbecketal.（2006）などが

ある．

25）Fredriksson& Johansson（2003）,Stenberg（2003,

2005）,Stenberg& Westerlund（2004）,Andren&

Andren（2004）,Andren& Gustafsson（2004）,

Carling&Richardson（2004）,Axelsson&Westerlund

（2005）,Johansson（2006）

26）Lindvall（2011）はもう一つの重要な要素として，

労働市場プログラムの策定過程における政府・労

働組合・経営者団体による協力関係が崩壊したこ

とを挙げている．Lindvallは「コーポラティズムの

後退」と表現し，職業訓練や現場実践などの実施

には，産業界・経営者団体の積極的な関与が必要

であると述べている．

27）deLunaetal.（2008）によると，職業訓練は中卒

者・高校中退者などの低学歴の者や，外国からの

移民・難民に対する就業促進効果がその他の受講

者よりも高かった．また，訓練の内容別に見ると，

運輸や機械操作，医療関連の効果が特に大きかっ

た．

28）この点はSianesi（2001a,2001b）も指摘している．

29）Carling&Gustafsson（1999）,Calmforsetal.（2001,

2002,2004）,Sianesi（2004,2008）,Forslundetal.

（2004）

30）2008年の予算案の中でも「労働市場庁の最も重要

な任務は，積極的労働市場政策の各種プログラム

を失業者に斡旋することではなく，求人を失業者

に斡旋することである」と明記している．

31）Finaspolitiskar・det（2009）やForslund& Vikstr・m

（2011）は，若者に対して「雇用」を保障してい

るわけではなく，あくまで活動を保障しているに

過ぎないので誤解を招く表現だと批判している．

32）無給付期間は5日から7日に延長された．

33）2006年まで失業保険の保険料はその40％に相当す

る額を税額控除できたため，実際の負担額は54－

63クローナだった．しかし，この控除制度は2007

年より廃止された．

34）理論的裏付けはCalmfors（1995）,Lindblad（2010）

に見られる．Lindbladは財務省や中央銀行などの

エコノミスト・行政官僚であったが，中央銀行勤

務時にAndersBorgと出会い，2006年の選挙後に

Borgが財務大臣となった際に副大臣に任用されて

いる．Lindblad（2010）は彼の博士論文である．

35）この制度が労働供給に与える正の効果については，

労働供給の弾力性を仮定したシミュレーションを

用いた研究や理論研究（Floodetal.,2003;Andr・n,

2003;Kolm & Tonin,2006;Aaberge& Flood,

2008;Finansdepartementet,2009,2010;Flood,2010）

がある．一方，実証研究はEdmarketal.（2010）

が，効果は見られないと結論付けているが，使わ

れた自治体データの変数の分散が小さすぎるとい

う問題が指摘されている．

36）またこの制度は労働供給を高めることによる賃金

抑制効果も狙いの一つである（Finanspolitiskar・det,

2010）．しかし，Henrekson（2010）によると，主

な効果は可処分所得の増大であり，賃金抑制効果

は確認できないとしている．

37）ただし，雇い主が社会保険料を全額払わないとは

言っても，若年者が享受できる社会保険制度が他

の年齢層よりも劣るというわけではない．雇い主

が免除された社会保険料の負担は国庫が肩代わり

するため，一種の雇用助成金と見ることができる．

38）Kj・llberg（2011）のデータより算出．

39）失業保険改革の背景にあるCalmfors（1995）と

Lindblad（2010）の理論モデルは，失業保険が強

制加入であること，そして団体交渉を行う労働組

合の業種・職能区分と失業保険基金の区分とが完

全に一致していることを前提としているが，これ

はスウェーデンの実際の失業保険制度から大きく

乖離するものである（Calmfors&Marthin,2011）．

40）ここに示した数値は金融所得を含まない場合であ

る．含めた場合の可処分所得は，下位10％の家計

が11％減少，上位10％の家計が6％上昇，ジニ係

数は28.8から29.9に上昇している．

41）クラウディング・アウト効果を避けるために「通

常の雇用を奪うことがないと同時に，社会にとっ

て意義のある活動」と規定されているが，そのよ

うな職務内容を見つけるのは難しい．ただし，社

会民主党政権では，公的部門（学校教育・高齢者

福祉など）で予算の都合から提供するのが難しい

付加的サービスの提供を長期失業者に任せる「プ

ラス雇用」という制度を導入していたこともあり，

そのような職場を長期失業者の活動の場として用

いることも一案である．

42）現政権が設立した専門家委員会であるが，政府と

は独立した立場から政府の政策の評価を行う．

43）また，プロファイリングなどの統計的ツールを用

いることで失業が長期化しそうな失業者を早期に

特定し，失業手当の給付期間が切れる以前のより

早い段階で活動保障（アクティベーション）を提

供するべきだという主張もある（LU,2011）．

44）難しいのは失業率の変動が景気変動によるものな
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のか，構造的要因による均衡失業率の変動による

ものなのか，という判断である．失業率の変動が

前者の要因によるものであれば給付条件の変動は

望ましいが，後者が要因であれば失業率を高止ま

りさせることになる．望ましい判断基準としては，

過去数年間の平均的失業率から現在の失業率がど

れだけ乖離しているかというものである．構造的

要因による均衡失業率の上昇が原因であれば，時間

とともに乖離幅が減少していくため，給付条件も自

動的に厳格化していくことになる（Finanspolitiska

r・det,2009）．

45）ただし，財政政策評価委員会の批判は，従来型の

職業訓練にも現状以上の力を注ぐべき，というも

のである（Finanspolitiskar・det,2009）．
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「身近な地域で必要な医療が受けられる」こと

は、地域で安心して生活するために不可欠である。

そのためには、地域において住民の医療需要に応

えることのできる医療提供体制を構築する必要が

あり、とりわけ入院医療を提供する病院の存在は

重要である1）。今日のフランスでは、地域住民の

医療需要に対応し、平等なアクセスを確保するた

めに、地域圏保健庁（agencer・gionaledesant・）

の定める保健医療計画が重要な役割を担っている。

保健医療計画とその関連施策は、さまざまな課題

に対応するために段階的に見直しが行われてきた。

本稿では、フランスにおける保健医療計画の導入

と展開について病院医療を中心に検討することに

より、その変容と到達点を明らかにする。

フランスでは、公立病院に加えて、営利・非営

利の私立病院によって病院医療が提供されている。

公立病院が全ベッド数の約65%を提供する一方で、

営利の私立病院が相対的に大きな役割を担ってい

る点がフランスの医療提供体制の特徴の一つであ

る2）。多様な医療提供主体によって担われる病院

医療を、いかにして住民の医療需要に合致させて

いくかということが、長年にわたり重要な政策課

題となっている。

フランスにおいて望ましい医療提供体制を実現

するために用いられている中心的な手段は保健医

療計画である。保健医療計画の目的は、地域にお

いて、①医療へのアクセスの平等、②医療の質と

安全、③患者への医療提供の連続性を確保するこ

とである（Picard2004:p.Ⅱ-11）。本稿ではこの
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Ⅰ はじめに Ⅱ フランスの保健医療計画

フランスにおける保健医療計画の導入と展開

松本 由美

―医療への平等なアクセスの実現を目指して―

論 文

■要約

フランスでは、地域住民の医療需要に対応し、平等なアクセスを確保するために、地域圏保健庁の定める保健医

療計画が重要な役割を担っている。本稿では、フランスの保健医療計画の変容と今日の到達点を明らかにするため

に、その導入と展開について検討を行った。検討を通じて次のような点が明らかとなった。保健医療計画をめぐる

規制は段階的に強化され、今日、保健医療計画は、住民に平等なアクセスを保障するための実効的な医療供給のコ

ントロール手段となっている。また、当初の保健医療計画は病院を対象としたものであったが、しだいにその対象

が拡大され、今日では外来部門や社会的な領域まで含む包括的な計画となっている。さらに、医療供給の量を捉え

る視点が変化し、施設などの「ハード面」から医療活動や医療内容といった「ソフト面」へと重心が移った。

■キーワード

保健医療地図、SROS（地域圏保健医療組織計画）、地域圏病院庁、許可制度、地域圏保健計画



「保健医療計画」という用語を、以上の目的を達

成するために策定され、実施される計画の総称と

して用いる。

保健医療計画を通じて望ましい医療提供体制を

実現するプロセスは、大きく二つに分けて考える

ことができる。一つ目は、住民の医療需要を充足

するために必要な医療供給の量や内容を定めるこ

とである。フランスでは人口学・疫学的なデータ

等により、それぞれの地域の医療需要を充足する

ために必要な医療供給目標が定められている。二

つ目は、定められた目標に現存の医療供給を適合

させることである。これは既存の病院の活動等の

変更を伴う調整過程であるが、フランスでは保健

医療計画に規制力を付与することによってこれを

行っている。以下では、フランスにおける保健医

療計画の取り組みを、実施された改革ごとに検討

していく。

1． 保健医療地図の導入

公立病院と営利・非営利の私立病院をとりまく

制度的な環境は、長い間大きく異なっていた3）。

病院の地域的な偏在も激しかった。病院医療の供

給状況を改善するために、1941年には公立病院

を対象とした病院の計画化が企図された4）。一方

で、私立病院は第二次世界大戦後に急速な発展を

遂げていたが5）、計画からは除外されており、病

院医療の供給状況を改善するためには公的部門と

私的部門を調整するための措置が必要であると考

えられるようになった。このため1958年には公

立・私立の病院を対象とした病院地図（carte

hospitali・re）が考案されたが、これは十分に機能

しなかった。

このようななか、病院改革に関する1970年12

月31日法（以下、1970年病院改革法）によって、

公立病院と私立病院とによる調和的な医療供給の

実現を目指す保健医療地図（cartesanitaire）が導

入され、本格的な保健医療計画の試みが開始され

た。保健医療地図は、既存の施設（公立・私立）

の状況、人口の推移および医療技術の進歩を考慮

して地域ごとの医療供給目標を示すものである。

保健医療・社会保障大臣がこれを定める。

保健医療地図の策定のために、まず、基礎とな

る地理的な範囲として医療区（secteursanitaire）

が設定される。医療区は、住民の通常の医療需要

を満たすことのできる施設（installations）や設備

を整備するための計画の対象区域とされ、フラン

ス本土は284の医療区に分割された。いくつかの

医療区をまとめたものが医療地域圏（r・gion

sanitaire）であり、行政圏の「地域圏（r・gion）」6）

に相当する。医療地域圏は、複雑な症例やより専

門化された医療需要に応えるための施設や設備を

整備する計画の対象区域である。これらの地域設

定に基づき、医療需要の指標7）と人口推計に基づ

いて、住民の医療需要を満たすために必要な医療

供給量がベッド数等で示される。

2． 保健医療地図の効果

戦後のフランスでは、国民の医療需要に比して

病院医療の供給が不足しており、その拡大が継続

的に目指された。このような背景のもとで、保健

医療地図は、導入当初、最低基準に到達していな

かった医療区における病院医療の整備を促進し

た8）。

しかしながら1973年以降の経済危機を背景と

して、医療費の増加抑制が政策課題として浮上す

ると、ベッド数の過剰が問題視されるようになっ

た。保健医療計画は、しだいにベッド数の増加抑

制のための機能を発揮するようになった。病院の

設立等をめぐる規制がこのための手段となった。

病院の設立等をめぐる規制は、公立病院と私立

病院とでは大きく異なっていた。公立病院の設立

は法令によって定められていた。加えて、1970
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年病院改革法によって承認（approbation）の手続

きが導入され、公立病院の設立、拡張、転換等の

実施計画等に関しては県知事の承認が必要となっ

た。一方、私立病院に対しては事前届出制がとら

れていたが、1967年からその設立と拡張に関し

て担当大臣の許可が必要となった。さらに1970年

病院改革法により許可の対象が拡大され、私立病

院の設立・拡張および高額医療機器（・quipements

mat・rielslourds）9） の設置には地域圏知事の許可

を要することとなった。これらの「承認」や「許

可」は、保健医療地図の目標に照らして行われる

こととされたため、供給過剰地域でのベッドの新

設等の申請が却下されるようになった。1970年

代後半以降、医療需要の指標となるベッド数が下

方修正されるなかで、保健医療地図は病院医療供

給の増加を緩やかに抑制する機能を持つようになっ

た。

1． SROSの導入

保健医療地図の導入以降、医療の提供方法や医

療需要は大きく変化したが、保健医療地図は既存

の施設や設備を前提として策定されたため、医療

供給のダイナミックな変化を促すことはできなかっ

た（Couty,Tabuteau1992:pp.35-36）。

このため、病院改革に関する1991年7月31日法

（以下、1991年病院改革法）によって保健医療計

画の手法が大幅に見直された。保健医療地図の策

定主体は、担当大臣から地域圏知事へと変更され

た10）。改革による最も重要な変更は、保健医療地

図の機能を補完、強化するために新たに導入され

た「地域圏保健医療組織計画（sch・mar・gional

d'organisationsanitaire:SROS）」11） である。SROS

は、医療需要を最適な形で充足するために、医療

供給の必要な変化（・volutions）を予測し、実現

することを目的とする。つまり、保健医療地図が

量的な供給目標（たとえば、地域ごとの診療科別

ベッド数）を定めるのに対して12）、SROSは、そ

れを実現するための病院等の医療提供組織の最適

な地理的配分を定める。SROSは、保健医療地図

と同様に地域圏知事によって定められる。さらに

SROSの付属書（annexe）では、SROSで描かれた

理想的な状態に到達するために必要であると考え

られる医療施設の設立、再編、転換、廃止が示さ

れる。この付属書の位置づけは当初は目安（un

caract・reindicatif）にすぎなかったが、後述の

1996年社会保障改革によって拘束力を持つもの

となる。

2． 保健医療計画をめぐる規制の強化

それまで、公立病院と私立病院には異なった承

認あるいは許可制度が適用されていたが、それら

は複雑で、適用も容易ではなかった。1991年病

院改革法は、すべての医療施設に共通の許可制度

を創設することによって、制度の明確化と統一化

を実現した（Tanti-Hardouin1996:p.23）。また、

従来無期限であった許可は、同法により5年以上

の期限が付されることとなった。

新たな許可制度において、病院の設立、拡張、

転換および再編、高額医療機器の設置等に関する

許可が与えられるのは、①保健医療地図で定めた

住民の医療需要を満たすものであり、②SROSに

定められた目標に合致し、③デクレによって定め

られる運営の技術基準を満たすものである場合で

ある。許可を得るためには、保健医療地図に加え

てSROSにも合致しなければならないこととなり、

許可の要件は厳格化された。

さらに、同改革では公立病院の運営に関するい

くつかの改革が実施されたが13）、なかでも保健医

療計画との関係において注目されるのは、新たに

公立病院の内部で策定されることとなった施設計

画（projetd'・tablissement）である。施設計画は、

病院の医療活動や管理運営、病院勤務者の雇用、
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訓練等のあり方や方向性を定める包括的な計画で

ある。施設計画はSROSと合致するように最長5

年の期間で策定される。これにより、SROSで定

められた目標は、より直接的に公立病院の活動に

反映されることとなった。

1． 地域圏病院庁の創設

1990年代前半には、経済の低成長と失業率の

上昇を背景として社会保障制度の財政が悪化し、

医療保険財政の赤字も増大した。加えて、欧州通

貨統合のために1997年末までに財政赤字を縮減

しなければならないという政治的要請があった。

このような状況下で、1995年にジュペ首相によっ

て社会保障の再建計画（ジュペ・プラン）が提示

され、翌年から広範にわたる社会保障改革が行わ

れた。これによりフランスの社会保障システムは

大きく変化し、医療供給のあり方も変容を迫られ

た。

とりわけ革新的であったのは、病院医療供給を

改善するために創設された地域圏病院庁（agence

r・gionaledel'hospitalisation）である。地域圏病

院庁は、公立・私立病院を管轄するために各地域

圏に設置された、管理運営と財政面における自律

性を付与された公法上の法人である14）。地域圏病

院庁の任務は、地域圏における病院医療供給政策

を決定・実施し、公立・私立病院の活動を分析・

調整し、それらへの財源配分を決定することであ

る15）。これ以降、保健医療地図やSROSの策定、

病院の設立等の許可や財源配分の決定等の病院医

療供給にかかわる責任や権限は、地域圏病院庁に

よって統一的に担われることとなった。

2． 第二世代のSROS

導入されたSROSの実効性は限定的であった。

当時、保健医療計画に使用するための細かな疫学

的なデータが整っていなかったため、計画策定に

用いられる指標が、多くの場合人口学的なデータ

に基づくものであり（Picard2004:p.Ⅱ-16）、住

民の疾病構造の変化は十分に反映されなかった。

このようななか、新たに創設された地域圏病院

庁のもとで策定されることとなった「第二世代の

SROS」には、医療情報の活用という点において

進展が見られた。1998年に開始されたSROSの見

直しは、医療供給のダイナミックで医学的な分析

を行う機会となった（Courdescomptes,2002:

p.212）。いくつかの地域において、保健医療計画

に医学的な情報を用いる試みが初めて開始された。

医学的な情報は、医療情報システムプログラム

（programme de m・dicalisation des syst・mes

d'information:PMSI）と毎年の施設統計（statistique

annuelledes・tablissements:SAE）を通じて収集

される。前者のPMSIは、病院に受け入れた患者

に関する医療的なデータを収集するシステムであ

る16）。PMSIによって収集された情報（性別・年

齢等の患者の属性、診断、実施された医療行為）

に基づき、各入院は同質的な診断群分類（groupes

homog・nesdemaladies:GHM（フランス版の

DRG））に分類される。後者のSAEは、毎年実施

されている施設の運営管理に関する統計である17）。

GHMにより把握された疾病データやSAEに基づ

く医療施設の情報がSROSの策定に活用される。

さらに、新たなSROSでは計画の対象がより広

範な領域へと拡大されたことが重要である。病院

のみではなく、外来医療の領域の自由業的な専門

職（professionnelslib・raux）も含めることにより

包括的な医療供給のあり方が模索されるようになっ

た。

なお、1996年4月24日のオルドナンスによって、

SROSの実現のために必要と考えられる医療施設

の設立、再編、転換あるいは廃止を定めるSROS

の付属書の性質は、法制度上拘束力を持つものへ

と変更され、その実効性が高められた。
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3． 契約的手法の導入

地域圏病院庁の創設に伴い、新たに地域圏病院

庁と公立・私立の各病院との間で締結される「目

標と手段に関する複数年契約（contratpluriannuel

d'objectifsetdemoyens:CPOM）」が導入され

た。特に公立病院の場合には、CPOMに、SROSを

考慮した病院の戦略的方針、医療の質や安全の改

善目標等が盛り込まれる。公立病院への総枠交付

金（dotationglobale）18） は、CPOMに定められた

義務 （engagements） 等に応じて計算され

（Dupeyrouxetal.2001:p.552）、さらにCPOMの

目標の達成度合いが総枠交付金の額に反映される。

このため、CPOMはSROSで掲げられた目標を公

立病院内部へと浸透させるための手段となった。

以上のような工夫を通じて保健医療計画の効力

は高められたものの、保健医療計画を実施するた

めの制度的枠組みは、保健医療地図、SROS、許

可制度、さらには新たなCPOMが絡み合った複雑

なものとなった。

2002年11月に政府は「病院計画2007（Plan

h・pital2007）」を発表し、この計画に基づいて、

病院への報酬支払い方式の変更、保健医療計画の

手法の見直し、公立病院の内部組織の改革等を内

容とする病院システムの大規模な再編に取り組む

こととなった。保健医療計画に関しては、保健医

療地図の廃止、第三世代のSROSの導入および許

可制度の見直しが行われ、複雑化した保健医療計

画の法制度が簡略化されることになった。以下で

は、それぞれの施策が実施された背景と内容を検

討していく。

1． 保健医療地図の廃止

保健医療地図は、依然として人口当たりのベッ

ド数等の指標によって策定されていたが、2002

年の会計検査院の報告書において、従来の計算方

法では実際の医療需要を示し得ないこと、提供さ

れる医療の内容や費用を区別しない「ベッド数」

を計測単位として用いることの問題等が指摘され

た（Courdescomptes2002:pp.209-217）。さら

に、同報告書は、保健医療地図とSROSによる従

来の保健医療計画は、供給過剰地域における施設

の新設を抑制することは可能であるが、既存の医

療供給を再編することはできないと結論づけた。

これらの指摘を受けて、2003年9月4日のオルド

ナンスによって保健医療地図は廃止されることと

なり、次に述べる新たなSROSが保健医療計画の

唯一の道具となった。

2． 第三世代のSROS

「病院計画2007」を実施するために制定された

2003年9月4日のオルドナンスによって、従来の

SROSに代わる「第三世代のSROS」が2006年か

ら実施されることになった。第二世代のSROSは

いくつかの問題を抱えていた（Picard2004:p.Ⅱ-

17）。SROSによって包括的な保健医療計画が目

指されたが、予防的な活動が十分に考慮されてい

なかった。また、救急医療を整備し、慢性疾患の

治療および病院医療が十分に整備されていない地

域の医療供給を確保するためには、外来医療部門

との連携（articulation）を強化する必要があっ

た19）。さらにSROSに掲げられた多くの課題に対

応するためには、社会医療（medico-social）部門

とのより強固な補足関係（compl・mentarit・）が求

められたが、地域圏病院庁の権限が保健医療領域

に限定されていたため、限界があった。

このため、まずSROSの目的が拡大され、身体

的・精神的な医療需要に応えるための、予防・治

療・緩和的医療供給の必要な変化を予測し、実現
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することとされた。さらに医療施設と外来医療、

社会医療・福祉部門との連携、および隣接する地

域圏や国境地域の医療供給との連携に配慮するこ

ととされた。

また、住民の医療需要によりよく対応し、医療

へのアクセスを確保するため、SROSが対象とす

る地理的な範囲も改められた。新たなSROSでは、

住民の医療需要に見合った医療供給を実現するた

めの地理的な範囲として、新たに「医療圏（territoire

desant・）」が用いられることになり、従来の行

政区画をベースにした「医療区」は「医療圏」に

置き換えられた。医療圏は、従来の医療区の範囲

にかかわらず柔軟に設定される20）。地域圏ごとに、

それぞれの医療活動に対応する医療圏が設定され

るため、フランス全体で、内科では171医療圏、

慢性腎不全の治療では142医療圏というように、

それぞれの医療活動の特性に応じた圏域の設定が

行われた21）。

SROSに盛り込むべき科目として、内科、外科、

周産期、回復期・リハビリテーション、在宅入院

などの17項目が定められた。SROSでは医療供給

の地理的な配分が示されるが、例として2006年

に策定されたリムーザン地域圏22）のSROS付属書

のコレーズ（Corr・ze）医療圏に関する部分を見

てみると、「内科」のそれぞれの医療活動ごとの

設置（implantation）の数と場所が具体的に示さ

れている（表1）。

さらに、SROS付属書では、医療活動や高額医

療機器の量的な目標（objectifsquantifi・s）が示さ

れる。「ベッド数」の指標を用いた目標設定は廃

止され、それぞれの医療活動はそれを適切に示す

ことのできる指標を用いて数値化される。たとえ

ば、内科、外科、回復期・リハビリテーションで

は入院件数（nombredes・jours）、精神科（完全

入院の場合）と長期治療では入院日数によって、

それぞれの目標値と上限・下限が定められる。画

像診断機器については設置数が示される。表2は

リムーザン地域圏の「内科」に関する総量
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表1 SROSにおける医療活動の地理的配分の一覧表の抜粋（リムーザン地域圏コレーズ医療圏の「内科」）

診療科 医療活動の設置 地域

内科

内科 5カ所設置 Brive（2カ所）
Tulle（1カ所）
Ussel（1カ所）
Bort-Les-Orgues（1カ所）

心臓内科 4カ所設置 Brive（2カ所）
Tulle（1カ所）
Ussel（1カ所）

ペースメーカー治療 1カ所新設
2カ所目の設置を検討

BriveあるいはTulle
Ussel

老年医学 2カ所設置
（うち、1カ所新設）
3カ所目の設置を検討

Tulle（1カ所）
Brive（1カ所新設）
Ussel

糖尿病学 2カ所 Tulle（1カ所）
Brive（1カ所）

小児科 1カ所設置
一定条件下で2カ所目の恒久化
も可能

Brive
Tulle

出典：LeSROS3duLimousin2006:p.25.
注：Brive,Tulle,Ussel,Bort-Les-Orguesはリムーザン地域圏の都市であるが、医療圏内に設けられた4つの「近接病
院圏（Lesterritoiresdep・lehospitalierdeproximit・）」の中心（p・le）と位置づけられている。



（volumes）の目標値であり、2010年の推計人口

と、PMSI等によって収集された年齢と疾病ごと

の平均受療率を用いて算出されたものである。

3． 許可制度とSROSの一体化

従来の許可制度は、適用される期間がSROSと

異なり（SROSは5年であるのに対して許可は一

般的に10年）、不整合が指摘されていた（Cour

descomptes2002:p.215）。このため、同オルド

ナンスにより、許可制度とSROSは一体的に実施

されることとなった。

また、許可の対象となる計画（projet）につい

ての規定も整理された。新たな仕組みにおいて許

可が必要であるのは、①すべての医療施設の設立、

②医療活動（入院の代替医療（alternatives・

l'hospitalisation）23） の形で提供されるものも含む）

の開始・転換・再編、③高額医療機器の設置に関

する計画である。許可の対象となる医療活動と高

額医療機器のリストは法令で定められている24）。

以上のような変更を通じて、SROSが「許可さ

れうる」医療活動と医療機器の地域的な配分を決

定する役割を担うこととなった。

現在、「病院改革と患者、健康および地域に関

する2009年7月21日法」（以下、2009年病院改革

法）の制定により、保健医療計画は新たな段階へ

移行しつつある。立法の背景として、医療提供者

間の調整が不十分であること、および地域の医療

専門職の配置が不均等となっていることから、フ

ランス市民にとって医療へのアクセスがますます

重要な問題となっていることが指摘された25）。

これらの課題に対応するために、地域圏におけ

る単一の主体による横断的な管理が不可欠である

と考えられた。このために新たに創設されたのが

地域圏保健庁である。地域圏保健庁は、それまで

地域圏において保健医療政策にかかわってきた7

つの組織（地域圏病院庁、県・地域圏保健医療社

会問題局（国の出先機関）、地域圏疾病保険金庫

連合等）を一つにまとめ、地域圏の保健医療政策

を一元的に担う。その権限は、疾病予防や健康増

進、公衆衛生から保健医療のサービス提供組織

（高齢者や障害者を対象とした施設も含む）にま

で及ぶ。地域圏保健庁は2010年4月から各地域圏

における保健医療政策を掌っている。

この地域圏保健庁によって新たに策定される保

健医療計画は、「地域圏保健計画（projetr・gional

desant・）」と呼ばれる。地域圏保健計画は三つ

の具体的計画（sch・ma）からなる。一つ目は、

地域圏予防計画（sch・mar・gionaldepr・vention）

である。二つ目は、地域圏医療組織計画（sch・ma

r・gionald'organisationdessoins）であり、入院医

療と外来医療の二部に分かれている。特に外来医

療に関する施策が強化され、医療へのアクセスを

改善するためのさまざまな促進策が盛り込まれる。

三つ目は、地域圏社会医療組織計画（sch・ma

r・gionald'organisationm・dico-sociale）である。
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Ⅶ 2009年病院改革法

表2 SROSにおける医療供給量の目標値の抜粋（リムーザン地域圏の「内科」に関する目標）

総量
（入院件数）

コレーズ
医療圏

クルーズ
医療圏

オート・ヴィエンヌ
医療圏

PMSI2004 41,904 26,336 61,658

目標値 42,598 26,500 63,499

下限 39,443 22,142 59,738

上限 45,357 27,900 67,321

出典：LeSROS3duLimousin2006:p.48.
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このように、従来から課題とされていた予防、外

来医療および社会医療領域に関する施策が、それ

ぞれ「地域圏保健計画」を構成する柱として位置

づけられ、一体的に策定される枠組みが構築され

た。各地域圏保健庁は、地域圏保健計画を2011

年の末までに策定することとされた。なお、医療

圏の範囲の見直しはすでに行われており、その数

は大きく減少した26）。

また、2009年病院改革法では、多様な医療提供

者間での連携・協力の制度的な枠組みが整えられた。

医療提供者間の協力形態は大きく二つに分けること

ができる。一つは医療協力連合（groupementsde

coop・rationsanitaire:GCS）である。GCSによる

連携・協力の仕組みは1996年に導入され、近年

その設立数が増大している。多様な医療提供主体

（公立・私立病院、社会医療施設、開業医等）が

任意で参加し、GCSを設立する。GCSは人材や医

療機器・設備、情報システム等の共同化を通じて

参加病院の活動を支援していく。2009年病院改

革法により、GCSは手段共有化の仕組みにとどま

らず、それ自体が医療施設としての資格を保有し、

医療活動を行うことが可能となった。もう一つは、

地域病院共同体（communaut・shospitali・resde

territoire:CHT）であり、2009年病院改革法によっ

て新たに設けられた病院間の協力様式である。対

象は公立病院に限定されている。CHTの本部と

なる病院を中心に共通の戦略や医療計画が策定さ

れ、病院活動が共同で行われる。現在、CHTの設

立を促進するための財政的な支援も行われている。

GCSとCHTは、地域における医療提供者間の相

互補完性を高め、医療提供のあり方を改善し、そ

れによって地域の医療需要によりよく応えようと

する試みであり、新たな地域圏医療組織計画にお

いても医療提供者間の協力体制が明記されること

となっている。

本稿では、フランスにおける保健医療計画の導

入と主要な改革について検討してきた。最後に、

導入から現在までの保健医療計画の変容について、

三つの視点から考察することとしたい。

一つ目は、保健医療計画をめぐる規制の強化で

ある。最初に導入された保健医療地図は、許可制

度と組み合わされることにより、主要にはベッド

数の増加を抑制する役割を担った。しかしながら、

住民の医療需要に医療供給を適合させるためには、

よりダイナミックに医療供給を再編するための仕

組みが必要であった。フランスでは、保健医療計

画をめぐる規制を段階的に強化することにより、

この課題への取り組みが行われた。1991年病院

改革により導入されたSROSは、許可制度と結び

付けられることにより、医療供給をコントロール

する効果を増し、地域圏における医療供給政策の

要となった。追求されたのは、質が確保された医

療への平等なアクセスの実現である。

二つ目は、保健医療計画の包括化である。フラ

ンスの保健医療計画は、当初は「病院」計画であ

り、病院のベッド数や設備を規制することがその

中心的な機能であった。1990年代後半以降、住

民の医療需要に適切に応えるため、しだいに外来

部門や社会的な領域まで視野に入れた総合的な

「保健医療」計画が目指されるようになった。こ

のような方向性は、最終的には2009年病院改革

法により、地域圏保健庁が創設され、包括的な地

域圏保健計画が新たに規定されたことによって確

固たるものとなった。今日、予防的な医療の強化

や入院医療と外来・在宅医療、介護等の福祉サー

ビスとの連携がますます必要となっていることは

日本においても同様であるが、フランスでは、保

健医療計画を包括化することによってこれらの要

請によりよく応えようとしている。
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三つ目は、医療供給の量をとらえる視点の変化

であり、施設などの「ハード面」から、医療活動

や医療内容といった「ソフト面」へと重心が移っ

た27）。1970年の保健医療地図の導入以降、日本と

同様にフランスにおいても「ベッド数」を指標と

して医療需要が把握され、目標が定められてきた。

2003年の改革によって、このような粗い指標を

用いた保健医療地図に終止符が打たれ、今日では、

医療活動をより適切に示すことのできる指標（入

院件数や入院日数等）が用いられている。このよ

うな転換が可能となった背景として、1990年代

の情報システムの整備により、病院活動に関する

情報が網羅的に把握されるようになったことが重

要である。

フランスの保健医療計画は、日本のそれと比較

した場合、はるかに規制に重点を置いた仕組みで

ある。規制的な保健医療計画によって医療提供体

制のコントロールを行うことは、住民の通常の医

療ニーズを一定地域内で充足する、あるいは平等

なアクセスを保障するという政策目標を確実に実

現する上ではメリットがあると考えられる。一方

で、高度で質の高い医療提供を志向した病院の自

発的な設備投資や医療活動の自由は少なからず制

約される。医療政策の目標として、「医療の平等

な保障」と「高度医療の追求」のいずれにより重

点を置くのか。この問いに対する答えは日本とフ

ランスでは異なるかもしれない。しかしながら、

一定の質が確保された医療への平等なアクセスを

目指したフランスの試みは、「誰にどのような医

療を保障するのか」という医療政策の基本的な問

いをめぐって医療提供体制のあり方を再考する視

点を与えてくれる。

投稿受理（平成23年5月）

採用決定（平成23年11月）

注

1） 医療へのアクセスを確保するためには，地域にお

ける医療提供体制の整備と合わせて，経済的な負

担を軽減する仕組み（とりわけ医療保険）の整備

が不可欠である．フランスでは，第二次世界大戦

後，医療保険の一般化を実現するための政策的な

努力が継続的に行われ，2000年にはいわゆる「皆

保険」が実現した．本稿では，医療保障を実現す

るためのこれら二つの要件のうち，医療へのアク

セスを地理的に確保するための前者の政策（医療

提供体制の整備）に焦点を当てて検討を行う．

2） 2008年現在，ベッド数は公立病院284,140床，非営

利私立病院61,432床，営利私立病院94,855床であ

る（Exertier,Minodier2010:p.57）．公立病院はコ

ミューン，県あるいは国が運営する病院である．

3） 歴史的に公立病院と私立病院では，全く異なる規

制および報酬支払い方式が適用されていた．病院

制度と報酬支払い方式の歴史的な推移については，

松本2009参照．

4） 1941年12月21日法により，保健医療大臣の承認を

必要とする病院組織総合計画が策定されることと

なった．

5） 1946年から1962年の間に，毎年平均で60施設が設

立され，この期間中に1,000施設以上が新設された

（Maillard1988:p.62）．

6）「region」は，州あるいは地方とも訳されるが，本

稿では「地域圏」を当てることとする．フランス

本土に22，海外に4つの「地域圏」が存在する．

7） 医療需要の指標は人口1,000人当たりベッド数とし

て法令により定められた．たとえば，短期入院に関

する指標は一定の数値幅で示され，1980年5月28日

のアレテでは，人口1,000人当たり，内科1.2～1.3

床，外科1.3～2.3床，産科0.3～0.5床とされた

（Conseil・conomiqueetsocial1983:p.46）．

8） 1970年病院改革法以降，1980年代初頭までに50,000

床の急性期ベッドが増設された（Conseil・conomique

etsocial1983:p.33）．

9） 1970年病院改革法における高額医療機器とは，負

傷者，病人および妊婦の診断，治療あるいは機能

回復のために，または情報の処理に用いられ，そ

の設置や使用において非常に費用がかかり，ある

いは医療行為の過剰を引き起こす可能性がある機

器である．

10）なお，全国的な，あるいは複数の地域圏にわたる

保健医療地図は担当大臣によって策定された．ま

た，改革により，保健医療地図の対象に特定の医

療活動（臓器移植と脊髄移植，救急患者の受け入

れと治療，蘇生術等）が含められることとなった．

11）保健医療組織計画は，地域圏ごとに作成されるSROS

に加えて，全国あるいは複数の地域圏にわたるも

のもある．ただし，地域圏を単位に策定されるも
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のが中心であるため，本稿ではSROSと表記する．

12）医療需要の量的な指標は，内科，外科，産科等の

診療科については「ベッド数」，高額医療機器は

「機器の数」によって，1991年病院改革法によっ

て新たに加えられた医療活動の大部分は「組織

（structures）の数」によって示された．

13）フランスの公立病院は，歴史的に強力な公的介入

のもとで運営されてきた．1980年代以降，総枠予

算制の導入等により公立病院をとりまく状況が大

きく変化するなかで，硬直的な公立病院の組織は

見直しが求められていた．

14）地域圏病院庁は，国と医療保険組織の中間に位置

づけられる機関であり，保健医療と社会保障を担

当する大臣の直接的な監督の下におかれた．

15）それまで，公立病院の予算の承認や総枠交付金

（注18参照）の決定は県知事によって行われてい

たが，この権限は地域圏病院庁の長官へと移譲さ

れた．また，従来，私立病院に対する報酬支払い

は，多くの場合，地域圏の疾病保険金庫との個別

の協約に基づいて行われていた．1996年の改革以

降は，地域圏の金庫に代わって地域圏病院庁が私

立病院と目標と手段に関する複数年契約（CPOM）

を締結し，料金が定められることとなった．

16）PMSIに関する取り組みは1980年代から開始され，

1990年代には試行事業が行われ，適用拡大が図ら

れた．PMSIの対象は，当初，内科・外科・産科の

医療活動を行う病院であったが，今日では，在宅

入院，回復期・リハビリテーションおよび精神科

の医療を提供する施設まで対象が拡大されている．

PMSIの情報は， 2001年から入院情報技術庁

（agencetechniquedel'informationsurl'hospitalisation）

によって収集されている（Exertier,Minodier2010:

p.132）．

17）SAEは，すべての公私の医療施設に対して実施さ

れる義務的で網羅的な調査であり，各医療施設の

組織，受け入れ能力，医療機器・設備，医療人員，

入院日数等の情報が，毎年，国の調査研究評価統

計局（DREES）によって収集される．

18）公立病院に対する報酬支払い方式は，1983年1月19

日法により「総枠予算制」へと変更され，病院に

は法定支出増加率によって増加が抑制された「総

枠交付金」が支払われることとなった．病院に対

する報酬支払い方式の歴史については，松本

2009:pp.195-214参照．

19）医療提供者としての「開業医」は，歴史的に自由

医療への志向性が強く，強力な公的介入を余儀な

くされてきた公立病院とは対象的である．このた

め，病院医療を中心に構成されてきた保健医療計

画に開業医医療をいかに組み込んでいくかが今日

の課題となっている．なお，開業医医療に関して

は，2004年8月13日法により「かかりつけ医制度」

が導入され，患者ICカードの導入とともに医療提

供の効率化と質の向上のための施策が実施されて

いる．

20）医療圏の設定には，疫学的な指標と疾病ごとの患

者数の推移が考慮される（Picard2004:p.Ⅱ-20）．

加えて，入院患者の居所と病院との間の実際の移

動が考慮される．この情報はPMSIを通じて把握さ

れる（Courdescomptes2006:p.168）．

21）Lesterritoiresdesant・,http://www.sante-sports.gouv.

fr/（2010年10月7日）による．

22）リムーザン地域圏はフランスの中南部に位置し，

窯業が盛んな工業都市リモージュを中心とする人

口約74万人の行政圏であり，フランスの平均より

も高齢化率が高い．リムーザン地域圏のSROSで

は，三つの医療圏が設定されている．

23）入院の代替医療は，1980年代の厳しい医療費抑制，

供給コントロール政策を背景として，とりわけ私

立病院において展開されてきた宿泊を伴わない外

来外科診療等の医療である．日中あるいは夜間の

部分的な入院，外来での麻酔や外科治療，在宅入

院を指す．

24）許可の対象となる医療活動と高額医療機器の種類

は，現在，「内科」，「外科」等の19の「医療活動」

と5種類の「高額医療機器」として限定列挙され

ている（公衆衛生法典のR6122-25,26）．

25）「患者，保健および地域に関する病院改革法案」

の理由書（expos・desmotifs）による．

26）地域圏保健計画の枠組みで107の医療圏が設定さ

れているが，これは第三世代のSROSにおける医

療圏の数と比 較すると33%の減 少である

（Pr・sentationg・n・rale,http://www.ars.sante.fr/（2011

年5月10日））．

27）なお，本稿では取り上げることができなかったが，

フランスでは医療の質を確保するための取り組み

が積極的に行われている．医療の評価（・valuation）

をめぐる政策的な取り組みは1980年代に開始され

たが，とりわけ1993年には医療費を医学的に抑制

し，かつ医療の質を確保するために拘束力を持つ

医療指標（RMO）が導入された．さらに1996年4

月24日のオルドナンスにより，各病院には認証

（質の評価手続き）が義務付けられ，これを推進

するために全国医療認証評価機構（ANAES）が設

置された．ANAESの任務は，2004年に創設された

高等保健機構（HauteAutorit・deSant・）に引き継

がれ，現在，同機構により医療の質を確保するた

めの多様な施策が実施されている．
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平成21年度「社会保障給付費」（2011年10月28

日公表）1） では例年のとおり、付録としてOECD

基準の社会支出の国際比較を掲載した。しかし

OECD SocialExpenditureDatabase（以下SOCX

と略）は前年から更新されなかったため、SOCX

の各国データの更新は無かった。2）

本稿では、まずⅠでOECDが2011年に刊行した

ワーキングペーパー（OECD：2011）から2008年

の世界金融危機前後の諸外国の動向を紹介する。

そしてⅡでは、給付費の付録でとりあげている日

本を含む6カ国について、政策分野別の1990年～

2007年の動向をグラフを示して紹介する。

OECD（2011）では第1部で1980年～2012年の

間のOECD加盟国の社会支出の動向をまとめてい

る。SOCX2010ed.が2007年までのデータしか収集

公表していないため、2008年～2012年について

は、OECD事務局がほかの資料を参考にしてマク

ロの推計を試みている。リーマンショックに始まっ

た2008年の世界金融危機を挟む期間の諸外国の

動向を見るためである。しかし、日本については

2008年のデータを国立社会保障・人口問題研究

所の社会保障給付費をベースに推計し加えている

だけで、2009年以降について推計は無い。以下

はOECD（2011）の抄訳。

主たる結果：

・1980年から2007年までの間に公的社会支出は

2割増加

国によりさまざまな経緯を経てはいるが、

OECD諸国平均でみると、1980年対GDP比率が

15.6％だったものが2007年には19.2％になった。

・保健と年金が公的社会支出で最も大きい政策分

野

OECD諸国平均でみると、2007年の公的年金支

出GDP比率は7％、保健分野が5.8％、稼働人口

むけの所得保障（失業保険や各種手当等）が

3.9％、その他の社会サービスは2.1％になって

いる。

・公的支出の対GDP比率は2008年～2009年の世

界経済の低迷によるGDP成長率の鈍化の影響

から2007年は19.2％から2009年22.5％と上昇。

この間、財政支出の抑制または経済活動復興な

ど各国の事情の違いによるが公的社会支出が減

少した国（ギリシャ・アイスランド・アイルラ

ンドなど）があった一方、変化の少なかった国

もあった。2012年のOECD諸国の公的社会支出

対GDP比率平均は約22％になると見込まれる。

－92－

はじめに

Ⅰ OECD諸国の社会支出の動向

（1980年～2012年）

社会保障費の国際比較

―SOCX2010ed.にみる諸外国の動向―

国立社会保障・人口問題研究所 企画部

動 向



・2007年に民間社会支出が最も大きかったのは、

民間医療保険の規模に影響されたアメリカで対

GDP比率で10％を超えた。他の民間社会支出

では、年金や雇用主が義務的に負担する障害手

当がある。対GDP比率で5％以上の民間社会支

出があった国は、カナダ、アイスランド、オラ

ンダ、スイス、イギリスであった。

・欧州諸国では、給付への直接課税や消費税の影

響が、そのほかの非欧州諸国より大きく、

2007年で対GDP比率で5％だった。公的給付に

対する課税規模が最も大きかったのはデンマー

ク・フィンランド、スウェーデンであった。

・社会的税制優遇措置（所得控除や税額控除、但

し年金給付に対する優遇措置については取扱の

合意ができていないため除く）は、給付への直

接課税が大きい国にとって影響は少ない。現金

給付と同じ役目をしている税制優遇措置がカナ

ダ、フランス、ドイツ、ポルトガルで対GDP

比率にしてそれぞれの国の公的社会支出の約

1.0％、民間社会支出に対する税制優遇措置で

はアメリカが最も多く対GDP比率で1％以上と

なっていた。

・純（税控除後）公的社会支出は、公的社会支出

ならびに民間社会支出指標で示された規模より

ほとんどの国において（例外はオーストラリア、

カナダ、日本、韓国、メキシコ、トルコ、アメ

リカ）かなり減額された。それは、多くの国で

社会給付に対して直接・間接に課税しているこ

とが要因である。

・税制優遇措置や民間社会支出を勘案して総社会

支出を各国比較すると、各国間の相違は少なく

なる。しかし、純と名目でわずかしか変わらな

い国（オーストリア、カナダ、デンマーク、フィ

ンランド、イタリア、日本、オランダ、ポルト

ガル、イギリス、アメリカ）もある。

公的社会支出の動向：

公的社会支出の対GDP比率の伸びが大きかっ

たのは1980年代前半と1990年代前半、そして

2000年の初めだった。変化が大きかった期間以

外はあまり変化がなかった1980年代の対GDP比

率は17％付近でとどまり経済が低迷し始めた

1990年代はじめには20％だった。ほとんどの国

では2007年の対GDP比率は1980年代よりもかな

り上昇しているが、例外としては1990年代の経

済成長期に障害給付や傷病手当の民営化などを進

めて緊縮財政をおこなったアイスランドやオラン

ダはこの間に対GDP比率で4％減少している。一

方、4%以上増加した国としては、デンマーク、

フィンランド、アイルランド、日本、スペイン、

エストニア、アメリカ、イギリスがある。その他

の国でオーストラリア、ハンガリー、イスラエル、

スイス、ポーランドは、OECDの平均の半分以下

と増加が少なかった。

増加の多様な傾向は、退職人口と医療費の増加

が要因であり、各国の将来推計人口の動向を踏ま

えると、引き続き増加傾向になることが想定でき

る。OECD諸国の平均では1980年に高齢政策分野

に対GDP比率で4.5％支出していたのが2007年に

は5.8％になった。OECD諸国ならびにEU21カ国

の平均からみると1990年から2007年にかけて0.5

％ポイント増加した。（1980年代にはあまり変化

が無かった。）

経済成長と社会支出の動向：

国際比較において、対GDP比率を用いている

が、それは、異なる経済規模の国々を比較するた

めの指標を得るためである。一国の観察をする場

合は、経済成長と社会支出の伸びは、別々のこと

として観察すべきだ。そうすることで社会支出の

変容がわかる。1990年から2007年の動向をみる

と、公的社会支出の伸びはGDPの上昇よりも大

きかった。なかでも日本の公的社会支出は実質経

－93－
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図1 純公的社会支出の増加は実質GDPの成長より急激（1990～2007年）

出典：OECD（2011）p.11Chart1.2を翻訳。

図2 各国の総社会支出3）の対GDP比率の動向（1990～2007年）

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。



済成長の伸びを大きく上回っていた。1990年に

対GDP比率で11.3％だったものが2007年には18.7

％まで増加した。

前出のOECDの記述にもあるように、政策分野

別では高齢と保健がどの国においても、大きな部

分を占めている。そこで、高齢と保健をひとつの

グラフで、それ以外をもうひとつのグラフで各国

ごとに1990年からの動向を観察してみよう。

高齢と保健がどの国においても、規模が大きく、

増加幅も大きいことは共通しているが、イギリス

とアメリカは、保健が高齢を上回っている。

高齢には退職老齢年金などの所得保障と介護な

どの高齢者向けサービスが含まれる。一方、保健

には年齢に関係なく、公的な保健支出が含まれる。

しかし、日本のように介護保険が高齢者だけを対

象にしている国はまれであり、高齢者向けの介護

サービスは、年齢に関係なく提供される介護サー

ビスとして障害・業務災害・傷病に含まれている

国がほとんどである。そのことを踏まえると、高

齢が急増している国は基本的に年金の増加が背景

にある。

国によって、高齢と保健以外の政策分野で最も

変化が大きかった政策分野は特徴がある。例えば、

遺族が最も大きい国は日本だけであり、これは扶

養されていた者の年金受給が多いということだが、

これは厚生年金の報酬比例年金が個人単位化され

ていないので、人口の高齢化にともなって老齢年

金の給付と同様に遺族年金の給付が増えているの

である。ドイツ、スウェーデン、アメリカでは、

障害・業務災害・傷病が高齢、保健に次いで最も

大きい。ドイツの場合、障害・業務災害・傷病の

なかで傷病手当金が最も大きな割合を占めている。

詳細なデータを参照すると、傷病手当支出額が

1990年代半ばと2000年代半ばに増加しているこ

とから、経済状況の変化に影響をうけて変化して

いることがうかがえる。また、二番目に大きな割

合は介護手当（1995年以降は介護保険からの支

出）である。スウェーデンの場合、障害・業務災

害・傷病のなかで障害年金（国民保健）が最も大

きな割合を占めている。二番目が日常生活支援で

ある。前者は長期失業状態にある高齢者にとって

公的年金の受給開始年齢（65歳）までのつなぎ

として障害年金が受給されている実態がある。ま

た、後者は高齢者を含む身体介助や支援が必要な

人々が在宅で生活をつづけることを可能にする給

付である。アメリカの場合、障害・業務災害・傷

病のなかで最も大きな割合を占めているのは障害

年金である。金額ベースで1990年から2007年ま

でに4倍以上に支出が急増している。長期に就労

することができない勤労者世代の増加が背景にあ

る。このように障害・業務災害・傷病の増加要因

は、失業・高齢化・在宅介護の普及などさまざま

である。フランスとイギリスで家族政策が大きく

増加している。フランスは出産奨励策を国是とし

て推進している。イギリスはブレア政権の時社会

的包摂政策として、貧困層にある家族やこどもへ

の支援を充実させた。各国政府の政策選択の影響

が政策分野別の支出の大きさにあらわれている。

政府が2009年に閣議決定した「公的統計の整

備に関する基本的な計画」の中では、社会保障給

付費についても重要な方針が盛り込まれた。基本

計画においては、福祉・社会保障全般を総合的に

示す統計を整備する必要性が述べられるとともに、

現在の社会保障給付費だけでは国際比較が十分に

行えないことや、国民経済計算をはじめ、各種の

国際基準に基づく統計との整合性を向上させる必

要があることなどが指摘されている。国立社会保
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Ⅱ SOCX2010ed.にみる各国の

政策分野別動向（1990年～2007年）

Ⅲ おわりに

社会保障費の国際比較
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図3（A） 日本の政策分野別推移（高齢・保健）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。

図3（B） 日本の政策分野別推移（遺族･障害･家族･積極的労働政策･失業･住宅･生活保護その他）1990～2007年

（注）日本は「住宅」のデータを提供していないためゼロ。
出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。
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図4（A） フランスの政策分野別推移（高齢・保健）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。

図4（B） フランスの政策分野別推移（遺族･障害･家族･積極的労働政策･失業･住宅･生活保護その他）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。
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図5（A） ドイツの政策分野別推移（高齢・保健）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。

図5（B） ドイツの政策分野別推移（遺族･障害･家族･積極的労働政策･失業･住宅・生活保護その他）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。
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図6（A） スウェーデンの政策分野別推移（高齢・保健）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。

図6（B） スウェーデンの政策分野別推移（遺族･障害･家族･積極的労働政策･失業･住宅･生活保護その他）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。
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図7（A） イギリスの政策分野別推移（高齢・保健）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。

図7（B） イギリスの政策分野別推移（遺族･障害･家族･積極的労働政策･失業･住宅･生活保護その他）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。
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図8（A） アメリカの政策分野別推移（高齢・保健）1990～2007年

出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。

図8（B） アメリカの政策分野別推移（遺族･障害･家族･積極的労働政策･失業･住宅･生活保護その他）1990～2007年

（注）アメリカは「住宅」のデータを提供していないためゼロ。
出典：OECD,SOCX2010ed.を基に作成。



障・人口問題研究所では2011年に「社会保障費

統計に関する研究会」を組織し、わが国の社会保

障費統計が準拠すべき国際基準の在り方や、SN

Aとの整合性の確保などの論点を中心に議論を重

ね、報告書を2011年7月に公開した。

研究会では、準拠すべき国際基準について意見

が交わされたが、国際比較可能性という観点から

OECDSOCXの利便性の高さがあげられている。

一方、OECDSOCXには財源データが整備されて

いない点が課題とされた。

OECDは2012年に2010年までSOCXの集計を更

新することを各国にもとめている。また同時に

NetSOCXに関する追加データの提供ももとめて

きている。2012年中に、2008年に起きた金融危

機の前後の日本を含めた各国の社会支出の動向が

あきらかになるものと期待できる。

注

1） 国立社会保障・人口問題研究所（2011b），同内容

は研究所ホームページに全文掲載している．

2） 対国民所得比については，データ出所の修正によ

り，平成20年度「社会保障給付費」付録の同表か

ら数値が更新されている．

3） この図では，公的社会支出と義務的私的社会支出

を合計したものを総社会支出と定義する．

参考文献

国立社会保障・人口問題研究所（2011a）『社会保障費

統計に関する研究会報告書』所内研究報告 第41号

（http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/houkokuNo.41-201106.

pdf）（2011.7.11）

国立社会保障・人口問題研究所（2011b）『平成21年度

社会保障給付費』

（http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/kyuhuhi-h21/kyuuhu_

h21.asp）

国立社会保障・人口問題研究所（2012）「平成21年度

社会保障費―解説と分析―」『季刊社会保障研究』

第47巻第4号

OECD（2011）"IstheEuropeanWelfareStateReally

MoreExpensive?",Social,EmploymentandMigration

WorkingPapersNo.124

本文中の略語一覧

EUROSTAT Statistical Office of the European

Communities 欧州統計局

OECD Organization ofEconomicCooperation and

Development経済協力開発機構

（ひがし・しゅうじ 企画部長）

（かつまた・ゆきこ 情報調査分析部長）

（のむら・としゆき 企画部第2室長）

（たけざわ・じゅんこ 企画部研究員）

（さとう・いたる 社会保障基礎理論研究部研究員）

海外社会保障研究 Spring2012 No.178

－102－



本書は、1993年にスタートした全米経済研究

所（NBER）とスウェーデンビジネス・政策研究

センター（SNS）による共同研究プロジェクトの

成果であり、両国の経済学者によるスウェーデン

経済に関するさまざまな角度からの分析を収載し

ている。この共同研究の成果は、既に一度、The

WelfareStateinTransition（Freeman,Topel,&

Swedenborg1997）として刊行されており、本書

は、同プロジェクトからの2度目の書籍刊行とい

うことになる。

序章の冒頭で「スウェーデン経済モデルは、資

本主義経済による福祉国家建設のおそらく最も野

心的且つ最も広く喧伝された試みである」と述べ

られていることからもわかるように、同プロジェ

クトの基本的な問題意識は「『高福祉高負担』で

競争制限的であるにもかかわらず、スウェーデン

経済はなぜ高い経済成長を遂げて来たのか」とい

うことにある。だが、そのスウェーデンも、90

年代初頭に経済危機に直面した。そこで、共同研

究の成果を再び世に問う本書では更に、スウェー

デン経済が90年代前半の経済危機からどのよう

に立ち直り、そこに制度や制度改革がどのような

役割を果たしたのか明らかにすることを新たな目

的に掲げている。その分析のためのロジックとし

て依拠するのは、徹頭徹尾、新古典派流の経済学

である。

上記のようなともすればナイーヴとも思える問

題意識を出発点にしながらも、同プロジェクトが

突き詰めて分析した結果は、非常に示唆に富むも

のである。特に、現在の日本における社会保障制

度改革を考えるうえで見過ごされがちな論点が多

く示されていると評者には感じられた。本書を通

して浮かび上がってくるのは、経済危機からおお

むね回復を遂げ、いまだ所得格差の小さい国にと

どまっていながら、福祉国家としての大きな岐路

に立つスウェーデンの姿である。

第9章を除く全章がスウェーデンの研究者と米

国の研究者による共著となっており、米国との比

較を通じてスウェーデンの特徴を明らかにするス

タイルが採用されている。前著と同じ組み合わせ

の研究者で書かれている章も多く、前著における

分析のフォローアップに力点が置かれている。各

章とも斬新な手法による分析というよりは、さま

ざまな統計的事実の確認とサーベイとしての色合

いが強い1）。労働市場の分析が多く、労働市場に

かかわる制度が「スウェーデン・モデル」を特徴

付けていることが窺える。経済危機後の制度改革

についても多くの紙幅が割かれている。以下で各

章を概観して行く。
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第1章 "Searching for Optimal Inequality/

Incentives"（Bj・rklund&Freeman）では、スウェー

デンにおける所得格差の推移をさまざまな切り口

から見ている。所得格差の拡大は、一部の人々を

貧困に陥らせる可能性がある一方で、人々が低付

加価値の生産活動から高付加価値の生産活動へと

移るインセンティヴを提供し、そのことで生産性

が高まる可能性もある。スウェーデンでも、近年、

所得格差が拡大したが、それでも、いまだ最も所

得格差が小さい国の一つにとどまっている。学歴

間の所得格差も小さい。統計によれば、スウェー

デン人は米国人よりも、所得格差が有するインセ

ンティヴ効果を信じておらず、「格差を縮小する

ために政府が介入すべき」と考える傾向があると

いう。近年の所得格差の拡大は、格差縮小を志向

する政策への支持を更に増やしたようである。人々

は高い失業率に適応し、生活満足などは影響を受

けにくくなって来ているという。

第2章 "PoliciesAffectingWorkPatternsand

LaborIncomeforWomen"（Kolm & Lazear）で

は、女性の就業にかかわる施策を検討している。

労働所得への課税が女性の就業インセンティヴを

減少させる一方で、保育助成は子どもを持つ女性

の就業を促す。また、例えば女性が現時点で家庭

に多くの時間を振り向けるように動機付けられれ

ば、後に離婚した場合、人的資本への投資が少な

かったことで貧困に陥るかもしれない。スウェー

デンの女性の就業率は米国と比べて高いが、パー

トタイム労働などが多く、就業の安定や人的資本

の蓄積という観点からは問題がないとは言えない。

この章では、育児休業制度、保育助成、給付付税

額控除等の施策について、理論的に整理している。

スウェーデンの手厚い育児休業制度は、たしかに

女性の就業率を高めるが、一方で、長い離職期間

によって女性の人的資本形成を妨げている可能性

がある2）。父親の育児休暇取得を促す近年の改革

は、これを回避する効果がある。保育助成も就業

を促進させるかもしれないが、保育サービスへの

支出を過大にする可能性はある。

第3章 "WageDeterminationandEmployment

inSwedenSincetheEarly1990s:WageFormation

inaNewSetting"（Fredriksson&Topel）では、

スウェーデンにおける労働組合を中心とした賃金

決定メカニズムを見ている。スウェーデンの労働

組合組織率は80%以上であり、同時に公的部門が

雇用の主たるアクターである。集権的決定（およ

び平等主義的政策）によって賃金格差は小さくな

るが、賃金格差が人為的に縮小されれば、高いス

キルを必要とする産業にレントを与えることにな

る（高いスキルの労働者を本来より安く雇えるこ

とになるので）。しかし、高いスキルを持ってい

ても安くしか雇われなければ、人々の人的資本投

資に対するインセンティヴが低下し、長期的には

経済の生産性が低下するかもしれない。90年代

頃から、団体協約の締結は次第に分権化されるよ

うになり、それに伴って賃金格差は拡大した。そ

れは、特にホワイト・カラーにおいて顕著だった。

しかし、著者らは、分権化は、賃金格差拡大の原

因というより結果と考えることもできると言う。

スキルに対する収益が上がれば、平等主義的政策

の歪みが大きくなるので、結果として分権化せざ

るをえなくなるからだ。

第4章 "LaborSupply,TaxBase,andPublic

PolicyinSweden"（Aronsson& Walker）では、

税負担と手厚い給付が労働供給を抑制する可能性

について検討している。彼らによれば、税負担の

労働時間への影響はあまり大きくないようだが、

各種社会保険による充実した所得保障はスウェー

デン人の労働時間が相対的に短い理由となってい

る可能性がある。また、労働時間以外の形で影響

が生じていることも考えられる。例えば，人々が
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医療上の理由以外から病気休暇を取得することが

多いことが窺えるという。受給資格要件が厳しく

なったにもかかわらず，疾病保険手当の受給者は

いまだ多い。

第5章 "DidActiveLaborMarketPoliciesHelp

SwedenReboundfrom theDepressionofthe

Early1990s?"（Forslund&Krueger）では、スウェー

デンの労働市場のかつての堅調さを説明する要因

としてしばしば挙げられて来た積極的労働市場政

策（ActiveLaborMarketPolicy;ALMP）につい

て検討している3）。彼らは、90年代以来、ALMP

は総失業率を低下させるのに最低限の役割しか果

たさなかったと結論している。ALMPの効果に関

する実証研究によれば、90年代には80年代より

も職業訓練の効果が低下していたという。また、

失業者の時間利用について見ると、スウェーデン

の失業者が職探しに投入する時間は米国の失業者

と比べて著しく少ない。経済危機後に生じた失業

の長期化には、プログラムに参加することで失業

手当の受給期間を更新できる制度構造が寄与して

いた可能性があるが、最近の失業保険改革でこれ

は改められた。いくつかのプログラムには、既存

の従業員を置き換えてしまう効果が懸念される。

雇用助成金についても、置き換え効果によってネッ

トでの雇用量への影響は小さいかもしれないとい

う。手厚い失業給付を少なくするのはやや難しい

が、代わりとして、カウンセリング等の手段が考

えられる。これらは人々の留保賃金を下げること

で就職しやすくする。

第6章 "HowSweden'sUnemploymentBecame

MoreLikeEurope's"（Ljungqvist& Sargent）で

は、スウェーデンにおける失業率上昇の理由を失

業手当との関係から説明している。1950年代か

ら1960年代にかけての失業率の低さは、雇用保

障が強く、失業への流入が少なかったことで説明

できるという。1970年代後半以降は、失業から

の流出が減ったこと（すなわち失業期間の長期化）

が失業率を高めて来た。経済環境が悪化する中で、

失業者の持っているスキル（＝稼得能力）が陳腐

化しやすくなると失業手当を受給し続けるインセ

ンティヴが強くなることが背景にあるという。

第7章 "EconomicPerformanceand Market

WorkActivityinSwedenaftertheCrisisofthe

Early1990s"（Davis&Henrekson）では、スウェー

デンにおける高い税率が市場労働に与える影響を

見ている。生活時間調査によれば、米国人のほう

が賃金労働により多くの時間を投入している一方

で、スウェーデン人は家計内生産に費やす時間が

長い。余暇時間ではスウェーデン人は米国人より

短いが、食事やその準備などに費やす時間が長い

のである。これは、労働所得と消費支出への重い

課税によって市場財の購入から家計内生産へ代替

が起きているのだと解釈できる。実際、卸小売り

や飲食・宿泊業といった労働集約的で家計内生産

に代替しやすい業種の生産量・雇用量は、高税率

の国ほど低いことが知られている。スウェーデン

における高い税率の影響は、地下経済の大きさに

も現れているという。地下経済は、自動車修理、

飲食、タクシー、理容といった分野で大きい。い

まや生産統計は、この地下経済分を調整して公表

されている。しかし、近年の社会保障税の引き下

げや清掃・調理の提供に対する減税等は、今後、

市場労働を増やすことにつながるだろう。

第8章 "Competition,Regulation,andtheRole

ofLocalGovernmentPoliciesinSwedishMarkets"

（F・lster&Peltzman）では、地方自治体の競争政

策の影響を検証している。スウェーデンではかつ

て競争制限的政策によって、生産物価格は高く、

生産性は低かったが、その後、多くの産業で規制

緩和が進んだ。しかし、いまだ多くのサービスに

おいて地方自治体が独占供給主体となっている。

290の地方自治体をパネル化して分析した結果、

低税率で企業にとって優しい自治体では、所得が

高いことがわかった。
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第9章 "WhatHaveChangestotheGlobal

MarketsforGoodsandServicesDonetothe

ViabilityoftheSwedishWelfareState?"（Leamer）

では、輸出構造の変化からスウェーデン経済が国

際経済でおかれている状況を見ている。スウェー

デンの輸出産品の構成を他国と比較すると、米国

市場への輸出では、80年代は日本やカナダといっ

た国が競合相手だった。しかし、2000年代に入

ると、中国、韓国、メキシコといった国の輸出産

品の構成がスウェーデンの構成に近くなって来て

いる。すなわち、これらの比較的賃金の低い国々

が輸出市場においてスウェーデンと競合するよう

になって来ているのである。

論文集という性格上、各章の分析内容や展望に

統一感が欠けることは否めない。最近の制度改革

の影響についても、（データ上の制約があるため

か）必ずしも十分に検証されているとは言えない。

また、これは著者たちもしばしば認めているが、

各種の指標の観察では、世界的に見れば米国のほ

うがむしろ特異と言えるケースが目立ち、米国と

の比較という手法はスウェーデンの特徴を浮かび

上がらせるのに必ずしも有効ではなかったかもし

れない。翻って、日本とスウェーデンを比較した

場合には、なにが見えてくるだろうか。この節で

は、本書が現在の日本に与えうる示唆について考

えてみたい。

まず、本書の分析から見えて来るのは、労働市

場にかかわる制度を中心として、多くの制度・仕

組みが綿密に絡み合って「スウェーデン・モデル」

として機能している（少なくともある時期まで機

能していた）という事実である。したがって、も

し我々がスウェーデンの制度から学ぶことを考え

るならば、常に制度全体との関係において個々の

制度を評価する必要がある。例えば、労働組合組

織率の高さ等に基づく小さな賃金格差は、貧困に

陥る者を少なくし、ある種の産業にはコスト上の

メリットを与えるかもしれない。しかし、他方で、

人びとが高いスキルを獲得しようとするインセン

ティヴを低下させてしまう可能性もある。第1章

で論じられているように、それにもかかわらず、

スウェーデンの教育水準が高いのは、大学の授業

料が無料であるなど教育にかかるコストが低く抑

えられていることと無縁ではないだろう。平等主

義的政策に内在するインセンティヴ抑制効果を緩

和させるような仕組みが別のところで担保されて

いるのである。似たことは、第2章で論じられた

育児支援策についても言えるのかもしれない。ス

ウェーデンでは、労働所得への課税が重く、それ

によって女性は就業意欲が阻害されがちである。

だからこそ、女性の就業を促すために手厚い育児

支援策が整えられているのだとも考えられる。

第2に、上の点とも深くかかわるが、それまで

うまく機能していた諸制度の補完関係が、経済環

境等の変化によって噛み合わなくなる可能性もあ

ることを本書のいくつかの事例は示している。例

えば、給付が手厚いにもかかわらずモラル・ハザー

ドによる受給がかつて必ずしも多くなかった背景

には、社会的スティグマが強いこともあったかも

しれない。しかし、一度、受給者数が増えてしま

うと、そのこと自体が社会的スティグマを弱めて

しまう可能性がある（第4章、第5章）。その意味

で、社会的スティグマの存在に過度に依存して設

計された制度は経済環境の変化に対して脆弱であ

る。また、2007年に導入された給付付税額控除

においては、税引き後の所得こそが重要となるは

ずであるが、労働組合などはいまだ税引き前の所

得にこだわっているため給付付税額控除の意義が

薄れてしまっているという（第7章）4）。これらの

事例は、各種制度が連動して修正されなければな
・・・・

らないことを示唆している。そして、そのことは

スウェーデンにおいても恐らく簡単なことではな
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いのである。スウェーデンから本当に学ぶべきこ

とは、こういうことかもしれない。

「なぜスウェーデン経済は、競争制限的であり

ながら、高い経済成長を遂げたのか」という最初

の問いに立ち戻ると、その問いの裏には、「競争

制限的でありながら長期にわたって高い経済成長

を達成できるわけはない」との意識があったと思

われる。実際に、スウェーデンもグローバル経済

の荒波にもまれるようになって来ており、以前よ

りも市場主義的な経済運営に舵をきっている。つ

まり、ある程度、前著で予想された通りになって

来ていると言える。他国に学ぶ際に、理論的な予

測をたて、時間をかけて分析することの重要性を

本書は示している。同時に、かつての「高い経済

成長」の内実を明かすことも本書は忘れていない。

第7章で強調されているように、80年代までのス

ウェーデンにおける雇用増加のほとんどは、公的

セクターによって担われていた。

複数の政策選択肢のコスト－ベネフィットを理

論的・実証的な根拠に基づいて比較する点など、

日本における社会保障研究が見習うべき点も多い

と思われる。また、いくつかの章の分析で用いら

れていた生活時間調査も、各種制度の影響を掘り

下げて見るのに日本でも有効ではないかと感じた。

「スウェーデンのような国では、『高福祉』が約

束されているからこそ、税負担が重くても、人々

は就業意欲を阻害されないのだ」といった主張が

日本でもなされることがある。しかし、本書の序

章では、そのような見方に対して、税負担は給付

とリンクされておらず、フリーライドをもたらし

うるので、妥当でないと反論している。本書で示

された重い税負担や手厚い福祉が経済活動に及ぼ

すさまざまな影響は、日本でも社会保障改革の論

点を整理するうえで参考になるところが大きいの

ではないか。経済学の良識ある側面を垣間見させ

てくれる研究書である。

注

1） 本書は文献サーベイから多くの含意を得ているた

め，この書評では，各章の結論が引用された他の

研究結果に基づくものであっても，特にそれを明

記せずに紹介する．

2） Guptaetal.（2008）によれば，北欧諸国では，手

厚い育児支援によって，男女間賃金格差の縮小ス

ピードが鈍化して来ているという．

3） スウェーデンのALMPについては，本特集号の佐

藤論文に詳しい．

4） 久米（2005）によれば，極めて分権的な「弱い」

労働組合しか存在しない場合に加え，高度に集権

的・包括的な「強い」労働組合が存在する場合に

も，一国の経済のパフォーマンスはよくなるとい

う．後者では，コーポラティスト的な体制がとり

やすいからであり，かつてのスウェーデンもこれ

に属すると言える．その意味では，既に分権化し

始めているスウェーデンの労働組合は，今後，分

権化が極端に進まない限りは，経済成長を妨げる

要因になりうる．これもまた，かつて機能してい

た体制が，微妙な環境の変化によって機能しなく

なる例の一つのと考えることができるかもしれな

い．
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オックスフォード大学出版局は、人文・社会科

学分野のさまざまなトピックスに関するハンドブッ

ク・シリーズを出版しているが、本書はそのシリー

ズの「福祉国家」と題するものである。5名の編

著者が、70名を超える執筆者を動員して、合計

876（＋xxx）ページに及ぶ膨大な著作を完成さ

せた。全体は8部、48章から成る。各部のタイト

ルは次の通りである。第Ⅰ部 福祉国家の哲学的

正当化と批判、第Ⅱ部 歴史、第Ⅲ部 アプロー

チ法、第Ⅳ部 投入と演者（inputsandactors）、

第Ⅴ部 政策、第Ⅵ部 政策の帰結、第Ⅶ部 世

界の福祉、第Ⅷ部 将来展望。

全体を通読するだけでも骨が折れたが、政治学、

社会学、社会政策論、経済学など多岐にわたる学

問領域をカバーしており、とりわけ他分野の、福

祉国家に関わる学問の動向を知る上できわめて有

益である。

簡単に各部の構成を紹介しておく。FrancisG.

Castles,StephanLeibfried,JaneLewis,Herbert

Obinger,ChiristopherPiersonという5名の編者に

よる序章を受けて、第Ⅰ部は導入の第1章を受け

て、第2章 倫理、第3章 知的起源、第4章 批

判と批判を超えて、からなる。歴史を扱う第Ⅱ部

では、第5章 西欧の福祉国家の生成、第6章

戦後福祉国家の発展が取り上げられる。

第Ⅲ部 アプローチ法の箇所は、第7章 研究

手法、第8章 公的及び私的福祉、第9章 家族

対国家及び市場、第10章 学問分野ごとの視点

（DisciplinaryPerspectives）からなる。

第Ⅳ部 投入（inputs）と演者（actor）は、第

11章 福祉国家におけるニーズとリスク、第12

章 民主主義と資本主義、第13章 組合と雇用

者、第14章 政党、第15章 政治制度、第16章

公衆の態度、第17章 ジェンダー、第18章 宗

教、第19章 移民と民族的少数者、第20章 EU

第21章 政府間組織、第22章 グロ－バリゼー

ション。

第Ⅴ部 政策 第23章 社会支出と収入、第

24章 高齢者年金制度、第25章 健康、 第26

章 長期ケア、第27章 労災と疾病手当、第28

章 障がい、第29章 失業保険、第30章 積極

的労働市場政策、第31章 社会的扶助、第32章

家族手当と家族給付、第33章 住宅、第34章

教育。

第Ⅵ部 政策の帰結 第35章 市民の社会的

権利、第36章 不平等と貧困、第37章 マクロ

経済的帰結、第38章 福祉費削減。

第Ⅶ部 世界の福祉 第39章 福祉国家のモ

デル、福祉国家の確立した国々、第40章 北欧

諸国、第41章 大陸西ヨーロッパ、第42章 南

欧諸国、第43章 英語圏諸国、第44章 ラテン・
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アメリカ、第45章 東アジア、第46章 東欧お

よびロシア。

第Ⅷ部 将来展望、第47章 西側福祉国家の

サステイナビリティ、第48章 グローバルに見

た将来。

以上のいずれの各章も力作ばかりである。ここ

ではすべての章の紹介とコメントは出来ないので、

評者が、新味があると考え、注目したいと考える

章に絞って内容の紹介とコメントを加えたい。た

だし、この取捨選択の基準は特に明確な基準があ

るわけではない。ただ、章ごとで若干の重複が見

られることも、すべてを取り上げないという理由

の一つであり、また、評者はほとんどの著者と面

識がないので、その意味では公平な取り上げ方を

しているつもりである。

まず第2章の「倫理」を論ずる章は、T.H.Marshall

の提起した「市民権」を発展的に論じたS.White

の執筆になる箇所であるが、 G・エスピン・ア

ンデルセンの名著『福祉資本主義の三つの世界―

比較福祉国家の理論と動態』（岡沢憲芙・宮本太

郎監訳、ミネルヴァ書房、2001年。）で提起され

た、資本主義社会における3類型、社会民主主義、

自由主義、保守主義にもとづいて、ニーズ、平等、

自由の3つのトピックスが吟味される。なお、エ

スピン・アンデルセンの多くの著書は、本書の多

くの箇所で引用されており、当代きっての福祉国

家論のオピニオン・リーダーであることは、ここ

でも特筆しておきたい。

この第2章の著者はStuartWhiteであるが、彼は

ニーズについて、 彼が提起した条件付き

（conditionality）給付の妥当性を、3つの類型ごと

の考え方に応じて整理している。この箇所は、次

第に日本でも政策課題になりつつある、生活保護

給付を就業への意思と密接に結びつけて行うかと

いった論争への参考となる議論である。この

Whiteの著述になる章は、このあとの平等論、自

由論も含めて、倫理学の議論として、今後日本で

も活発になることが期待される。なおT.H.Marshall

の提起した市民権については、第35章で再び詳

しく論じられる。

第Ⅱ部は、この章のあと、政治学者にとって興

味深い最新の議論が続く。特に第5章、第6章で

は、福祉国家の生成と第二次大戦後の発展が語ら

れる。これらの諸章は日本においても数多くの福

祉国家論が話題にした箇所であるが、英国とドイ

ツのそれぞれの発展が、ほかの小国に及ぼした影

響など、日本ではあまり話題にならなかった論点

にも触れられており、興味深い。

第Ⅲ部は、福祉国家論へのアプローチのあり方

という方法論の箇所であり、類書ではあまり見ら

れない話題が取り上げられている。最初の第7章

は、国際比較、歴史的接近法、数量的分析法など

といった誰もが想像する分析手法の違いのほかに、

Causalresearch（因果関係の研究）や質的比較研

究（QCA）の可能性などが論じられるが、評者

は、この接近法に関する問題提起を受けて議論さ

れる第8章以下（第10章まで）に大いに刺激を受

けた。

第8章 公的社会支出と私的社会支出 と題す

る章では、OECDの定義による「社会的支出」の

公式の定義が述べられたのち、国際比較を行う際

に留意すべきことがらが議論される。

この指標は、いわば各国の「福祉国家度」を示

すものとされるが、税控除の制度などを詳しく国

際比較すると、表向きの指標だけでは見えないこ

とが明らかになる。また、平等という視点だけで

なく、それと効率との相互作用を考えれば、税制

度全般も含めた上での不平等、貧困に与える影響、

効率性の観点からの、勤労意欲や貯蓄に与える影

響などがこの章の関心である。

この章の問題提起は、社会学者とOECDの元研
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究者との共著になる章であるが、高福祉・高負担

が、必ずしも経済成長に悪影響を与えるとは限ら

ないという問題提起なども引用し、国民経済レベ

ルの幅広い議論を展開している。

第9章では、家族と国家・市場の関係が論じら

れる。ここでの「家族」は言うまでもなく、ジェ

ンダーの視点の強調である。主要な論点は次の4

つである。（1）父母のそれぞれの雇用および家

事への参加の分布、および母親の労働への参加と

父親の家事への参加を促進する社会・経済政策の

必要性、（2）家事の外部化と子どもの早期教育、

（3）いわゆるワークライフバランス、（4）子ど

もの教育と福祉（well-being）の向上。

ところでこの第Ⅲ部は、方法論について論じて

いる箇所であるが、第8章、9章ともあまり方法

論というイメージではない。しかし9章の終わり

で、家族政策が、経済的、イデオロギー的、政治

的、社会的なさまざまな要素の絡み合ったもので

あることが指摘され、単に角学問体系では解決し

得ない課題を提起していることが強調される。こ

れを第10章が受け継ぐことになる。第Ⅲ部の最

後の10章は、学問分野ごとの方法論の違いが論

じられる。

そして、学問分野ごとの福祉国家に関する関心

が異なるのではないかという問題提起がなされる。

社会学における関心は社会的統合を、経済学にお

ける関心は経済効率を、それぞれ向上させるのか、

それとも低下させるのかであり、政治学は、福祉

国家は、対立的政治の帰結なのか、コンセンサス

的政治なのかに関心がある。社会政策論（social

policy）は、貧困者への再分配を行うのか、ただ

単に貧困を改善するための手当に過ぎないのかと

いう関心である。

社会福祉管理論は、私的管理する福祉国家と公

的に管理する福祉国家とで、どちらが容認しうる

レベルでの費用・効果的な福祉の利益を提供でき

るかに関心を持つ。ソーシャルワーク論は、福祉

国家は、限界的な市民をエンパワーできるか、あ

るいは彼・彼女らを統制し、節度を持たせること

が出来るかに関心を持つ。法学研究は、福祉国家

は、法の支配を強化し、拡大することが出来るか、

あるいは法の支配を弱め、恣意的なルールに回帰

させるか、が関心となる。むすびとしての著者の

主張するところは、つねに他の学問分野で、どの

ようなことが話題になっているかの目配りの必要

性である。

第Ⅳ部の章立ては、一見すると政治学の領域に

限定されているように見える。しかしその実、中

味は多岐にわたっている。こういう言い方をする

と政治学者には、「いやこの内容は、まさに政治

学のテーマばかりである」という批判を受けそう

だが、政治学者といえどもこの第Ⅳ部から得るも

のは少なくないに違いない。

第11章は、ニーズとリスクを論じるが、これ

らは、たとえば国連のHDI（HumanDevelopment

Index）なども参照しつつ、いずれも時代ととも

に変遷する概念としてのそれであり、新しい内容

を含んでいる。第12章は、西欧国家だけに限定

しても、必ずしもすべての国々をカバーしている

とは言い難いが、民主主義と資本主義の組み合わ

せの多様性を解明しよういうチャレンジにとって、

大いに参考となる。ついで労働組合論、政党論、

政治制度論、公衆の態度論（世論）が続くが、こ

の世論の箇所は1990年代以降、各種のデータベー

スが整備されてきたことを踏まえての、最近の大

規模調査の紹介でもある。すなわち90年代から

BiG（BeliefsinGovernment）プロジェクトの紹

介の多くの紙幅が割かれている。なお、この章の

分析との関連で言うと、いわゆる「メディア論」

がないのを寂しく思うのは評者だけではあるまい。

インターネット時代に入り、国民の政府や国家を

見る眼が大きく変わってきた（と思われる）現在、

メディアと福祉国家との関係にも一章を割いて欲

しかった。

海外社会保障研究 Spring2012 No.178
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このあと、第Ⅴ部は、ジェンダー、宗教、移民

と民族的少数等々が、福祉国家形成のアクターと

して続くが、これらの諸章は、それぞれ興味深い

ものの、やや西欧中心的な手法にかたよっている

という印象は否めない。

ただし第20章、21章のEUの動きとOECDなど

の各種国際機関の動きは、データの国際比較など

を行う際にも、有益な情報が含まれている。また

22章では、グローバリゼーションの流れが、単

に経済的なそれだけでなく、政治的な制度のグロー

バル化の流れを生んでいることが指摘され、研究

自体のグローバル化の必要性も示唆している。

第Ⅴ部の政策に関する諸章の特徴は、大部分が

国際比較であるという点である。対象はほとんど

の分析がOECD諸国であり、ここでは第Ⅴ部と異

なり、アジア、オセアニア諸国、アメリカなども

視野に入っている。ここでは、各論の詳細にコメ

ント加えるには紙数が足りないが、ここで特に取

り上げたいのは34章の教育である。

1975年時点でWilenskyは、教育のみは、他の諸

項目（年金、医療、介護、住宅などILO分類にも

とづいて社会保障と定義されるような、24～33

章の各章で取り上げられた話題）と比べて、福祉

国家論として特別扱いをすべきであると述べた。

この章は、この指摘から議論をはじめている。確

かに、他の社会保障項目と比べて教育は、やや特

殊な地位を占める。現実の統計数値の国際比較な

どを見ても、公的教育支出の対GDP比は、国ご

とに大きなばらつきを見せている。そして日本は、

公的教育費支出の対GDP比での低さに関して群

を抜いている。この章の分析は、こういった各国

ごとの公的教育費支出の差の分析にあてられてい

る。この章は、これまで日本の低さを西欧諸国と

の比較でのみ考えてきた状況に、より多様な視点

からの分析を可能にする、アイデアに満ちている。

第Ⅵ部 政策の帰結は、まず第35章の、市民

の社会的権利と題する章から始まる。これは本書

全体の立ち位置が、T.H.Marshallの市民権の発達

の三要素―公民権、参政権、社会権―に基礎をお

いて議論を展開し、政策の帰結に関しては、この

市民権の確立を、福祉国家のメルクマールとしよ

うとする意思の表れである。その意味で、この章

は本書全体の中できわめて重要な位置を占める。

この章では、このうちの社会権の測定法が議論さ

れる。初期の段階（1981年）での測定は、のちに

SCIP（SocialCitizenshipIndicatorsProgramme）

と呼ばれるものであり、当時のOECD加盟18カ国

の社会権に関する5つの異なるプログラムについ

て測定したものである。エスピン・アンデルセン

はこの調査に基づいて『福祉資本主義の三つの世

界』と題する著作をものにしたが、本章では、こ

のデータベースのその後の発展がサーベイされて

いる。さらに、さまざまな政治制度のもとでの社

会権の差異の決定要因も分析されている。

これを受けて第36章では不平等と貧困の分析、

37章では、福祉国家の拡大とマクロ経済的帰結

や雇用への影響などが論じられる。以上の3章の

うち、36章の不平等、貧困論は、日本でも大き

な話題になったが、他の2章（35章、37章）が、

伊藤周平（1996）や武川らの努力（2000）にも

関わらず、あまり日本で話題にならないのは残念

なことである。（経済学者人口と社会学者、政治

学者人口の違いによるものかも知れないが。）

第Ⅵ部の最後は、第38章の福祉費削減と題す

る章である。この章の発想も興味深い。前後の章

とのつながりはないが、12ページに及ぶ内容は、

削減の内容やその原因についての興味深い分析を

含んでいる。

第Ⅶ部と第Ⅷ部は、世界の福祉国家の類型化の

試みと将来展望であり、ここでもエスピン・アン

デルセンの古典的研究に基礎をおいている。評者

も現在のところ、かれの類型化に異存はない。な

いどころか、20年を経過した、いまでも福祉国

家論において光彩を放っている。ただし少なくと
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も、東アジアの研究者から見た場合、今後のアジ

アにおける福祉国家の展開については、PengIto

氏の労作（第45章）にも関わらず、まだまだ分

析を広げなければならない論点が山積しているよ

うに見受けた。

とはいえ、最後の展望においては、西欧から端

を発した福祉国家が世界に拡散するにつれて、新

たな多様な展開をしている様など、グローバルな

展開に関する的確な問題意識が披瀝され、本書が、

全体としてきわめて高水準の研究書として位置づ

けられるという確信を持った。

冒頭に述べたように、本書全体を通読するのは

かなり骨の作業であるが、若干の重複を恐れず議

論が展開されているがゆえに、各章のみを一読し

ても、一種の「福祉国家大事典」という性格付け

もできるので、一読をお奨めしたい著書である。
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